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Ⅰ 基本計画Ⅰ 基本計画Ⅰ 基本計画Ⅰ 基本計画    

 

１．基本計画の性格 １．基本計画の性格 １．基本計画の性格 １．基本計画の性格 

この基本計画は、基本構想で掲げた将来の都市像「人・自然・産業が織りなす 未来に

つなげる 安心自立都市 周南」の実現に向けて、まちづくりを総合的かつ計画的に推進

するため、総合計画の前期 5 年間（平成 27（2015）年度～31（2019）年度）にお

ける、分野ごとの施策の基本方針と戦略的な取組みを示す、本市の総合的な行政運営の

基本となるものです。 

    

    

２．基本計画の分野構成 ２．基本計画の分野構成 ２．基本計画の分野構成 ２．基本計画の分野構成 

前期基本計画では、基本構想で掲げた６つの「まちづくりの方向」を基に、「教育・子

育て」「生涯学習・人権」「地域づくり」「安心安全」「福祉・健康・医療」「都市基盤」「産

業・観光」「環境共生」「行政経営」の９つの分野を設定しました。 
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Ⅱ 「将来の都市像」の実現に向けた主要プロジェクトⅡ 「将来の都市像」の実現に向けた主要プロジェクトⅡ 「将来の都市像」の実現に向けた主要プロジェクトⅡ 「将来の都市像」の実現に向けた主要プロジェクト    

 
本プロジェクトは、分野ごとに示した 4１の基本施策のうち、特に重点的かつ横断的に対

応すべき推進施策をまとめ、その取組みの方向を示すものです。 

 

 
 

１．社会で育む少子化対策プロジェクト 

 全国的に大きな課題である「人口減少」は、本市においても、将来にわたり持続可能な

まちづくりを進めていく上で、喫緊の課題であり、早急な取組みが求められています。 

特に、本市にとっては子供や若者世代の人口減少が大きな課題であることから、若者の

結婚などに対する意識の啓発や出産・子育てに対する不安を取り除き、安心して子供を生

み、育てることのできる環境整備に取り組むとともに、妊娠や子育てに関する情報提供や

相談体制の整備など、「結婚・妊娠・出産・子育て」へと続く「切れ目のない支援」を家庭・

地域・企業・行政など社会全体で取り組む体制づくりを進めます。 

また、男女共同参画の視点に立った、子育て意識の醸成や若者が活躍できる機会の創出、

経済的基盤となる就業・起業の支援などに取り組み、誰もが安心して、子供を育て、働く

ことのできるまちづくりを進めます。 

 

 主な取組み（推進施策）主な取組み（推進施策）主な取組み（推進施策）主な取組み（推進施策） 

 ●子育て支援サービスの充実 ●保育サービスの質・量の拡充 ●子育て相談の充実 

●結婚に対する支援の促進 ●母子保健指導等の充実 ●創業支援の推進 ●就労支援

の充実 ●新規就農者等の担い手の確保 ●男女共同参画社会の推進 

主要１主要１主要１主要１    
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２．揺るぎない安心安全プロジェクト 

 市民がいつまでも安心して暮らせるために、防災情報収集伝達システムの整備や自主防

災組織の育成など防災体制の充実を図るとともに、安心・安全の拠点として市民の暮らし

を守る新庁舎の建設や公共施設の耐震化を計画的に進め、自然災害などに適切に対応でき

る環境整備に取り組みます。 

また、市民が安心して自立した生活を送るため、病気の予防や治療、子育て支援や介護

など、真に必要とする人が確実に受けられる、地域に密着したサービス体制を整備します。 

 

 主な取組み（推進施策） 主な取組み（推進施策） 主な取組み（推進施策） 主な取組み（推進施策） 

 ●防災対策の充実 ●消防力の充実 ●新庁舎の建設 ●教育施設の整備 ●雨水排除

施設の整備 ●地域医療体制の充実 ●救急救助体制の充実 ●地域福祉に関する相

談・支援体制づくりの推進 

 

 

 

３．自立した地域づくりプロジェクト 

人口減少が進む中で、地域のつながりや地域活動を維持し、さらに強化していくために、

若者などの幅広い年代や女性の地域活動への参加を促進するとともに、自治会組織の充実

などに取り組みます。 

また、生涯学習の拠点としての公民館から、さらに地域課題の解決に向けた活動拠点へ

の移行に取り組み、自立に向けた地域づくりを支援します。 

さらに、行政においても地域づくりの支援体制の充実を図るとともに、地域自らが安心

して暮らせる体制づくりを構築していくため、自主的・主体的に取り組む市民や団体を支

援します。 

 

主な取組み（推進施策）主な取組み（推進施策）主な取組み（推進施策）主な取組み（推進施策） 

●住民主体の地域づくりの促進 ●自治会組織の充実 ●地域づくり推進体制の整備 

●新たな地域の拠点づくりの推進 ●地域防災力の強化 

 

 

 

４．まちじゅう賑わいプロジェクト 

本市の「まちの顔」であり、経済や地域の活性化に重要な役割を担う中心市街地の空洞

化の進行を防ぎ、賑わいを創出するため、引き続き徳山駅周辺の中心市街地の整備を着実

に進めるとともに、中心市街地活性化基本計画に基づき、関係団体とも連携しながら、ハ

ード・ソフトの両面から積極的な取組みを進めます。 

また、魅力ある商店街づくりに向けて、意欲ある事業者の新たな取組みを支援します。 

さらに、交流人口拡大による地域経済の活性化を図るため、全国に誇れるスポーツや文

主要２主要２主要２主要２

主要３主要３主要３主要３    

主要４主要４主要４主要４    
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化等の充実した施設やまちなかの動物園、工場夜景等の本市のもつ特色ある地域資源を活

用した戦略的なシティプロモーション活動に取り組むとともに、中山間地域の豊かな自然

を生かしたスローツーリズム等を進め、まちじゅうで賑わいを創出する取組みを進めます。 

 

 主な取組み（推進施策）主な取組み（推進施策）主な取組み（推進施策）主な取組み（推進施策） 

●魅力ある中心市街地の再生・充実 ●徳山駅周辺整備事業の推進 ●商店街活性化の

促進 ●観光交流の促進 ●コンベンションシティの推進 ●魅力ある動物園の推進 

●都市農山漁村交流の推進 

 

 

 

５．産業活力・富の創造プロジェクト 

 地域経済を支える周南コンビナートは、本市の富の創造の源であり、化学・石油・鉄鋼

等の基礎素材型産業を中心に発展してきましたが、国内需要の低迷や東アジアの経済成長

などに対応するため、国際競争力強化に向けた更なる産業集積をはじめ、新たなエネルギ

ーや素材などの成長分野への参入を促す取組みが必要となっています。 

こうしたことから、新産業の創出や企業立地の推進、大企業を支える中小企業の支援な

どに取り組むとともに、物流拠点として国際バルク戦略港湾に指定された徳山下松港の港

湾機能の拡充など持続的な成長を支える産業基盤の強化に努めます。 

また、農水産物等の付加価値向上と競争力の強化を図るため、生産から商品開発・加工・

流通・販売・販路拡大に向けた戦略的な取組みを支援します。  

 

 

 主な取組み（推進施策）主な取組み（推進施策）主な取組み（推進施策）主な取組み（推進施策） 

 ●企業立地の推進 ●港湾基盤強化の促進 ●幹線道路網の整備・充実 ●工業用水の

確保 ●創業支援の推進（再掲） ●地場産業の振興 ●新事業・新産業の創出 ●水

素エネルギーの利活用の推進 ●地域産品のブランド化 ●中小企業ものづくり事業の

推進 ●６次産業化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要５主要５主要５主要５    
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６．中山間地域振興プロジェクト 

（１）中山間地域の現状等 

① 人口等の状況 ① 人口等の状況 ① 人口等の状況 ① 人口等の状況 

市域の約 68％を占める中山間地域の人口は、市全体の約 12％となっています。 

昭和 60（1985）年から平成 22（2010）年までの２５年間の人口減少率は、市全

体では 10.6％に対し、中山間地域ではその約２倍の 21.4％になっています。 

また、高齢化率は、市全体では 28.8％に対し、中山間地域では 40.5％になっており、

人口減少と同様に高齢化も急速に進行しています。 

 

区 分 面  積 世 帯 数 人  口 高齢化率 

中山間地域  447.64   8,361 世帯 18,363 人 40.5％ 

周南市全体  656.32   67,464 世帯 148,908 人 28.8％ 

中山間地域の比率 68.2％ 12.4％ 12.3％ － 

※ 全国都道府県市区町村面積調（H24.10.1）・住民基本台帳（H26.3.31） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②中山間地域の範囲 ②中山間地域の範囲 ②中山間地域の範囲 ②中山間地域の範囲 

本市の中山間地域の範囲は、「山口県中山間地域

づくりビジョン」に基づき、地域振興５法（1）によ

り公示された地域又は区域及び農林水産省の農業地

域類型区分による山間農業地域、中間農業地域のい

ずれかに該当する地域で、大津島・須金・中須・須々

万・長穂・向道・和田・八代・高水・三丘・鹿野の

11 地区（昭和 25 年時点行政区）となります。 

 

                                                   

（1）地域振興５法： 

山村振興法、過疎地域自立促進特別措置法、半島振興法、離島振興法、特定農山村地域における農林業

等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 

主要６主要６主要６主要６    
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（２）施策の展開 

中山間地域固有の課題等に対応するため、特に、重点的かつ横断的にな取組みの方向

を定めます。 

①①①① 目標１ 目標１ 目標１ 目標１ 

人口減少・少子高齢化が進行する中においても、安心して誇りをもって暮らし続け

られる地域を創ります。 

■現状・課題 

人口減少や少子高齢化が都市部以上に進展することが予測される中、今後、小規模

高齢化する集落、さらには、無人化する集落も増えることが懸念されます。 

これに伴い、これまで地域の暮らしを維持してきた助け合い、支え合いなどの集落

機能や農業などの生産機能が低下するとともに、買い物や医療、教育などの生活サー

ビスが小学校区など身近な生活圏の中では受けられない状況が起こっています。 

■展開方向 

●小学校区単位を基本に身近な暮らしを守ることのできる地域を創ります。 

●一定の生活サービスが受けられる生活圏を創ります。 

住民の意識の共有が図れ、地域の活動単位となっている小学校区の枠組みの中で、高

齢者の御用聞きやサロンの実施、日用生活品の販売など、身近な暮らしを守る活動、地

域産品の販売や体験交流の受入れなど、地域の資源を生かして循環を生み出す活動を総

合的に展開できる地域づくりを促進します。 

また、小学校区の中では、十分な生活サービスが受けられない地域もあるため、買

い物や医療等一定の生活機能を有する近隣地域や、都市的地域につながる路線バスへ

接続する生活交通を地域団体や交通事業者との調整を図りながら整備するなど、地域

の実情に応じた生活圏づくりを進めます。 

 

主な取組み（推進施策） 主な取組み（推進施策） 主な取組み（推進施策） 主な取組み（推進施策） 

●地域の夢プランづくりの促進 ●地域の夢プランの実践活動の促進 ●新たな地域の

拠点づくりの推進 ●生活交通の確保・維持・改善 

 

②②②② 目標２ 目標２ 目標２ 目標２ 

人・自然・経済が循環する活力あふれる地域を創ります。 

■現状・課題 

中山間地域は、かけがえのない暮らしの場であるだけでなく、“水源のかん養やＣＯ２

の吸収”“新鮮で安全な農林水産物の供給”“日本の原風景とも言える美しく素朴な景観”

“地域固有の歴史や伝統文化”など都市的地域には無い価値を有しています。 

また、高齢化や担い手不足等により基幹産業である農林水産業が衰退する中、農業

への異業種からの参入や集落営農法人が増加しているほか、販売拠点となる「道の駅

ソレーネ周南」がオープンするなど、新たな動きも始まっています。 

さらには、子供たちの生きる力を育む場や経済性だけではない真の豊かさのある暮
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らしを実現できる場として、中山間地域が持つ魅力に関心が高まり、都会から地方へ

と向かう動きも注目されています。 

  ■展開方向 

●中山間地域発の６次産業化モデルを創ります。 

●多様なツーリズムを通じて好循環を創ります。 

加工やブランド化を通じて農産物の需要の拡大や付加価値を高めるとともに、安定

的な供給体制づくりを一体的に進めるなど、道の駅や関係団体等と連携して６次産業

化モデルを構築することにより、若い世代が夢や希望を持って暮らせる農村の実現を

目指します。 

また、農山漁村でのホームステイを取り入れた宿泊体験活動をはじめ各種体験交流

の受け入れや、地域による加工事業、農家レストランなど、小さいながらも好循環を

生み出す取組みを支援するなど、地域や団体、関連施設等と連携して都市と農山漁村

の交流を促進します。 

さらに、空き家を活用して移住者の受け入れに取り組む地域や、新規就農者を受け

入れる集落営農法人に対して、引き続き支援するとともに、里の案内人（2）を設置する

地域と連携して、新たな移住促進策を検討・実施するなど、中山間地域へのＵＪＩタ

ーンを促進します。 

 

主な取組み（推進施策） 主な取組み（推進施策） 主な取組み（推進施策） 主な取組み（推進施策） 

 ●地域産品のブランド化（再掲） ●６次産業化の推進（再掲） ●都市農山漁村交流

の推進（再掲） ●ＵＪＩターンの促進 

 

③③③③ 推進方法 推進方法 推進方法 推進方法 

●地域の力だけで施策等を進めることは困難であるため、行政・ＮＰＯ・企業・高等教

育機関等の多様な主体の知恵と力を結集して、地域活動を支援します。 

●鹿野地区においては、地域の自立に向けた調査や検討などのソフト事業に、過疎地域

自立促進基金を活用しながら進めます。 

●事業の実施にあたっては、国や県の補助制度を活用するとともに、過疎地域自立促進

計画や辺地総合整備計画を策定、変更するなど、有利な財源の確保に努めます。 

●地域の実情・特性・想いを踏まえて事業を推進します。 

●行政内部の連携を強化し横断的に事業を推進する体制を構築します。 

●主体的・先導的な地域の取組みに対して、きめ細かな支援を行います。 

 

 

                                                   
（2）里の案内人： 

地域のコミュニティ団体からの推薦により、市の移住定住に関する講習を受講し認定を受けた人で、地域内

で空き家の案内や暮らしに関する相談対応などにより、移住希望者と地域との橋渡しを行う。 
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7．将来に向けた行財政経営プロジェクト 

今後、地方交付税の合併算定替え等の合併支援措置の縮減・終了を迎える中で、将来に

わたって持続可能なまちづくりを進めていくためには、健全な財政基盤を確立することが

重要であり、さらなる行財政改革を強力に進めていく必要があります。 

そのため、「ヒト・モノ・カネ」という限られた資源を有効に活用しながら、第 3 次行財

政改革大綱に基づき、市税等の自主財源の維持・確保に努め、「選択と集中」を柱とした効

率的で効果的な行政経営を進めるとともに、職員力・組織力のさらなる向上を図ります。 

また、本市の大きな課題である老朽化が進む公共施設については、公共施設再配置計画

に基づく、長寿命化や適正配置に取り組みます。 

 

 

 主な取組み（推進施策）主な取組み（推進施策）主な取組み（推進施策）主な取組み（推進施策） 

 ●行財政改革の推進 ●積極的な財源確保 ●公共施設老朽化への対応 

主要７主要７主要７主要７    
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１-１ 教育の充実１-１ 教育の充実１-１ 教育の充実１-１ 教育の充実    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

子供達一人ひとりの特性や能力を伸ばし、豊かな心の育成を基本として、子供達一人ひとりの特性や能力を伸ばし、豊かな心の育成を基本として、子供達一人ひとりの特性や能力を伸ばし、豊かな心の育成を基本として、子供達一人ひとりの特性や能力を伸ばし、豊かな心の育成を基本として、

「確かな学力」「生きる力」を育む教育の充実を図ります。 「確かな学力」「生きる力」を育む教育の充実を図ります。 「確かな学力」「生きる力」を育む教育の充実を図ります。 「確かな学力」「生きる力」を育む教育の充実を図ります。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●平成 24（2012）年度から、市内全小・中学校がコミュニティ・スクール（ 1）に取

り組み、地域住民などによる学校支援活動が活発になってきました。 

●ＡＥＴ（英語指導助手）や学校図書館指導員を配置し、学力向上に取り組みました。 

●学校図書館図書標準（ 2）に定められた蔵書数の確保に努めるとともに、学校図書館

司書の増員配置により、読書に親しむ環境づくりや読書活動の充実に努めました。 

●いじめや不登校等の対策として、不登校傾向にある児童生徒に対し、適応指導教室

などの実施や学習支援員を派遣しました。また、小規模校の良さや特色を生かし、

不登校や不登校傾向にある児童生徒を大津島小・中学校に受け入れました。 

●特別に支援の必要な児童・生徒のために生活指導員や介助員を配置するとともに、

関係教職員等を対象とした専門知識の習得を目的とした研修会を開催しました。 

●地域における自然体験や社会体験を積極的に取り入れ、特色ある学校づくりや開か

れた学校づくりに取り組みました。 

●小・中学校の再編整備（統廃合）に向けた取組みについて、対象校の保護者に現状

と方針の説明を行い、理解を求めました。また、対象校における通学区での指定校

変更などを定めました。 

●「周南市就学前児童通園施設の今後の在り方」に基づき、「周南市公立幼稚園の再編

整備について」を策定し、平成 26（2014）年度末での都市地域の 4 園の廃園と

平成 27（2015）年度からの都市周辺地域の西部地区 3 園の統廃合をすることと

しました。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「幼児教育や義務教育などの充実」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
4.0％ 34.3％ 16.6％  6.6％  27.0％  11.5％  

全体 

(25年) 
6.9％  44.2％  15.9％  5.8％  15.6％  11.6％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●今後は、コミュニティ・スクールとして学校運営協議会の質の向上を目指し、特に、

学校改善機能の充実を図ることが大切になります。学校・家庭・地域の役割分担を

明確にし、地域の教育課題を解決していくことが必要です。 

●これからの社会を生きる子供たちには、基礎的・基本的な知識・技能の習得や思考

力・判断力・表現力を育み、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」など知・

徳・体のバランスがとれた「生きる力」を育むための教育が求められています。 
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●各学校では、創意と工夫により地域の自然や文化等を生かした特色のある教育を推

進するとともに、豊かな心を育む道徳教育や学級活動などの特別活動に、家庭や地

域住民と連携して取り組んでいます。 

●いじめや不登校等に対し、引き続き生徒指導や教育相談体制の充実を図るとともに、

適応指導教室の実施・学習支援員の派遣など適切な対応に努める必要があります。 

●特別に支援の必要な児童・生徒等に対しては、それぞれに必要な支援・指導を積極

的に推進する必要があります。 

●たくましく生きるための健康教育を推進するとともに、学校環境衛生の改善・充実

に努め、児童・生徒等および教職員の保健管理の充実に取り組んでいます。 

●本市の児童・生徒数の減少が見られる中、過小規模校（ 3）の存在が課題となってい

ます。教育環境の充実と十分な教育効果を得るため、保護者や地域関係者の理解と

協力を得ながら、学校の再編整備を推進する必要があります。 

●近年の少子化や女性の社会進出などの社会環境の変化に伴い、市幼稚園の園児数は

減少傾向にあり、特に公立幼稚園は大幅な減少が見られます。幼稚園の今後の在り

方について、適切な集団規模の確保や公立と私立の役割の明確化などを検討する必

要があります。 

●幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎を培う上で極めて重要な時期であり、幼児

一人ひとりの特性に応じた教育の充実が求められています。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・学校教育の充実 ・学校教育の充実 ・学校教育の充実 ・学校教育の充実 

●学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を核とした、地域に開かれた学校づく

りの推進と学校の安定化を図ります。 

●基礎や基本の確実な定着と個性を伸ばす教育を推進し、学ぶ意欲をもつ子供の育成

に努めます。 

●道徳教育の充実や多様な体験活動等により豊かな心の育成を図ります。 

 

・不登校対策の充実 ・不登校対策の充実 ・不登校対策の充実 ・不登校対策の充実 

●学校と家庭、関係機関との密接な連携により、不登校の未然防止に取り組みます。 

●適応指導教室や学習支援員の配置などの不登校対策事業を通して、児童生徒の学校

復帰に取り組みます。 

●小・中学校９年間を見通したキャリア教育の充実に努めます。 

    

・特色ある教育の充実 ・特色ある教育の充実 ・特色ある教育の充実 ・特色ある教育の充実 

●学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を充実させ、地域の人材や教育資源を

活用し、ふるさとを愛する心の育成に取り組みます。 

●国際化・情報化に対応する能力を育てるなど、特色のある教育の充実を図ります。 

    

    

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

不登校の児童・生徒が１日

でも登校できるようになった

児童・生徒の率 

平成 25 年度 平成 31 年度 

 
75.0％ 80.0％ 
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・小・中学校図書館の充実 ・小・中学校図書館の充実 ・小・中学校図書館の充実 ・小・中学校図書館の充実 

●学校図書館図書標準に定められた蔵書数の確保と充実に努めます。 

 

・特別支援教育の充実 ・特別支援教育の充実 ・特別支援教育の充実 ・特別支援教育の充実 

●特別に支援の必要な児童・生徒のために生活指導員・介助員を配置し、個に応じた

教育支援を充実します。 

●教員や生活指導員・介助員の研修を充実させ、より質の高い教育支援に努めます。 

    

・学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の充実 ・学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の充実 ・学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の充実 ・学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の充実 

●学校運営協議会会長会議を実施し、運営についての研修を深めます。 

●教職員に対してコミュニティ・スクールの推進に関する研修会を実施し、学校全体

の取組みを活性化します。 

    

・学校再編整備の推進 ・学校再編整備の推進 ・学校再編整備の推進 ・学校再編整備の推進 

●学校の適正規模や適正配置により教育環境を充実させ、十分な教育効果を得るため

に、過小規模の小・中学校の学校再編を推進します。 

 

・幼児教育の充実 ・幼児教育の充実 ・幼児教育の充実 ・幼児教育の充実 

●幼児教育の効果を高めるため、計画に基づいて公立幼稚園の再編整備を推進し、小

規模幼稚園の解消による適切な集団規模の確保に努めます。 

    ●幼児期の教育の重要性を再認識し、幼児一人ひとりの個性を尊重し、可能性を伸ば

す教育の充実とともに、地域との連携を図りながら、各幼稚園において特色のある

取組みを推進します。 

 ●特別な支援が必要な幼稚園児に対し、そのもてる力を高め、個に応じた適切な指導

や必要な支援を行います。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・教職員研修推進事業  ・教職員研修推進事業  ・教職員研修推進事業  ・教職員研修推進事業 

●周南市教育研究センターによる教職員研修の充実を図ります。特に、若手教員の資

質向上を図るため、１～５年次（臨時的任用教員を含む）までの教員を対象とした

研修を行います。 

●学校の安定化を図る管理職や中堅教員を対象とした、学校マネジメント研修を行い

ます。 

●教職員の専門性の向上を図る生徒指導主任や研修主任等の専門研修を行います。 

        

・適応指導教室事業 ・適応指導教室事業 ・適応指導教室事業 ・適応指導教室事業 

●学校・保護者・関係機関と連携し、不登校児童・生徒の学校復帰を図ります。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

学校図書館図書標準達成

率 

平成 25 年度 平成 31 年度 
 

89.1％ 100.0％ 

学校図書館司書配置人数 
平成 25 年度 平成 31 年度 

 
8 人 10 人 
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・コミュニティ・スクール事業 ・コミュニティ・スクール事業 ・コミュニティ・スクール事業 ・コミュニティ・スクール事業 

●コミュニティ・スクールの充実のため、小・中連携を推進します。 

        

・学校図書館活用推進事業 ・学校図書館活用推進事業 ・学校図書館活用推進事業 ・学校図書館活用推進事業 

●司書資格を有し経験豊富な図書館司書を配置し、学校図書館の充実を図ります。    

        

・生活指導員推進事業 ・生活指導員推進事業 ・生活指導員推進事業 ・生活指導員推進事業 

●特別に支援が必要な児童生徒のために生活指導員や介助員を増員し、特別支援教育

の推進を図ります。 

 

 ・充実した学校生活サポート事業  ・充実した学校生活サポート事業  ・充実した学校生活サポート事業  ・充実した学校生活サポート事業 

●地域の特性や教育資源を活用した特色ある学校づくりを推進するとともに、魅力あ

る芸術文化にふれあうことで、豊かな心と感性、地域を愛する心を育みます。 

 

 ・小中学校再編整備推進事業  ・小中学校再編整備推進事業  ・小中学校再編整備推進事業  ・小中学校再編整備推進事業 

●統合先学校との交流学習を通じて児童・生徒の不安解消を図るとともに、休校とな

った学校施設の適正管理を行います。 

 

 ・幼稚園運営事業  ・幼稚園運営事業  ・幼稚園運営事業  ・幼稚園運営事業 

●公立幼稚園の適正管理や効果的な幼児教育を実施するため、適切な人員配置や幼稚

園の環境整備を行います。 

 

 ・特別支援教育推進事業  ・特別支援教育推進事業  ・特別支援教育推進事業  ・特別支援教育推進事業 

●特別に支援の必要な幼稚園児のために補助職員を配置し、特別支援教育の推進を図

ります。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・公立幼稚園の再編整備について ・公立幼稚園の再編整備について ・公立幼稚園の再編整備について ・公立幼稚園の再編整備について【計画年次：平成 26～31 年度】 

    

    

    

【用語説明】【用語説明】【用語説明】【用語説明】 
                                                   

（1）コミュニティ・スクール：  

   学校・保護者や地域がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、協働しなが

ら子供たちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める仕組み。 

（2）学校図書館図書標準： 

    文部科学省が設定した学校図書館の図書の整備を図る際の蔵書数の目標で、小・中学校別で

学級数に応じた蔵書数が設定されている。 

（3）過小規模校： 

    本市では、複式学級となっている小学校では 5 学級以下、中学校では 2 学級以下を過小規模校

と位置付けている。 
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１-２ 教育環境の整備・充実１-２ 教育環境の整備・充実１-２ 教育環境の整備・充実１-２ 教育環境の整備・充実    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

子供達が、安心・安全に学び、「生きる力」を育むことができるよう教育子供達が、安心・安全に学び、「生きる力」を育むことができるよう教育子供達が、安心・安全に学び、「生きる力」を育むことができるよう教育子供達が、安心・安全に学び、「生きる力」を育むことができるよう教育

環境等の整備・充実に努めます。 環境等の整備・充実に努めます。 環境等の整備・充実に努めます。 環境等の整備・充実に努めます。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●校舎や屋内運動場など、老朽化した学校施設を計画的に改築しています。また、耐

震第２次診断の結果が Is 値（ 1）0.７未満であった建物は、計画的に耐震補強工事を

行っています。 

●校舎などの定期的な安全点検や各学校からの要望に基づき、修繕・改修等を行って

います。 

●小・中学校にパソコン教室を整備し、インターネットを利用した情報収集を行い、

情報化教育に努めました。また、各小・中学校に電子黒板を１台整備し、教育コン

テンツの充実を図りました。  

●教職員に１人１台のパソコンを配備するとともに、職員室内のＬＡＮを整備し、校

務環境を整えました。  

●平成 25（2013）年度末までに、４カ所の学校給食センター整備と２カ所の学校

給食センター等を改修し、ドライ運用での給食業務を実施しています。 

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●校舎や屋内運動場などでは、構造部の耐震化とともに、非構造部材の耐震改修を併

せた耐震性能の向上が求められています。 

●老朽化した学校施設の計画的な改修・修繕により、施設の機能維持を行い、長寿命

化を図ることが求められています。 

●学校内の ICT 環境整備を行い、児童・生徒の情報活用能力の向上を図ることが求め

られています。また、有害情報対策や情報モラル教育の推進も必要となっています。 

●徳山西学校給食センターや新南陽学校給食センターは、築 30 数年を経過し、施設

や設備の老朽化が進んでいます。また、ウェット方式（ 2）の調理場の運用では、学

校給食衛生管理基準を満たさないため、新たなセンターの整備が求められています。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・教育施設の整備 ・教育施設の整備 ・教育施設の整備 ・教育施設の整備 

●老朽化した施設の計画的な改修や修繕を進め、耐震化が必要な施設は、100％の完

了を目指して構造部の耐震化を進めます。また、非構造部材の耐震改修についても

推進し、特に屋内運動場等の吊天井は、速やかな落下防止対策を進めます。 

●定期的な安全点検を実施するとともに、施設の改修・修繕を進め、安全な教育環境

の整備に努めます。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

幼稚園や小・中学校の施設

の構造部の耐震化率 

平成 25 年度 平成 27 年度 

※対象：１７６棟 
69.1％ 100.0％ 

主要２主要２主要２主要２
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・学校ＩＣＴの充実 ・学校ＩＣＴの充実 ・学校ＩＣＴの充実 ・学校ＩＣＴの充実 

●児童・生徒が各種情報端末・デジタル機器等を利用できる環境の整備を図ります。 

また、校内の校務システムの導入を進めるとともに教職員研修の充実を図ります。 

●タブレットを活用した授業のあり方について調査・研究を行い、導入の準備を進め

ます。 

 

・新しい学校給食センターの整備促進 ・新しい学校給食センターの整備促進 ・新しい学校給食センターの整備促進 ・新しい学校給食センターの整備促進 

●市全体の財政状況や公共施設再配置の基本方針などを踏まえ、将来の児童・生徒数

の推移や学校再配置など総合的に判断しながら整備します。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

・幼稚園・小学校・中学校耐震化事業 ・幼稚園・小学校・中学校耐震化事業 ・幼稚園・小学校・中学校耐震化事業 ・幼稚園・小学校・中学校耐震化事業 

●耐震診断結果に基づいた耐震補強工事などの改修工事を行います。 

 

・幼稚園・小学校・中学校非構造部材耐震改修事業 ・幼稚園・小学校・中学校非構造部材耐震改修事業 ・幼稚園・小学校・中学校非構造部材耐震改修事業 ・幼稚園・小学校・中学校非構造部材耐震改修事業 

●屋内運動場等の吊天井の落下防止対策工事を行います。 

 

 ・幼稚園・小学校・中学校改修事業  ・幼稚園・小学校・中学校改修事業  ・幼稚園・小学校・中学校改修事業  ・幼稚園・小学校・中学校改修事業 

●外壁改修工事や屋根防水工事などの大規模な改修を行います。 

 

 ・幼稚園・小学校・中学校施設管理事業  ・幼稚園・小学校・中学校施設管理事業  ・幼稚園・小学校・中学校施設管理事業  ・幼稚園・小学校・中学校施設管理事業 

●安全点検や修繕要望調査に基づいた施設の改修や修繕などを行います。 

 

 ・小学校運営事業、中学校運営事業  ・小学校運営事業、中学校運営事業  ・小学校運営事業、中学校運営事業  ・小学校運営事業、中学校運営事業 

●小・中学校の校内ＬＡＮの充実、校務システムの導入、維持管理などを行います。 

 

 ・学校給食センター建設事業  ・学校給食センター建設事業  ・学校給食センター建設事業  ・学校給食センター建設事業 

●老朽化した学校給食センターに替わる施設の整備を実施します。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・周南市立幼稚園・学校施設耐震化計画 ・周南市立幼稚園・学校施設耐震化計画 ・周南市立幼稚園・学校施設耐震化計画 ・周南市立幼稚園・学校施設耐震化計画【計画年次：平成 23～27 年度】 

 ・周南市学校給食センター建設基本計画 ・周南市学校給食センター建設基本計画 ・周南市学校給食センター建設基本計画 ・周南市学校給食センター建設基本計画【計画年次：平成 20 年度～】 

 

 

 

【用語説明】 【用語説明】 【用語説明】 【用語説明】 
                                                   

（1）Ｉｓ値：  

建物の耐震性能を表す指標（構造耐震指標）。一般的な目安ではＩｓ値 0.3 未満は大規模な地

震の際に、倒壊等の危険性が高いとされており、文部科学省では学校施設に対して、Ｉｓ値 0.7 以

上を求めている。 

（2）ウェット方式：  

釜を洗った時や、水洗いした野菜を入れたざるからこぼれた水などで、調理場の床が常に濡れた

状態の中で調理作業を行う方式。そのため、湿度が高くなり、床に細菌などが繁殖しやすくなる。 
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１-３ 子供の健全育成１-３ 子供の健全育成１-３ 子供の健全育成１-３ 子供の健全育成    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

家庭・地域・学校・行政が連携し、子供を見守り育てる活動を進め、子家庭・地域・学校・行政が連携し、子供を見守り育てる活動を進め、子家庭・地域・学校・行政が連携し、子供を見守り育てる活動を進め、子家庭・地域・学校・行政が連携し、子供を見守り育てる活動を進め、子

供達が発達段階に応じて社会の一員としての自覚と責任をもち、自ら判断供達が発達段階に応じて社会の一員としての自覚と責任をもち、自ら判断供達が発達段階に応じて社会の一員としての自覚と責任をもち、自ら判断供達が発達段階に応じて社会の一員としての自覚と責任をもち、自ら判断

し、主体的に行動する社会人として成長できる環境づくりに努めます。 し、主体的に行動する社会人として成長できる環境づくりに努めます。 し、主体的に行動する社会人として成長できる環境づくりに努めます。 し、主体的に行動する社会人として成長できる環境づくりに努めます。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●「地域のおじさん、おばさん運動」推進の日として、市民安全の日（毎月 11 日）

に、各学期に１回、あいさつ運動早朝立哨、登下校時の見守りなどの一斉活動を実

施しました。 

●大田原自然の家の活動や「子どもサポートプラン推進事業」により、自然学習や生

活体験の場を提供しました。 

●小学校の余裕教室を活用した「放課後子供教室推進事業」により、学習やスポーツ・

文化活動、地域住民との交流活動等を実施しました。 

●子育てに関する学習機会の提供などの家庭教育支援を実施しました。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「青少年の健全育成」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
1.4％ 31.0％ 24.6％  10.7％  30.7％  1.6％  

全体 

(25年) 
3.4％  42.2％  25.2％  5.4％  21.8％  2.0％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●核家族化や少子化の進行、インターネット社会の急速な進展など、子供を取り巻く

環境や社会構造が大きく変化し、人間関係の希薄化、自制心や規範意識の低下など

により、非行や不登校・ひきこもり・虐待・いじめなど、さまざまな問題が深刻化

しています。 

●子供たちの放課後の安全な居場所づくりを目的とした、放課後子ども教室と放課後

児童クラブの連携を図る必要があります。 

●子供たちの経験や体験不足に対する問題に対応するため、自らが参加し体験できる

学習機会の提供が必要です。 

●学校・家庭・地域・各種団体の連携を強化し、さまざまな分野にまたがる子供の育

成を目的とした施策の効果的、機能的な展開が必要です。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・健全育成活動推進のための連携の強化 ・健全育成活動推進のための連携の強化 ・健全育成活動推進のための連携の強化 ・健全育成活動推進のための連携の強化 

●「周南市青少年育成市民会議」の活動を支援し、地域で子供を見守り、育てる活動

の促進に努めます。 
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●学校・家庭・地域・行政・各種団体が連携して子供を育む環境づくりのため、放課

後子供教室や家庭教育支援の推進、コミュニティ・スクールへの支援を行います。 

●青少年の健全育成を担う市民や青少年リーダーの育成に努めます。 

 

・青少年を取り巻く有害環境への対応 ・青少年を取り巻く有害環境への対応 ・青少年を取り巻く有害環境への対応 ・青少年を取り巻く有害環境への対応 

●学校・警察・関係機関との連携を強化し、非行の未然防止と環境浄化活動を推進し

ます。 

●インターネットの適切な利用に向けた情報モラル教育の充実や、保護者等への啓発

活動の充実を図ります。 

 

・青少年の社会参加の促進 ・青少年の社会参加の促進 ・青少年の社会参加の促進 ・青少年の社会参加の促進 

●学校や地域団体と協力し、子供のボランティア・地域活動への参加を促進します。 

●子供の意見を尊重し、青少年の健全育成や地域づくりに子供の意見を反映する機会

の充実を図ります。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・青少年育成協働ネットワーク事業  ・青少年育成協働ネットワーク事業  ・青少年育成協働ネットワーク事業  ・青少年育成協働ネットワーク事業 

●青少年育成市民会議と連携し、地域ぐるみで青少年健全育成事業を推進します。 

・青少年育成センター事業 ・青少年育成センター事業 ・青少年育成センター事業 ・青少年育成センター事業 

  ●少年の非行防止と環境浄化を目的とした活動を実施します。 

・学校・家庭・地域の連携協力推進事業 ・学校・家庭・地域の連携協力推進事業 ・学校・家庭・地域の連携協力推進事業 ・学校・家庭・地域の連携協力推進事業 

●社会全体で子供を支えるため、地域住民など豊富な社会経験がある人材を活用し、

「学校支援地域本部」「放課後子供教室」「家庭教育支援」などの学校・家庭・地域

等の連携協力によるさまざまな教育支援活動を支えます。 

・少年の主張大会事業 ・少年の主張大会事業 ・少年の主張大会事業 ・少年の主張大会事業 

●家庭・地域・学校を含めた社会全体が、児童生徒の作品を通して、非行防止や健全

育成の意識を高めます。 

 ・成人式開催事業  ・成人式開催事業  ・成人式開催事業  ・成人式開催事業 

●新成人の門出を祝福・激励するとともに、大人として認められた権利と責任に対す

る自覚を促すことを目的に、若者自らが企画し実施する事業を支援します。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・（策定中）子ども・子育て支援事業計画 ・（策定中）子ども・子育て支援事業計画 ・（策定中）子ども・子育て支援事業計画 ・（策定中）子ども・子育て支援事業計画【計画年次：平成 27～31 年度】 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

放課後子供教室推進事業

参加者 

平成 25 年度 平成 31 年度 
年間延べ人数 

29,446 人 33,000 人 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

市イベント等への中学・高校生

ボランティア参加数 

平成 25 年度 平成 31 年度 
年間延べ人数 

8,581 人 13,000 人 
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１-４ 子育て環境の充実１-４ 子育て環境の充実１-４ 子育て環境の充実１-４ 子育て環境の充実    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

子供と子育てを社会全体で支え、子供・家庭・地域の喜びと幸せにつな子供と子育てを社会全体で支え、子供・家庭・地域の喜びと幸せにつな子供と子育てを社会全体で支え、子供・家庭・地域の喜びと幸せにつな子供と子育てを社会全体で支え、子供・家庭・地域の喜びと幸せにつな

がるまちづくりを進めます。 がるまちづくりを進めます。 がるまちづくりを進めます。 がるまちづくりを進めます。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●「次世代育成支援周南市行動計画（周南市こどもプラン）」の策定・推進を行いま

した。 

●地域子育て支援拠点（子育て支援センター等）で、親子の遊びや交流、育児に関す

る相談や情報提供を行い、未就園児のいる家庭や子育てに不安をもつ保護者等の子

育てを支援しました。 

●「元気こども総合相談センター」で、子供や保護者の質問・相談に迅速かつ適切に

対応しました。 

●民間事業者が実施した保育所の建替えや耐震化改修工事に対し、県の制度に基づき、

施設整備費を補助しました。 

●将来的にも持続可能な保育所運営体制を構築するため、公立保育所の再編整備方針

を示しました。 

●放課後健全育成のための児童クラブ事業で保護者のニーズの把握に努め、クラブ数

を増やすなど事業の充実を図りました。 

●乳幼児医療費助成事業やひとり親家庭医療費助成事業では、県が導入した保護者の

一部負担金を市が負担し、対象児童の医療費の無料化を継続しました。 

●乳幼児医療費助成事業は、平成 26（2014）年 8 月から助成制度を拡充し、就学

前児童全員の医療費を無料にしました。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「子育て支援や少子化対策の充実」に対する満足度    

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
3.2％ 19.6％ 26.2％  19.8％  29.1％  2.1％  

全体 

(25年) 
5.5％  33.1％  24.8％  25.5％  10.3％  0.8％  

  ※「20 歳代～30 歳代」：乳幼児をもつと思われる親世代 

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●核家族化・少子化・地域における人間関係の希薄化等により、子育ての孤立化や負

担の増加が懸念されており、地域バランスを考慮した地域子育て支援拠点の拡充と、

子育てを支援する関係団体のネットワークの強化を進める必要があります。 

●子育てや生活面について、家庭の事情に応じた身近で適切な対応ができる専門的な

相談体制の充実を図っていますが、児童虐待などの要保護児童への対応のため、関

係機関・団体等との連携を強化することが必要です。 
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●保育所や地域子育て支援拠点・放課後児童クラブなどのさまざまな保育サービスを

提供していますが、今後、ますます多様化するニーズへの対応が求められています。 

●幼児教育、保育、地域の子供・子育て支援を総合的に推進する、平成 27（2015）

年度からの「子ども・子育て関連３法（ 1）」の施行により、地域の実情やニーズに

応じた子育て支援施策を幼稚園と保育所が連携して展開する必要があります。 

●公立保育所の多くは、昭和 40（1965）から 50（1975）年代にかけて建設され

ているため、施設の老朽化が懸念されています。 

●乳幼児の保健の向上、福祉の増進はもとより、子育て世代の経済的な負担を軽減す

るため、医療費等の助成制度のさらなる充実が求められています。 

●ひとり親家庭で就業が不安定な保護者への就業支援の充実を図る必要があります。 

●少子化の一因となる未婚化・晩婚化に対する施策の推進が必要です。 

●子育て・教育に関する経済的・心理的・肉体的な不安と負担から夫婦が理想とする

子供の数が実現できていません。 

●ライフスタイルの多様化や結婚をめぐる社会通念・価値観の変化などから、結婚に

踏み切れない若者が増加する中、少子化問題に向けた「出会い・結婚」から「妊娠・

出産」「子育て」まで、それぞれの価値観に応じた支援が求められています。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・子育て支援サービスの充実 ・子育て支援サービスの充実 ・子育て支援サービスの充実 ・子育て支援サービスの充実 

●地域で子育てを応援する機運の醸成と子育て支援のネットワークの強化を進めるた

め、地域子育て支援拠点の拡充を図ります。    

 

・保育サービスの質・量の拡充 ・保育サービスの質・量の拡充 ・保育サービスの質・量の拡充 ・保育サービスの質・量の拡充 

●「子ども・子育て関連３法」の趣旨を踏まえ、幼稚園と保育所が連携し、保護者が

必要とする幼児教育、保育、地域の子供・子育て支援の質・量の拡充に努めます。 

●延長保育、障害児保育、休日保育、病児・病後児保育、一時預かりなど、保護者の

さまざまなニーズに対し、きめ細かな対応に努めます。 

●公立保育所の再編整備に併せて、民間事業者による保育所や認定こども園（ 2）の整

備を支援し、安心・安全な施設環境づくりと保育所待機児童ゼロの維持に努めます。 

●保護者のニーズなどを踏まえ、児童クラブの施設や保育内容の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

地域子育て支援拠点（子育て支

援センター等）設置数 

平成 25 年度 平成 31 年度 
 

11 カ所 検討中 

ファミリーサポートセン

ター会員数 

平成 25 年度 平成 31 年度 
 

1,115 人 検討中 

主要１主要１主要１主要１ 

主要１主要１主要１主要１ 
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・・・・子育て相談の充実子育て相談の充実子育て相談の充実子育て相談の充実     

        ●子供や保護者に関する総合相談窓口の整備・強化を行うとともに、相談員の資質と

専門性の向上に努め、相談への迅速かつ適切な対応を行います。 

  ●児童虐待など要保護児童の早期発見と適切な支援のため、要保護児童対策地域協議

会を構成する関係機関・団体等との連携を強化します。    

    

・子育て家庭・ひとり親家庭への支援 ・子育て家庭・ひとり親家庭への支援 ・子育て家庭・ひとり親家庭への支援 ・子育て家庭・ひとり親家庭への支援 

●乳幼児やひとり親家庭の健康増進と児童の健やかな成長を支援するため、医療費助

成制度のさらなる充実に努めます。 

●ひとり親家庭の経済的自立支援のための事業の取組みを強化します。 

 

・結婚に対する支援の促進 ・結婚に対する支援の促進 ・結婚に対する支援の促進 ・結婚に対する支援の促進 

●「少子化は社会全体で取り組むべき課題」との認識を広げ、社会全体で子育て、子

育てと仕事の両立、結婚・妊娠・出産を支える環境づくりを進めます。 

●子供や家族をもつことの喜びや大切さについての理解を深め、結婚や子育てを前向

きに捉えられるよう意識啓発を行います。 

  ●民間や各種団体等の「出会い・結婚」を応援する取組みへの支援を検討します。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・地域子育て支援拠点事業  ・地域子育て支援拠点事業  ・地域子育て支援拠点事業  ・地域子育て支援拠点事業 

●交流の場の提供・育児不安等の相談事業等・地域全体で子育てを支援するための拠

点施設となる子育て支援センター等を運営します。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

保育所待機児童数 

平成 25 年度 平成 31 年度 保育所の入所を希望し、

かつ要件を満たしてい

る児童で施設の定員超

過等の理由で入所でき

ない状態にある児童数 

０人 ０人 

事業所内保育施設数 

平成 25 年度 平成 31 年度 平成 27 年度からの制度

改正により、給付対象と

なる事業所内保育施設 
― 検討中 

児童クラブ実施数 
平成 25 年度 平成 31 年度 小学校等で児童クラブ

を実施している箇所数 36 カ所 検討中 

児童クラブ定員 
平成 25 年度 平成 31 年度 

 
1,475 人 検討中 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

高等技能訓練促進事業修

了者数 

平成 25 年度 平成 31 年度 

事業の延べ修了者数 
４人 検討中 

主要１主要１主要１主要１ 

主要１主要１主要１主要１ 
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・ファミリーサポートセンター運営事業 ファミリーサポートセンター運営事業 ファミリーサポートセンター運営事業 ファミリーサポートセンター運営事業 

●児童の預かりの援助を受けることを希望する人と援助を行うことを希望する人との

相互援助活動に関する連絡・調整を行います。    

    

・子ども・子育て支援事業計画事業 ・子ども・子育て支援事業計画事業 ・子ども・子育て支援事業計画事業 ・子ども・子育て支援事業計画事業 

●教育・保育施設、地域子ども・子育て支援事業について、事業計画に基づき、計画

的な施設と支援サービスの整備を行います。 

        

・児童クラブ事業 ・児童クラブ事業 ・児童クラブ事業 ・児童クラブ事業 

  ●授業終了後や長期休業期間中に、小学生を対象にした学童保育を実施します。  

        

・こども家庭相談事業 ・こども家庭相談事業 ・こども家庭相談事業 ・こども家庭相談事業 

●子供に関する総合相談窓口を設置し、子供や大人からのさまざまな相談に応じると

ともに、関係機関との連携により児童虐待などの要保護児童の早期発見と適切な保

護を図るための調査・支援を行います。 

    

・保育所運営事業 ・保育所運営事業 ・保育所運営事業 ・保育所運営事業 

  ●市において保育の必要性を認定した就学前児童を対象に、保育を実施します。 

  

・事業所内保育事業 ・事業所内保育事業 ・事業所内保育事業 ・事業所内保育事業 

●事業所内保育施設で、従業員の子供のほか、地域で保育を必要とする子供にも保育

を提供する事業者を支援します。    

    

 ・乳幼児医療費助成事業  ・乳幼児医療費助成事業  ・乳幼児医療費助成事業  ・乳幼児医療費助成事業 

  ●乳幼児の保健の向上、福祉の増進を図るため医療費の自己負担分を助成します。 

    

 ・ひとり親家庭医療費助成事業  ・ひとり親家庭医療費助成事業  ・ひとり親家庭医療費助成事業  ・ひとり親家庭医療費助成事業 

  ●ひとり親家庭の経済的支援を図るため医療費の自己負担分を助成します。 

    

・ひとり親家庭自立支援事業 ・ひとり親家庭自立支援事業 ・ひとり親家庭自立支援事業 ・ひとり親家庭自立支援事業 

●ひとり親家庭の母又は父の経済的自立を図るため、主体的な能力開発と資格取得を

支援します。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・（策定中）周南市子ども・子育て支援事業計画 ・（策定中）周南市子ども・子育て支援事業計画 ・（策定中）周南市子ども・子育て支援事業計画 ・（策定中）周南市子ども・子育て支援事業計画【計画年次：平成 27～31 年度】 

 

 

【用語説明】【用語説明】【用語説明】【用語説明】  

                                                   

（1）子ども・子育て関連３法： 

    幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するために制定された「子

ども・子育て支援法」「認定こども園法の一部改正法」「児童福祉法の一部改正等関係法律の整

備法」の３つの法律。 

（2）認定こども園： 

学校や児童福祉施設としての法的位置付けをもつ単一の施設。 
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２-１ 生涯学習の推進２-１ 生涯学習の推進２-１ 生涯学習の推進２-１ 生涯学習の推進    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

市民の自主的・継続的な学習活動を支援するとともに、学んだ成果をま市民の自主的・継続的な学習活動を支援するとともに、学んだ成果をま市民の自主的・継続的な学習活動を支援するとともに、学んだ成果をま市民の自主的・継続的な学習活動を支援するとともに、学んだ成果をま

ちづくりに生かすための生涯学習環境の整備・充実に取り組みます。 ちづくりに生かすための生涯学習環境の整備・充実に取り組みます。 ちづくりに生かすための生涯学習環境の整備・充実に取り組みます。 ちづくりに生かすための生涯学習環境の整備・充実に取り組みます。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●市民への学習情報の提供や学習相談・交流を行うことができる新たな拠点施設「（仮

称）学び・交流プラザ」の整備を行いました。 

●公民館講座の開催や学習相談に応じ、市民の生涯学習活動の支援を行いました。 

●本市の歴史を知り、ふるさと周南への愛着心を醸成するため、生涯学習ボランティ

アとの協働により「周南ふるさと歴史講座」「周南歴史博士検定」を実施しました。 

●市民の高度で専門的な学習要求に応えるため、「山口県立大学サテライトカレッジ」

「女性の品格向上委員会」を実施しました。 

●公民館の空調設備やトイレ洋式化などの施設・設備の改修、第 2 次耐震診断を計画

的に実施し、施設の維持・補修・機能充実に努めました。また、老朽化が著しい櫛

浜公民館の整備に着手しました。 

●図書館では、市民のさまざまなニーズに対応するため、資料・情報の収集、インタ

ーネットによる蔵書予約や移動図書館などのサービスを展開しました。 

●学校・家庭・地域が連携して子供の読書環境を整備し、読書活動をより一層推進す

るために、平成 26（2014）年度に、「第二次周南市子供読書活動推進計画」を策

定しました。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「生涯学習の推進」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
2.5％ 29.8％ 17.7％  5.5％  32.6％  11.9％  

全体 

(平成25年) 
3.7％  37.7％  20.1％  5.6％  21.7％  11.6％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●高齢化が進み、まちづくりを担う人材の発掘や育成が急務となっています。 

●公民館講座や学習活動などの受講者が生涯学習ボランティアとして活躍し、新たな

ボランティアの発掘・育成に参画する仕組みづくりが必要となっています。 

●多くの公民館が建設後 30 年以上を経過し、老朽化に対する整備が課題となってい

ます。 

●図書館では、市民の読書活動・生涯学習活動の支援を行うとともに、地域の情報拠

点としての役割を果たすため、より一層サービス向上に努める必要があります。 
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推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・生涯学習推進体制の整備・充実 ・生涯学習推進体制の整備・充実 ・生涯学習推進体制の整備・充実 ・生涯学習推進体制の整備・充実 

●「第 3 期周南市生涯学習推進プラン」に基づき、市全体で生涯学習を推進する体制

を整備します。 

●生涯学習センター機能を有する「（仮称）学び・交流プラザ」を拠点に、学習情報の

収集・集約・発信を行い、学習機会の充実を図ります。 

    

・学んだ成果をまちづくりに生かす環境の充実 ・学んだ成果をまちづくりに生かす環境の充実 ・学んだ成果をまちづくりに生かす環境の充実 ・学んだ成果をまちづくりに生かす環境の充実 

●市民一人ひとりの学ぶ意欲に応え、自主的・継続的な学習活動を支援するため、「し

ゅうなん出前トーク」などを実施します。生涯学習センター主催講座では、市民参

画による学習機会の提供に取り組みます。 

●地域活動や各種団体の自立を支援することで市民力を高め、学んだ成果を市民がま

ちづくりに生かす環境の充実を図ります。 

●生涯学習や地域づくりの拠点としての公民館機能を高めるとともに、地域の担い手

となる人材の育成に取り組みます。 

 

・社会教育関連施設の整備・充実 ・社会教育関連施設の整備・充実 ・社会教育関連施設の整備・充実 ・社会教育関連施設の整備・充実 

●老朽化した地区公民館などの社会教育施設は、「周南市公民館施設整備計画」に基づ

き、計画的な整備・改修を進めます。 

    

・図書館の資料・情報・サービスの充実 ・図書館の資料・情報・サービスの充実 ・図書館の資料・情報・サービスの充実 ・図書館の資料・情報・サービスの充実 

●利用者の多様なニーズに対応した、資料・情報の充実を図ります。 

●歴史や文化などに関する地域資料の収集保存や情報提供に努めます。 

●誰もが利用しやすい読書環境の提供に向けて、インターネットによる蔵書予約シス

テムや移動図書館などのサービスを提供します。 

 

 

 

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

メールマガジン登録者数 
平成 25 年度 平成 31 年度 

 
4,174 人 5,000 人 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

しゅうなん出前トークの

利用件数 

平成 25 年度 平成 31 年度 公民館講座での利用件

数 302 件 400 件 

生涯学習センター主催講

座受講者数 

平成 25 年度 平成 31 年度 

 
1,290 人 2,000 人 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

公民館利用者数 
平成 25 年度 平成 31 年度 

 
438,619 人 472,000 人 
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・子供の読書活動の推進 ・子供の読書活動の推進 ・子供の読書活動の推進 ・子供の読書活動の推進 

●学校図書館等との連携を図りながら、図書館の児童図書コーナーの充実や幼児・児

童を対象としたお話し会の開催等により、子供が読書に親しむことができる環境づ

くりを推進します。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・生涯学習センター管理運営事業 ・生涯学習センター管理運営事業 ・生涯学習センター管理運営事業 ・生涯学習センター管理運営事業 

●高度化・多様化した学習ニーズに対応するため、学習相談、学習情報の収集・集約・

発信を行います。 

    

・公民館管理運営事業 ・公民館管理運営事業 ・公民館管理運営事業 ・公民館管理運営事業 

  ●各地区公民館を管理運営し、市民の自主的・継続的な生涯学習、地域活動を支援し

ます。 

        

・公民館施設改修事業 ・公民館施設改修事業 ・公民館施設改修事業 ・公民館施設改修事業 

  ●市民の生涯学習・地域活動の拠点である公民館施設・設備を計画的に進めます。 

 

・図書館資料購入事業 ・図書館資料購入事業 ・図書館資料購入事業 ・図書館資料購入事業 

  ●利用者のニーズに対応した資料を収集します。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・（策定中）第３期周南市生涯学習推進プラン ・（策定中）第３期周南市生涯学習推進プラン ・（策定中）第３期周南市生涯学習推進プラン ・（策定中）第３期周南市生涯学習推進プラン【計画年次：平成 27～31 年度】    

 ・第二次周南市子供読書活動推進計画 ・第二次周南市子供読書活動推進計画 ・第二次周南市子供読書活動推進計画 ・第二次周南市子供読書活動推進計画【計画年次：平成 26～3０年度】 

 ・（策定中）周南市公民館施設整備計画・（策定中）周南市公民館施設整備計画・（策定中）周南市公民館施設整備計画・（策定中）周南市公民館施設整備計画【平成 27～31 年度】 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

市立図書館の図書資料数 
平成 25 年度 平成 31 年度 市立図書館５館の蔵書

数 601,864 冊 620,000 冊 

館外貸出利用者延べ数 
平成 25 年度 平成 31 年度 市立図書館から館外に

図書等の貸出を利用し

た年間延べ人数 207,723 人 215,000 人 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

児童向け行事延べ参加者

数 

平成 25 年度 平成 31 年度 市立図書館の児童向け

の読み聞かせなどの行

事の年間延べ参加者数 2,533 人 2,800 人 
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２-２ 文化・芸術活動の振興２-２ 文化・芸術活動の振興２-２ 文化・芸術活動の振興２-２ 文化・芸術活動の振興    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

優れた文化・芸術にふれる機会を充実するとともに、市民主体の文化・優れた文化・芸術にふれる機会を充実するとともに、市民主体の文化・優れた文化・芸術にふれる機会を充実するとともに、市民主体の文化・優れた文化・芸術にふれる機会を充実するとともに、市民主体の文化・

芸術活動の活性化や郷土の特色ある歴史・文化の伝承を図り、豊かで彩り芸術活動の活性化や郷土の特色ある歴史・文化の伝承を図り、豊かで彩り芸術活動の活性化や郷土の特色ある歴史・文化の伝承を図り、豊かで彩り芸術活動の活性化や郷土の特色ある歴史・文化の伝承を図り、豊かで彩り

のある市民文化の育成に取り組みます。 のある市民文化の育成に取り組みます。 のある市民文化の育成に取り組みます。 のある市民文化の育成に取り組みます。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●（公財）周南市文化振興財団と連携し、文化会館や美術博物館において、各種コン

サートや展覧会を開催したほか、全国発信事業「林忠彦賞」を支援しました。 

●市民美術展の開催や、市民の芸術文化活動の支援を行いました。 

●文化会館や美術博物館など、拠点となる施設の計画的な改修を行いました。 

●本市の歴史文化を伝える重要なものについて、文化財の指定や登録による保護を促

進しました。 

●国特別天然記念物「八代のツルおよびその渡来地」の保護と保全を図りました。 

●久米中央土地区画整理区域内で、垣外遺跡の発掘調査を進めました。 

●回天記念館の運営を通した平和の尊さの発信に取り組みました。 

 ●国際交流においては、姉妹都市に青少年訪問団を派遣し、友好親善と相互理解を深

めるとともに、国際化社会に対応できる人材の育成に努めました。 

●市内在住の外国人と日本人が、継続的に交流できる機会を提供するため、平成25

（2013）年度から、国際交流サロン事業を実施しており、市内における多文化共

生を推進しました。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「文化・芸術活動の促進」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
3.3％ 32.8％ 17.2％  6.7％  27.2％  12.7％  

全体 

(25年) 
4.1％  37.3％  19.7％  6.7％  19.9％  12.3％  

 

●「国際交流など国際化への対応」に対する満足度 

区 分  満 足  まあ満足  やや不満  不 満  どれでもない 無回答  

全体 (20) 1.4％  15.8％  14.8％  6.4％  48.6％  13.0％  

全体 (25) 1.6％  24.7％  20.1％  8.0％  32.5％  13.1％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●高齢化が進む中、生涯にわたって学ぶことは、生きがいをもった人生を送る上で大切

な要素であり、文化・芸術・伝統にふれあうことが重要です。 

●文化会館や美術博物館などの施設を拠点に、多様な音楽や舞台芸術・展覧会などを鑑

賞する場の提供が必要です。 

●新幹線や高速道路を有する優位性などを活かし、文化施設などでコンベンションを実

施するなど、交流人口の増大が求められています。 
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●文化・芸術に対する価値観の多様化に伴い、文化協会をはじめとする市民の主体的な

文化芸術活動への支援が求められています。 

●市内の多くの文化団体では、会員や参加者の高齢化や固定化が進んでおり、新たな担

い手や若い世代の参加促進が課題となっていることから、文化芸術活動の裾野を広げ、

新たな担い手を育成することが必要です。 

●文化会館や美術博物館など、文化芸術活動の拠点施設では、ライフサイクルコストを

踏まえた、計画的な施設や設備の改修を行うことが必要です。 

●市内には、平成 25（2013）年 6 月現在、国指定 5 件・県指定 16 件・市指定 68

件の指定文化財と、15 件の登録有形文化財があり、これらの文化財や各地域に伝わ

る伝統芸能や民俗資料・歴史・文化などを、次世代へ確実に継承することが必要です。 

●民俗資料や遺跡からの出土品などが、各施設に分散して展示・保管されており、資料 

などの集約や体系的な展示が必要です。 

●八代地区のナベヅルの渡来数は、平成 25（2013）年度が９羽となっており、引き

続き増羽に向けた取り組みが必要です。 

●回天記念館は、バリアフリーへの対応や施設の老朽化への対応が必要です。 

●国際交流は、姉妹都市との交流が中心ですが、これ以外の新たな交流も望まれるほか、

国際交流に関する人材育成の観点から、より身近な場所で外国人と日本人が交流する

ことのできる機会を継続的に提供する必要があります。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・文化芸術活動の促進 ・文化芸術活動の促進 ・文化芸術活動の促進 ・文化芸術活動の促進 

●幅広い分野で質の高い舞台芸術や展覧会等について、市民への鑑賞機会提供に努め

るとともに、文化会館等の拠点施設を活用して、文化芸術コンベンションを実施し

交流人口の増加に取り組みます。 

●「林忠彦賞」など、本市の特色ある文化芸術の発信に努めます。 

●市民が参加する多様な文化芸術活動の発表機会や情報を提供するとともに、組織や

人材の育成に努めます。 

●市民が快適に利用できる文化芸術拠点施設の提供や利便性の向上に努めます。 

 

・文化財の保護と活用の促進 ・文化財の保護と活用の促進 ・文化財の保護と活用の促進 ・文化財の保護と活用の促進 

●指定文化財や埋蔵文化財・伝統芸能などを保護するとともに、本市の特色ある歴史

や本市を物語る人物などを後世へ伝えることに努めます。 

●文化財等の活用を進め、市民がふるさとの歴史への理解を深める機会の提供に努め

ます。 

●分散している民俗資料や遺跡からの出土品などの集約を検討します。 

●ナベヅル保護のため、関係団体と連携したツルの生息環境の保全に努めます。 

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

文化会館の年間利用者数 
平成 25 年度 平成 31 年度 

 
201,871 人 280,000 人 

市美術展出品点数 
平成 25 年度 平成 31 年度 

 
256 点 300 点 
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・平和発信の促進 ・平和発信の促進 ・平和発信の促進 ・平和発信の促進 

●回天記念館の運営を通じて、命と平和の尊さに関する情報発信に努めます。 

●回天に関する資料について、適切な保存と展示に努めるとともに、施設の改修等を

検討します。 

 

・国際交流・多文化共生の推進・国際交流・多文化共生の推進・国際交流・多文化共生の推進・国際交流・多文化共生の推進 

●姉妹都市への青少年訪問団の派遣事業を中心として、海外諸都市との交流を推進し、

一層の交流を図ります。 

●在住外国人と日本人による国際交流の機会を継続的に提供することにより、市内に

おける多文化共生を推進します。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・文化会館管理運営事業  ・文化会館管理運営事業  ・文化会館管理運営事業  ・文化会館管理運営事業 

   ●文化会館を管理運営するとともに、幅広い舞台芸術の鑑賞機会を提供します。 

 ・市民美術展開催事業  ・市民美術展開催事業  ・市民美術展開催事業  ・市民美術展開催事業 

   ●市民を対象とした美術展を開催し、市民の創作活動を促進します。 

 ・文化振興団体助成事業  ・文化振興団体助成事業  ・文化振興団体助成事業  ・文化振興団体助成事業 

   ●市民の文化活動を振興する団体を支援します。 

 ・文化会館整備事業・美術博物館整備事業  ・文化会館整備事業・美術博物館整備事業  ・文化会館整備事業・美術博物館整備事業  ・文化会館整備事業・美術博物館整備事業 

   ●文化会館や美術博物館について、計画的な施設・設備の改修を行い、安全で快適

な施設を提供します。 

 ・埋蔵文化財保護事業  ・埋蔵文化財保護事業  ・埋蔵文化財保護事業  ・埋蔵文化財保護事業 

   ●埋蔵文化財に関する調査を行い、後世に伝えます。 

 ・鶴保護対策事業  ・鶴保護対策事業  ・鶴保護対策事業  ・鶴保護対策事業 

   ●特別天然記念物「八代のツルおよびその渡来地」の保護と保全を図ります。 

 ・回天記念館管理運営事業  ・回天記念館管理運営事業  ・回天記念館管理運営事業  ・回天記念館管理運営事業 

   ●入館者が平和について考察を深めることで、命と平和の尊さを発信します。 

・姉妹都市交流事業・姉妹都市交流事業・姉妹都市交流事業・姉妹都市交流事業 

   ●青少年訪問団の派遣等により、姉妹都市との相互理解や友好親善を深めます。 

・国際交流サロン等運営事業 ・国際交流サロン等運営事業 ・国際交流サロン等運営事業 ・国際交流サロン等運営事業 

        ●●●●国際交流を体験できる機会を継続的に提供し、多文化共生を推進します。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

文化財指定登録件数 
平成 25 年度 平成 31 年度 国・県・市指定文化財や

国登録文化財の件数 104 件 106 件 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

回天記念館の年間入館者

数 

平成 25 年度 平成 31 年度 
 

14,656 人 17,000 人 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

国際交流事業参加者数 
平成 25 年度 平成 31 年度 姉妹都市派遣事業・国際

交流サロン事業等の参加

者数 964 人 1,100 人 
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２-３ スポーツの振興２-３ スポーツの振興２-３ スポーツの振興２-３ スポーツの振興    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

「する」「観る」「支える(育てる)」を重視し、生涯にわたりスポーツ文「する」「観る」「支える(育てる)」を重視し、生涯にわたりスポーツ文「する」「観る」「支える(育てる)」を重視し、生涯にわたりスポーツ文「する」「観る」「支える(育てる)」を重視し、生涯にわたりスポーツ文

化に親しむことができるまちづくりを目指します。 化に親しむことができるまちづくりを目指します。 化に親しむことができるまちづくりを目指します。 化に親しむことができるまちづくりを目指します。 

    

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●総合型地域スポーツクラブの育成に努め、新たに３クラブ（今宿・櫛浜・久米地区）

が創設され、合計６クラブとなりました。 

●周南市スポーツ振興委員会の活動を支援し、地域スポーツの振興を図りました。 

●平成 23（2011）年の「おいでませ山口国体・山口大会」を契機に、体育施設の

整備・充実を図りました。 

●国体開催後に、本市での開催種目を「我がまちスポーツ」として定着化させるため、

人材や地域力を活用したおもてなし事業や地域づくり事業に取り組みました。 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「スポーツ・レクリエーションの振興」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
4.9％ 35.6％ 15.9％ 5.5％ 26.4％ 11.7％ 

全体 

(25年) 
5.0％ 40.8％ 16.1％ 4.7％ 21.5％ 11.9％ 

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●国では、制定後 50 年を経過した「スポーツ振興法」を全部改正し、スポーツを世

界共通の人類の文化として捉えた「スポーツ基本法」を平成 23（2011）年 8 月

に施行し、国や地方公共団体の責務、スポーツ団体の努力等を明らかにしました。 

●平成 24（2012）年 3 月に国が策定した「スポーツ基本計画」では、総合的かつ

計画的に取り組むべき施策等を明示し、生涯スポーツ社会の実現に向けて、目標の

一つに「できる限り早期に、成人の週１回以上のスポーツ実施率を 65％、週３日

以上のスポーツ実施率が 30％程度とする」ことを掲げています。 

  ●県では、平成 24（2012）年３月に「スポーツ推進条例」の制定や「スポーツ戦

略プラン」の策定を行い、平成 25（2013）年３月には「スポーツ推進計画」を

策定し、目標の一つに「県民のスポーツ実施率を平成 23 年度の 62.3％（過去１

年間にスポーツ活動を行った人の割合）から平成 34 年度には、全国トップレベル

を目指す」ことを掲げています。 

●市では、スポーツ活動による地域活性化を推進するため、小学校校区を基本とする

32 地区に地域スポーツ振興委員会を設置しています。 

●今後は、スポーツを「する」スポーツだけでなく、「観る」スポーツや、指導者・ス

タッフ等の「支える（育てる）」スポーツなどもスポーツ活動として捉えるとともに、

散歩や体操等の運動、キャンプや野外活動、健康や体力づくりのための身体活動な

ど、ライフステージ、ライフスタイルに応じた幅広い活動をスポーツとして捉えて

いく必要があります。 
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推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・ライフステージ・ライフスタイルに応じたスポーツ文化の推進 ・ライフステージ・ライフスタイルに応じたスポーツ文化の推進 ・ライフステージ・ライフスタイルに応じたスポーツ文化の推進 ・ライフステージ・ライフスタイルに応じたスポーツ文化の推進 

●市の関係部署や関係団体と連携し、多様なスポーツ活動の機会の提供や実施に努め、

市民のライフステージやライフスタイルに応じたスポーツ活動を支援します。 

●幼児期から青少年期においては、スポーツに対し「興味をもつ」「楽しむ」「好きに

なる」よう、学校等と家庭・地域が連携し、さまざまなスポーツ活動にチャレンジ

することができる機会の充実に努めます。 

●成年期から壮年期（働く世代・子育て世代）に対し、日常生活の中で気軽に運動量

を増やせるような取組みの啓発やスポーツ活動に関する情報提供の充実に努めます。 

●高齢期に対し、身近なところで「健康づくり・生きがいづくり」につながる取組み

の充実を図り、地域行事やボランティア活動・老人クラブ・地域スポーツクラブな

どへの参加を促進します。 

●競技スポーツの向上においては、県やスポーツ関係団体と連携した計画的な選手・

指導者の育成が重要であり、競技スポーツ団体を統括する（公財）周南市体育協会

の取組みを支援します。 

●「我がまちスポーツ」の定着化をはじめ、競技スポーツの振興、競技人口の増加、

競技力向上等に取り組みます。 

 

・スポーツを通じた地域活性化・スポーツを通じた地域活性化・スポーツを通じた地域活性化・スポーツを通じた地域活性化    

●少子高齢化による環境の変化に対応できるよう、既存団体の総合型地域スポーツク

ラブへの移行、地域間交流や地域の特色を生かした取組みの支援に努めます。 

●多くの市民が参加するスポーツレクリエーションイベント等により、地域間交流や

スポーツを通した地域の活性化に努めます。 

●本市の交通の利便性や充実した体育施設等の優位性を生かし、大規模大会等の誘致

をはじめ、トップレベルのスポーツを身近に感じることができる機会を提供すると

ともに、スポーツコンベンションによる交流人口の拡大を進めます。 

 

・スポーツ環境の充実 ・スポーツ環境の充実 ・スポーツ環境の充実 ・スポーツ環境の充実 

●総合型地域スポーツクラブ等による多種目・多世代を対象としたスポーツ機会を提

供できる拠点の整備に取り組みます。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

スポーツ少年団加入率 
平成 25 年度 平成 31 年度 

小学 3～6 年生の加入率 
49.4％ 50％ 

18 歳以上の市民が週１回

以上、スポーツ活動を実

施した割合 

平成 25 年度 平成 31 年度 

平成 30 年に調査予定 
47.4％ 

●％ 

（検討中） 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

地区スポーツ事業への参

加者人数 

平成 25 年度 平成 31 年度 周南市スポーツ振興委

員会構成団体が実施す

る事業への参加者 38,308 人 40,000 人 

中国大会以上の大規模大

会の誘致数 

平成 25 年度 平成 31 年度 (公財)周南市体育協会

による誘致大会数 39 大会 50 大会 
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●老朽化するスポーツ施設の適切な維持管理に努め、施設のバリアフリーにも配慮し、

安心・安全に利用できる施設の提供に努めます。 

●関係機関と連携し、地域における活動を円滑に推進するための組織・人材の育成を

図り、指導者、ボランティアの積極的な活用を通して、市民が主体となったスポー

ツに親しめる環境づくりを進めます。 

●誰もがスポーツに親しむことができるよう、身近な大会や施設の情報提供に努め、

スポーツへの参画を促進します。 

 

・共創によるスポーツ文化の推進 ・共創によるスポーツ文化の推進 ・共創によるスポーツ文化の推進 ・共創によるスポーツ文化の推進 

●多種多様化するスポーツニーズに対応するため、スポーツ団体・教育機関との連

携・協働を推進し、スポーツに親しめる環境づくりに努めます。 

●スポーツがもつ力を十分発揮できるよう、国・県のみならず行政部局間での連携を

促進し、スポーツによるまちづくりの推進に努めます。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

・スポーツ少年団関連事業 ・スポーツ少年団関連事業 ・スポーツ少年団関連事業 ・スポーツ少年団関連事業 

  ●青少年の健全育成を目的に、周南市スポーツ少年団本部の活動を支援します。 

  

・体育協会関連事業 ・体育協会関連事業 ・体育協会関連事業 ・体育協会関連事業 

  ●（公財）周南市体育協会による全国大会等の誘致や競技スポーツの振興を支援します。 

 

・地区スポーツ振興事業 ・地区スポーツ振興事業 ・地区スポーツ振興事業 ・地区スポーツ振興事業 

●総合型地域スポーツクラブの育成や、市民が日常的にスポーツに親しむための地区

スポーツの振興を図ります。 

 

 ・体育施設整備事業  ・体育施設整備事業  ・体育施設整備事業  ・体育施設整備事業 

  ●市民が気軽にスポーツを親しむ体育施設として、計画的に整備・改修します。 

 

・スポーツボランティア養成事業 ・スポーツボランティア養成事業 ・スポーツボランティア養成事業 ・スポーツボランティア養成事業 

●スポーツイベントなどを支えるボランティアスタッフを養成します。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

・（策定中）周南市スポーツ推進計画・（策定中）周南市スポーツ推進計画・（策定中）周南市スポーツ推進計画・（策定中）周南市スポーツ推進計画【計画年次：平成 27～36 年度】    

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

スポーツボランティアの

登録人数 

平成 25 年度 平成 31 年度 
 

143 人 200 人 
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項　　目 割合

男女をとりまく様々な偏見や固定的な社会通念・習慣・しきたりの改善 46.3%

女性の経済力の向上や知識、技術の習得など、女性の力の向上 31.8%

女性の就業、社会への参画を支援する施設やサービスの充実 27.4%

子どもの時から家庭や学校での男女平等の学習 27.0%

男性自身が男女の平等や共同参画について意識を改革 25.5%

行政、企業などの役職に一定の割合で女性を登用 21.8%

法律や制度面を見直し、差別につながるものを改善 18.0%

女性自身が男女の平等や共同参画について意識を改革 12.4%

特にない、わからない 13.2%

無回答 6.0%

対　象　者（人） 1,095人

　※複数選択可能で、割合は各項目の選択者数を対象者数で除したものです。

２-４ 人権尊重社会の実現２-４ 人権尊重社会の実現２-４ 人権尊重社会の実現２-４ 人権尊重社会の実現    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

「市民一人ひとりの人権が尊重されるまち」の実現を目指し、人権尊重「市民一人ひとりの人権が尊重されるまち」の実現を目指し、人権尊重「市民一人ひとりの人権が尊重されるまち」の実現を目指し、人権尊重「市民一人ひとりの人権が尊重されるまち」の実現を目指し、人権尊重

の視点に立って、総合的かつ効果的な人権教育・啓発の取組みを推進しまの視点に立って、総合的かつ効果的な人権教育・啓発の取組みを推進しまの視点に立って、総合的かつ効果的な人権教育・啓発の取組みを推進しまの視点に立って、総合的かつ効果的な人権教育・啓発の取組みを推進しま

す。社会のあらゆる分野に男女が参画し、お互いが対等なパートナーとしす。社会のあらゆる分野に男女が参画し、お互いが対等なパートナーとしす。社会のあらゆる分野に男女が参画し、お互いが対等なパートナーとしす。社会のあらゆる分野に男女が参画し、お互いが対等なパートナーとし

て個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を図ります。 て個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を図ります。 て個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を図ります。 て個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を図ります。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●平成 24 年 4 月に「周南市人権行政基本方針」を策定し、「山口県人権推進指針」

の趣旨に沿った施策を実施しました。 

●学校における人権教育を推進するため、参観日等に合わせて人権講演会の開催を支

援しました。特に、人権の花運動を実施する小学校で、地域・学校・周南人権啓発

活動地域ネットワーク協議会と連携した人権講演会を実施しました。 

●市民に身近な地域の公民館などで、人権講座や人権講演会を行うとともに、企業や

職場の自主的な取組みを支援しました。 

●市民が気軽に自主学習できるように、「人権啓発コーナー」を支所・公民館・図書館

などの公共施設 42 カ所に設置し、学習資料の充実を図りました。 

●男女共同参画社会の実現のため市民自らが行動できるよう、市民リーダーの育成や

市民団体の自主的な活動を支援することにより推進体制の充実を図りました。 

●市内各地で「地域講座」を開催するとともに、産官学民が連携した取組みとして、

市民リーダーと徳山大学において「男女共同参画フォーラム」を開催しました。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「人権の尊重と男女共同参画社会の実現」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
2.3％ 23.2％ 17.0％  5.8％  39.2％  12.5％  

全体 

(平成25年) 
2.8％  30.2％  19.9％  5.5％  29.0％  12.6％  

●男女が社会のあらゆる分野で平等になるためには、何が重要だと思いますか 
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現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●人権問題は、複雑・多様化しており、家庭・地域・企業職場・学校等において、さ

まざまな課題が存在しているため、今後も人権教育・啓発の推進体制の一層の充実

が求められます。 

●「山口県人権推進指針」「周南市人権行政基本方針」に基づき、法務局をはじめとし

た関係機関と連携するとともに、市民の人権意識の高揚を図るため、自主的な人権

学習への支援を行う必要があります。 

●人権講座や研修会の参加者が固定化・高齢化しており、指導者の養成や研修プログ

ラムの充実が求められます。 

●男女共同参画社会実現の阻害要因の一つとなっている「固定的性別役割分担意識」
（ 1）（「男は仕事、女は家庭」）は、依然として根強く残っており、仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス（ 2））や配偶者などからの暴力（ＤＶ（ 3））の防止など、

新たな課題に向けた取組みが必要です。 

●女性の社会進出が進む中で、子育てでは、乳幼児期を中心に依然として女性の負担

が大きい状況が続いています。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・人権教育・人権啓発の推進 ・人権教育・人権啓発の推進 ・人権教育・人権啓発の推進 ・人権教育・人権啓発の推進 

●「じゆう（自由）」「びょうどう（平等）」「いのち（生命）」をキーワードとした「山

口県人権推進指針」「周南市人権行政基本方針」の趣旨に沿った施策を実施します。 

●地域社会の実情や課題、住民の学習ニーズを踏まえ、市民の身近な施設でさまざま

な世代に学習機会を提供します。 

●地域社会において自主的な取組みの推進を担うリーダーの養成と、その資質の向上

を図ります。 

●企業職場の自主的な取組みを支援し、講師の派遣や学習教材を提供します。 

●市民の自主的な人権学習への取組みに対して、情報提供を行うなど、あらゆる層に

向けた啓発活動を進めます。 

 

・男女共同参画社会の推進 ・男女共同参画社会の推進 ・男女共同参画社会の推進 ・男女共同参画社会の推進 

●男女が社会の対等なパートナーとしてあらゆる分野に共に参画し、性別にかかわり

なく、その個性と能力を発揮することができる男女共同参画社会の実現のため、あ

らゆる層に向けた啓発活動を進めます。 

●ワーク・ライフ・バランスや男女共同参画の視点に立って、夫婦がともに子育てに

参加する意識の醸成に努めます。 

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

人権講座や出前講座の年

間参加者数 

平成 25 年度 平成 31 年度 
 

1,520 人 1,700 人 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

周南市人権講演会の年間

参加者数 

平成 24 年度 平成 31 年度 
 

2,340 人 2,750 人 

主要１主要１主要１主要１ 
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主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・人権教育推進事業  ・人権教育推進事業  ・人権教育推進事業  ・人権教育推進事業 

●「周南市人権教育推進協議会」を開催し、人権教育の総合的かつ効果的な推進を図

ります。 

●各地域で主体的な取組みを推進する「地域人権教育連絡協議会」で、各ブロックの

代表者が地域の課題や取組みの情報交換を行いながら、効果的な人権教育の推進を

図ります。 

●「企業職場人権教育連絡協議会」で情報交換を行いながら、企業職場などの取組み

を支援します。 

●保護者や地域の人々と連携した多様な学習機会を提供し、学校と地域が一体となっ

た取組みを推進します。 

●地域社会の実情や課題を踏まえ、身近な施設でさまざまな世代に住民のニーズに沿

った学習機会を提供します。 

  ●地域社会で自主的な取組みの推進を担うリーダーの養成を図ります。 

 

 ・人権啓発事業  ・人権啓発事業  ・人権啓発事業  ・人権啓発事業 

●市民が身近な場所で学習できるよう、「周南市人権講演会」を市内各地で開催します。 

●人権啓発コーナーや人権講演会などで「周南市人権行政基本方針」や人権啓発冊子

などの学習資料を提供します。 

●人権擁護委員等の関係機関と連携し、啓発活動を推進するとともに、市広報・ホー

ムページ等も活用し、幅広い人権啓発を行います。 

 

 ・男女共同参画推進事業  ・男女共同参画推進事業  ・男女共同参画推進事業  ・男女共同参画推進事業 

●公民館などでの地域講座・啓発セミナー・市民団体によるフォーラム等を開催する

ことで、男女共同参画に向けた意識づくりを図ります。 

●市民リーダーを育成するため、男女共同参画推進員の自主的な活動を支援します。 

●市民が編集する男女共同参画情報誌「じょいんと」や市広報・ホームページ等で啓

発を行います。 

●仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現や配偶者等からの暴力（DV）

の防止に向けた意識啓発を推進します。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・山口県人権推進指針 ・山口県人権推進指針 ・山口県人権推進指針 ・山口県人権推進指針【平成 24 年 3 月改定】    

 ・周南市人権行政基本方針 ・周南市人権行政基本方針 ・周南市人権行政基本方針 ・周南市人権行政基本方針【平成 24 年 4 月策定】 

 ・（策定中）第２次周南市男女共同参画基本計画（すまいるプラン周南） ・（策定中）第２次周南市男女共同参画基本計画（すまいるプラン周南） ・（策定中）第２次周南市男女共同参画基本計画（すまいるプラン周南） ・（策定中）第２次周南市男女共同参画基本計画（すまいるプラン周南）【計画年次：

平成 27～3６年度】 

    

    

代表的な目標指標 現状地 目標値 指標の説明等 

地域講座等の年間参加者

数 

平成 24 年度 平成 31 年度 
 

919 人 1,750 人 
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【用語説明】【用語説明】【用語説明】【用語説明】    

                                                   

（1）固定的性別役割分担意識：  

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、「男

は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等のように、男性・女性という性別

を理由として、役割を固定的に分ける考え方。 

（2）ワーク・ライフ・バランス： 

働く全ての人々が、「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった「仕事以外の

生活」との調和をとり、その両方を充実させる働き方・生き方。 

（3）ＤＶ：  

ドメスティック・バイオレンスの略。いわゆる配偶者暴力防止法に規定されている「暴力」のことで、

「殴る」「ける」といった身体的暴力だけでなく、「大声でどなる」といった精神的暴力や「性的な行為

を強要する」などの性的暴力も含まれる。また、ここでいう配偶者には、婚姻の届出をしていない「事

実婚」の場合や、離婚後も引き続き暴力を受ける場合を含む。 
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３-１ 地域コミュニティの活性化  ３-１ 地域コミュニティの活性化  ３-１ 地域コミュニティの活性化  ３-１ 地域コミュニティの活性化  

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

持続可能な地域コミュニティの形成に向けて、地域への愛着を高めるた持続可能な地域コミュニティの形成に向けて、地域への愛着を高めるた持続可能な地域コミュニティの形成に向けて、地域への愛着を高めるた持続可能な地域コミュニティの形成に向けて、地域への愛着を高めるた

めの活動や、身近な課題の解決を図る様々な活動が、地域住民が主体となめの活動や、身近な課題の解決を図る様々な活動が、地域住民が主体となめの活動や、身近な課題の解決を図る様々な活動が、地域住民が主体となめの活動や、身近な課題の解決を図る様々な活動が、地域住民が主体とな

り活発に展開されるように、その活動環境を整備します。 り活発に展開されるように、その活動環境を整備します。 り活発に展開されるように、その活動環境を整備します。 り活発に展開されるように、その活動環境を整備します。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●（公財）周南市ふるさと振興財団（ １）と連携して、コミュニティ推進組織等に対し

て、活動補助や情報提供などを行い、地域行事や広報紙の発行など、各地域の特色

を最大限に生かした取組みが熱心に展開されました。 

●自治会集会所等の整備に対する補助金交付のほか、「周南市自治会連合会」の設立に

向けた支援を行い、平成 26（2014）年 2 月に旧市町連合会を統合した新しい組

織が設立されました。 

●地域づくり支援アドバイザー制度を創設し、地区コミュニティ推進組織が主催する

地域課題の解決に向けた会議等にファシリテーター（ ２）を派遣することにより、地

域づくりについて考える場が各地域に生まれ、自主的・主体的な地域づくり活動が

展開されました。 

●特色ある地域づくりを推進するため、コーディネート役を担う人材等のスキルアッ

プを図る研修等を実施し、地域づくりを支援する体制を整えました。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「コミュニティ活動の充実」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
2.9% 32.4% 15.1% 3.7% 33.8% 12.1% 

全体 

(25年) 
4.4% 37.7% 18.6% 3.2% 23.9% 12.2% 

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●個人の価値観の多様化、ライフスタイルの変化により、地域コミュニティへの帰属

意識の低下や、住民相互のふれあいが希薄になるなど、地域コミュニティを取り巻

く環境が変化する中、社会環境の変化により生じたさまざまな地域課題が顕在化・

深刻化しており、改めて地域コミュニティの必要性・重要性が認識されています。 

また、核家族世帯や単独世帯が増加する中で、人と人とのふれあいや仲間づくりな

ど、豊かな人間関係に支えられたまちづくりへの期待も高まっています。 

●「共助」の精神をもとに、防災・防犯活動や環境美化活動など、暮らしを支えるさ

まざまな活動を展開している自治会組織の充実を図るとともに、地区コミュニティ

推進組織の連携・協力体制を更に強固なものにし、分権時代に対応した住民自治へ

と高めていくことが求められています。 

●地域活動団体のリーダーへの負担集中や後継者不足が課題となっており、団体のマ

ネジメント力の強化や、新たな担い手の参加が求められています。 
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●地域課題の解決に向けて、団体同士の地域内や地域を超えた連携・協力がさらに重

要となっています。 

●地域コミュニティは、都市部・都市周辺部・中山間地域など，そのエリアにより、

それぞれ異なる特色や課題があり、各地域の実情に応じた対応が求められることか

ら、地域住民が主体となり、行政とともに、「公共」を担う自立したコミュニティづ

くりが求められています。 

●自主的・主体的な地域づくり活動をさらに進めていくためには、地域のニーズに応

じた活動しやすい拠点が必要です。 

 

推進施策の展開推進施策の展開推進施策の展開推進施策の展開  

・住民主体の地域づくりの促進 ・住民主体の地域づくりの促進 ・住民主体の地域づくりの促進 ・住民主体の地域づくりの促進 

●地域課題の解決に向けて、地域住民が主体となって「考え」「選択し」「行動する」

地域づくりを促進します。 

●地域の生涯学習の拠点として重要な役割を果たしている公民館は、地域のニーズに

応じて、これまでの機能に加え、地域課題の解決に向けた活動を展開できる拠点へ

移行するよう取り組みます。 

●地域づくり活動を支援するコーディネーターの役割を担う人材の育成を図ります。 

●（公財）周南市ふるさと振興財団と連携し、コミュニティ推進組織の特色ある地域

づくり活動を支援するとともに、地域や団体の相互交流や、若者の地域づくり活動

への参画を促進します。 

●住民の地域づくりへの関心を高め、参画を促すための意識啓発を進めます。 

    

・中核的人材の育成 ・中核的人材の育成 ・中核的人材の育成 ・中核的人材の育成 

●地区コミュニティ推進組織をはじめ、さまざまな市民活動団体が、主体的に、かつ

継続して運営を行っていくため、団体運営を担う中核的人材の育成を図ります。 

 

・自治会組織の充実 ・自治会組織の充実 ・自治会組織の充実 ・自治会組織の充実 

●自治会組織の活動拠点である自治会集会所等の整備に対する支援を行うほか、自治

会未加入世帯の加入促進策等について「周南市自治会連合会」と連携して取り組み

を進めます。 

    

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

地域づくり支援アドバイ

ザーの派遣地区数 

平成 25 年度 平成 31 年度 主体的に話し合いの場

を創出し、地域づくり活

動を展開した地区数 
3 地区 5 地区 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

市民活動関連講座等の年

間参加者数 

平成 25 年度 平成 31 年度 市民活動関連講座等へ

の年間延べ参加者数 139 人 150 人 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

自治会加入率 
平成 25 年度 平成 31 年度 自治会加入世帯数／全

世帯数 79.2％ 80.0％ 

主要３主要３主要３主要３ 

主要３主要３主要３主要３ 
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・地域づくり推進体制の整備 ・地域づくり推進体制の整備 ・地域づくり推進体制の整備 ・地域づくり推進体制の整備 

●行政職員に対する地域づくり研修を充実し、課題解決に向けた地域住民の発意や行

動に寄り添いながら、支援していくことのできる職員の育成を図るとともに、地域

づくりに関する情報の共有をはじめ、組織横断的な連携を進めます。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・地域づくり支援事業  ・地域づくり支援事業  ・地域づくり支援事業  ・地域づくり支援事業 

●地域づくりの会議等にファシリテーターを派遣し、地域住民の話し合いを重視した

多様な参加の場の創出を図ります。 

●人や団体や資源を巻き込み、つなぎ、地域づくり活動を支援していくコーディネー

ターの役割を担う人材の育成を図ります。 

●地域づくり活動への新たな担い手の参画を促す講座を開催します。 

●地域づくりに関する支援メニューを集約したハンドブックを作成・配布します。 

 

・コミュニティ推進事業コミュニティ推進事業コミュニティ推進事業コミュニティ推進事業  

●コミュニティ推進組織の自主的・主体的活動を支援し、特色ある地域づくりを促進

します。 

 

 ・ふるさと振興事業 ・ふるさと振興事業 ・ふるさと振興事業 ・ふるさと振興事業 

●中間支援組織（ ３）である、（公財）周南市ふるさと振興財団を支援し、市民自らが行

う地域づくり活動の振興を図ります。 

    

・・・・コミュニティ等の中核的人材育成事業 コミュニティ等の中核的人材育成事業 コミュニティ等の中核的人材育成事業 コミュニティ等の中核的人材育成事業 

●コミュニティ推進組織をはじめ、さまざまな分野で活動する市民活動団体を支える

中核的人材の育成を図ります。 

    

・自治会関係事業 ・自治会関係事業 ・自治会関係事業 ・自治会関係事業 

●自治会組織の活動を支援することにより、住民自治の推進を図ります。 

 

 ・自治会集会所建設費助成事業 自治会集会所建設費助成事業 自治会集会所建設費助成事業 自治会集会所建設費助成事業 

  ●各自治会が主体となって行う集会所等の整備・補修に要する経費を助成します。 

    

    

    

【用語説明】【用語説明】【用語説明】【用語説明】    
                                                   

（１）（公財）周南市ふるさと振興財団：  

市民自らが行う地域づくり活動（コミュニティ活動）の振興を図ることを目的に設立した公益財団

法人。 

（２）ファシリテーター：  

会議やワークショップに参加するさまざまな立場の人たちから意見を引き出し、中立的な立場で

相互理解や合意形成を促進する役割を担う人。 

（３）中間支援組織：  

地域と行政の間に立って、社会の変化やニーズを把握し、地域におけるさまざまな団体の活動

や団体間の連携を支援する組織。 

主要３主要３主要３主要３ 
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３-２ 中山間地域の「地域づくり」の促進３-２ 中山間地域の「地域づくり」の促進３-２ 中山間地域の「地域づくり」の促進３-２ 中山間地域の「地域づくり」の促進    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

人口減少や少子高齢化が都市部に先駆けて進展する中山間地域において、人口減少や少子高齢化が都市部に先駆けて進展する中山間地域において、人口減少や少子高齢化が都市部に先駆けて進展する中山間地域において、人口減少や少子高齢化が都市部に先駆けて進展する中山間地域において、

安心な暮らしや活力ある地域の実現に向けた主体的かつ総合的な地域づく安心な暮らしや活力ある地域の実現に向けた主体的かつ総合的な地域づく安心な暮らしや活力ある地域の実現に向けた主体的かつ総合的な地域づく安心な暮らしや活力ある地域の実現に向けた主体的かつ総合的な地域づく

りを促進します。 りを促進します。 りを促進します。 りを促進します。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●人口減少や少子高齢化が急速に進展する中山間地域では、住民の意識共有が図れる

小学校区などの枠組みの中で、現状を見つめ直し、あるべき将来像を描き、その実

現に向けた行動計画である「地域の夢プラン」について、平成 22（2010）年度

から 25（2013）年度までに、4 団体の新規策定、2 団体の改定、2 団体の策定作

業を支援しています。 

●「地域の夢プラン」に向けて、「地域の夢プラン」の実践活動に取り組む団体を、国・

県の支援制度も活用しながら支援しました。 

●近年、ライフスタイルや価値観の多様化により都会の若者の田舎に対する意識が変

化する中で、外部人材を活用し、地域に居住しながら地域づくりを支援する国の制

度の「地域おこし協力隊」を全国に先駆けて大津島地区に３人配置したほか、平成

25（2013）年度から大道理地区に１人配置するなど、人的支援を行いました。 

●大道理地区では、「地域の夢プラン」の実現を支援するため、小学校の校舎を改修し、

公民館に代わる地域活動の拠点施設を整備しました。 

●「地域の夢プラン」に基づき地域団体が自ら行う施設等の整備に対し、平成 22

（2010）年度に渋川地区の農産物加工と交流機能を備えた拠点施設の整備を支援

するとともに、平成 26（2014）年度には、大道理地区の加工所、中須北地区の

農家レストラン、大津島地区の観光施設の整備を支援するなど、プランの実現に向

けたハード整備を県と協調して実施しました。 

●地域団体による移住希望者と地域との橋渡し役となる「里の案内人」制度を平成

23（2011）年度に創設し、これまで 5 地区で 50 人が配置されるとともに、そ

の活動を通じて 12 世帯が移住するなど、空き家の解消や地域の担い手の確保につ

ながりました。 

●中山間地域を中心に空き家を市ホームページ（空き家情報バンク）に掲載し、移住

希望者へ情報提供したほか、大都市圏での移住に向けたセミナー等で本市の魅力を

PRしました。 

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●草刈や清掃活動をはじめとした共同作業や助け合いなど、地域の暮らしを支えてき

た集落活動が低下するとともに、将来的に存続が危ぶまれる集落が存在しています。 

●地域活動の担い手不足や固定化により、個人の負担が増加するなど、地域住民の力

だけでは集落を維持することが困難となっています。 

●農協や郵便局・商店などの廃止や廃業により、身近な暮らしに不安を抱える地域が

現れています。 

●高齢者の見守りや助け合いが困難になっている集落や地域固有の歴史や伝統文化

の継承が困難になっている地域が現れています。 
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●これまで、中山間地域を対象に重点的に地域づくりを支援してきましたが、これら

の地域と同様の課題を抱える都市周辺部への対応が必要となっています。 

●「地域の夢プラン」の策定や実践活動を展開により、活力が生まれている地域があ

る一方、その取組みが進んでいない地域も存在しています。 

●地域の特性に応じた地域づくりが展開できるよう、市の支援体制の充実や新たな拠

点づくりが必要となっています。 

●農山漁村の魅力に関心が高まっており、豊かな自然や地域に伝わる技や知恵・歴史

など強みを生かした都市との交流活動や空き家を活用した地域ぐるみの移住者の

受入れを通じて、活力が生まれている地域も生まれており、今後、人口減少の進展

が予想される中、一層の取組みが必要となっています。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・地域の夢プランづくりの促進 ・地域の夢プランづくりの促進 ・地域の夢プランづくりの促進 ・地域の夢プランづくりの促進 

●今後、さらに過疎化、少子高齢化が急速に進展することが予測される中で、「地域の

夢プラン」づくりは、自立した地域づくりにおいて、ますます重要となることから、

未策定地域でのプランづくりを促進します。 

●「地域の夢プラン」づくりは、地域の力だけでは困難な場合もあるため、地域の実

情に応じた、きめ細かな支援を行います。また、地域の魅力を生かした活動や課題

解決など、策定した「地域の夢プラン」の実現に向けて、総合的な地域づくりに取

り組める体制づくりを支援します。 

 

・地域の夢プランの実践活動の促進 ・地域の夢プランの実践活動の促進 ・地域の夢プランの実践活動の促進 ・地域の夢プランの実践活動の促進 

●「地域の夢プラン」の実践に向けた主体的、持続的な取組みに対して、国や県をは

じめとする助成制度も活用しながら、ソフト・ハードの両面から支援します。 

●コミュニティビジネス等の地域の自立を目指す取組みには、必要に応じて地域おこ

し協力隊を配置するなど人的支援を行います。 

●「地域の夢プラン」の実践活動の促進に向けて、各地域が抱える共通課題や新たな

取組みを研究するとともに、地域間のネットワークを強化します。 

 

・新たな地域の拠点づくりの推進 ・新たな地域の拠点づくりの推進 ・新たな地域の拠点づくりの推進 ・新たな地域の拠点づくりの推進 

●自立した中山間地域づくりの活動の拠点となる施設については、地域のニーズに応

じて、公民館等を地域独自の活動が展開できる施設へ転換するとともに、地域団体

による拠点施設の運営に向けた体制づくりを支援します。 

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

「地域の夢プラン」の策定数 
平成 25 年度 平成 31 年度 「地域の夢プラン」を策定し

た地域団体の数（累計） ８団体 1４団体 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

「地域の夢プラン」に基づ

くハード事業の実施件数 

平成 26 年度 平成 31 年度 国・県・市の補助事業を

活用して地域が整備し

た施設等の件数（平成

19 年度以降の累計） 

５件 7 件 

主要６主要６主要６主要６ 

主要６主要６主要６主要６ 

主要３主要３主要３主要３ 主要６主要６主要６主要６ 
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・ＵＪＩターンの促進 ・ＵＪＩターンの促進 ・ＵＪＩターンの促進 ・ＵＪＩターンの促進 

●中山間地域の空き家の掘り起しや移住者からの相談などに対応する「里の案内人」

を設置する地域を支援するとともに、空き家や地域情報等の発信を強化するなど、

地域ぐるみで移住者の受入れを促進します。 

●「空き家情報バンク制度」の実施をはじめ、県や地域と連携した県外への移住に関

する効果的な情報発信に努めます。 

    

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・中山間地域創発事業  ・中山間地域創発事業  ・中山間地域創発事業  ・中山間地域創発事業 

●地域の夢プランやその実践活動を、話合いのコーディネートや補助金の交付・アド

バイザーの派遣などにより支援します。 

    

・中山間地域づくり総合支援事業 ・中山間地域づくり総合支援事業 ・中山間地域づくり総合支援事業 ・中山間地域づくり総合支援事業 

  ●地域の夢プランの実現に向けて地域が行うハード整備を、県と協調して支援します。 

  

・中山間地域創発会議の開催 ・中山間地域創発会議の開催 ・中山間地域創発会議の開催 ・中山間地域創発会議の開催 

  ●地域の夢プランの策定や実践活動に取り組む地域のリーダーをメンバーに、各地域

の共通課題や新たな取組みの可能性を研究するとともに、地域間ネットワークの構

築等を目的とした会議を開催します。 

 

・中山間地域定住促進事業 ・中山間地域定住促進事業 ・中山間地域定住促進事業 ・中山間地域定住促進事業 

  ●移住希望者と地域の橋渡しを行う「里の案内人」の養成やスキルアップを図るとと

もに、ホームページや移住フェア等による情報発信を行うなど、空き家を活用した

移住者の受入れに取り組む地域を支援します。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

・過疎地域自立促進計画・過疎地域自立促進計画・過疎地域自立促進計画・過疎地域自立促進計画【計画年次：平成 22 年度～27 年度】    

・山村振興計画・山村振興計画・山村振興計画・山村振興計画【計画年次：平成 18 年度～26 年度】    

・離島振興計画・離島振興計画・離島振興計画・離島振興計画【計画年次：平成 25 年度～34 年度】    

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

中山間地域へ移住した世帯

数 

平成 25 年度 平成 31 年度 里の案内人を通じて移住

した世帯（累計） １２件 ３６件 

主要６主要６主要６主要６ 
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３-３ 市民活動の促進３-３ 市民活動の促進３-３ 市民活動の促進３-３ 市民活動の促進    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

「新しい公共」の担い手として期待される市民活動団体等による自主「新しい公共」の担い手として期待される市民活動団体等による自主「新しい公共」の担い手として期待される市民活動団体等による自主「新しい公共」の担い手として期待される市民活動団体等による自主

的・主体的な活動を支援し、活動の活性化を促進します。 的・主体的な活動を支援し、活動の活性化を促進します。 的・主体的な活動を支援し、活動の活性化を促進します。 的・主体的な活動を支援し、活動の活性化を促進します。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●地域に根差して課題解決に取り組む地縁型市民活動（ １）や、地域にこだわらず、社

会的な課題の解決に取り組むテーマ型市民活動（ ２）の支援拠点となる「市民活動支

援センター」を運営する中で、300 を超える市民活動団体が支援センターに登録し、

広範な分野にわたり市内各地で活動を展開しています。 

●市民活動の活動資源である情報・資金・人材・活動場所等に関する情報提供や相談

等を実施し、市民の自主的・主体的な活動を促進しました。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

「コミュニティ活動の充実」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
2.9% 32.4% 15.1% 3.7% 33.8% 12.1% 

全体 

(25年) 
4.4% 37.7% 18.6% 3.2% 23.9% 12.2% 

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●地域的・社会的課題に行政だけで対応していくことが困難な時代の中、「新しい公共」

の担い手として、NPO 法人をはじめとした市民活動団体等への期待が高まってい

ます。 

●さまざまな市民活動団体が新たに生まれる一方で、会員の高齢化や後継者不足・資

金不足などにより、活動の継続が困難となっている団体も見受けられ、その対策が

求められています。 

●自主的・主体的な活動に向けた支援を進める中で、市民活動団体のニーズが団体運

営や資金獲得、経理・税務、法人申請等、専門的かつ多岐にわたっており、支援に

あたっては、そのノウハウの蓄積と専門性が必要となっています。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・市民活動支援センターの機能強化 ・市民活動支援センターの機能強化 ・市民活動支援センターの機能強化 ・市民活動支援センターの機能強化 

●市民活動を身近に感じ、興味関心をもち、活動への参加に結び付けていくため、市

民活動支援拠点の運営を充実します。 

●市民活動支援センターの調査研究機能を強化し、市民活動実態や先進事例の研究を

推進します。 

●人材育成講座等に関して、NPO 法人の経営基盤の強化等、高い専門性に対するニ

ーズにも対応できるよう、内容の充実を図ります。 

 

- 40 -



 

・市民活動の普及啓発 ・市民活動の普及啓発 ・市民活動の普及啓発 ・市民活動の普及啓発 

●市民活動の意義やさまざまな市民活動団体の活動内容等を情報発信し、多くの市民

や企業等の市民活動への関心を高めるため、市民活動の普及啓発に努めます。 

    

    

・活動資源に関する支援の充実 ・活動資源に関する支援の充実 ・活動資源に関する支援の充実 ・活動資源に関する支援の充実 

●市民活動の活動資源である資金や人材・活動場所等に関する情報を収集し、インタ

ーネット等の広報媒体を通して情報提供に努めます。 

●活動資源に関する情報の集約に努め、市民活動団体が抱えるさまざまな課題につい

ての相談機能を充実します。 

 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

・市民活動情報の発信 ・市民活動情報の発信 ・市民活動情報の発信 ・市民活動情報の発信 

●市民活動の活動資源に関する情報等を広く収集し、市民活動情報誌「ＹＵＩ」や支

援センターホームページ等のさまざまな広報媒体を活用し、提供します。 

 

・市民活動グループバンク事業 ・市民活動グループバンク事業 ・市民活動グループバンク事業 ・市民活動グループバンク事業 

●市民活動グル－プの情報（代表者名・連絡先・活動内容等）を収集し、データベ－

ス化して広く公開します。 

 

・市民活動保険制度の整備  ・市民活動保険制度の整備  ・市民活動保険制度の整備  ・市民活動保険制度の整備  

●市民活動に伴うリスクを分散し、市民が安心して活動に参加できるよう、市民活動

賠償責任保険制度を運用します。 

 

・市民活動相談事業 ・市民活動相談事業 ・市民活動相談事業 ・市民活動相談事業 

●市民活動を始めようと考えている人々や、すでに活動している人々の相談に対応し

ます。 

 

 

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

市民活動関連講座等の年

間参加者数 

平成 25 年度 平成 31 年度 市民活動関連講座等へ

の年間延べ参加者数 139 人 150 人 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

市民活動グループバンク

の登録団体数 

平成 25 年度 平成 31 年度 支援センターに登録す

る市民活動団体数 309 団体 320 団体 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

相談件数に占める解決に

向けた対応が図れた割合 

平成 25 年度 平成 31 年度 
相談者による評価 

93.1％ 100％ 
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個別計画 個別計画 個別計画 個別計画 

    ・周南市市民活動促進指針・周南市市民活動促進指針・周南市市民活動促進指針・周南市市民活動促進指針【平成 21 年 2 月策定】    

    

 

    

【用語説明】【用語説明】【用語説明】【用語説明】 
                                                   

（１）地縁型市民活動：  

地域集団（コミュニティ推進組織・自治会・老人クラブ・婦人会等）が行う地域住民活動。 

（２）テーマ型市民活動：  

地理的なエリアとは無関係に、子育て分野や環境保全分野等のさまざまな分野にわたり行われ

る非営利公益活動。 
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４-１ 災害に強いまちづくりの促進４-１ 災害に強いまちづくりの促進４-１ 災害に強いまちづくりの促進４-１ 災害に強いまちづくりの促進    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

自助の防災意識啓発、共助の自主防災組織育成を図るとともに、災害時自助の防災意識啓発、共助の自主防災組織育成を図るとともに、災害時自助の防災意識啓発、共助の自主防災組織育成を図るとともに、災害時自助の防災意識啓発、共助の自主防災組織育成を図るとともに、災害時

の迅速な対応や災害への備えなどの総合的な防災対策を推進し、災害に強の迅速な対応や災害への備えなどの総合的な防災対策を推進し、災害に強の迅速な対応や災害への備えなどの総合的な防災対策を推進し、災害に強の迅速な対応や災害への備えなどの総合的な防災対策を推進し、災害に強

いまちづくりを進めます。 いまちづくりを進めます。 いまちづくりを進めます。 いまちづくりを進めます。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●「防災アドバイザー制度」「しゅうなん出前トーク」「各種団体の集会」などで、市

民 の 防 災 に 関 す る 意 識 啓 発 や 自 主 防 災 の 組 織 化 の 推 進 ・ 育 成 を 図 り 、 平 成 25

（2013）年度末で、24組織（組織率：86.9％）となりました。また、市内全域

の自主防災組織で構成する「自主防災組織ネットワーク」を設立しました。 

●県の浸水想定区域図や土砂災害警戒区域等の指定に基づき、洪水・土砂災害・高潮

ハザードマップを作成し、関係世帯へ配布しました。 

●保存水や保存米・パック毛布・避難所の間仕切りや更衣室等の備蓄品整備を進めま

した。 

●防災情報収集伝達システムの整備に向けて、平成25（2013）年度に基本構想・基

本計画を策定しました。 

●準用河川隅田川の浸水等被害の防止・軽減を図るため、合流する二級河川西光寺川

と連携して改修を進めています。 

●流下機能の低下や浸水等被害が発生している準用河川において、雨水・浸水対策と

しての河川機能の強化を図るため、局部的な河川改良を実施しています。また、排

水路からの越水被害の防止・軽減を図るため、排水路の改修を進めています。 

●漁村を高潮などの被害から守るため、漁港区域内の護岸の改修やかさ上げなどの高

潮対策事業を計画的に進めています。 

●安心とつながりのまちづくり拠点となる新庁舎の平成30（2018）年度の完成を目

指して、平成25（2013）年度は、庁舎建設基本計画を策定しました。また、平成

26（2014）年度から庁舎建設課を新設し、専属職員5人、兼務職員28人体制で新

庁舎の導入機能の検討などを進めています。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「防災体制の充実」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
3.6％ 32.2％ 21.0％  7.3％  24.5％  11.4％  

全体 

(平成25年) 
4.6％  38.5％  24.6％  7.4％  13.0％  11.9％  

 

 

 

 

 

- 43 -



●「河川・水路の整備」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
8.8％ 38.5％ 17.0％  8.4％  16.7％  10.6％  

全体 

(平成25年) 
8.5％  41.3％  18.5％  8.6％  11.4％  11.7％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●想定される南海トラフ巨大地震や局地的集中豪雨・台風の大型化など、市民の防災

に対する関心が高まる中、自助の考え方を基本とした防災意識の啓発や共助の要で

ある自主防災組織の育成・推進が重要な課題となっています。 

●各種ハザードマップなどで危険箇所や避難場所等の周知を図り、これを活用して集

中豪雨や台風時の早めの自主避難の促進につなげることが課題となります。 

●非常時に備えて、保存水や保存米・毛布・避難所の間仕切りや更衣室等の備蓄品整

備を進めており、今後も年次的に整備する必要があります。 

●防災情報収集伝達システムは、基本構想・基本計画に基づき、自助・共助・公助に

よるそれぞれの役割を十分に果たすための体制を構築する必要があります。 

●多発する局地的豪雨により、市内各地で浸水等の被害が増加していることから、河

川流域住民の安心・安全の確保が早急に求められています。 

●市街地の宅地化の進行により、排水不良や浸水等被害が発生している地域の排水路

の整備を、重点的に進める必要があります。 

●住みやすく安全で魅力のある漁村づくりのため、海岸護岸や漁港の整備・改修を図

る必要があります。 

●現在の本庁舎は、震度６程度の地震により倒壊または崩壊する危険性があるため、

市の防災拠点施設としての中枢機能を確保するためにも早急な建替えが必要です。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・地域防災力の強化 ・地域防災力の強化 ・地域防災力の強化 ・地域防災力の強化 

●防災アドバイザー制度や出前トーク・研修会などで、市民の防災に関する意識啓発

を図り、地域防災の要となる自主防災の組織化を推進します。 

●自主防災組織の設立や育成を図るとともに、市内の組織間のネットワークのさらな

る強化を目指します。 

●関係機関・関係団体等と連携し、災害時の避難行動要支援者に対応する体制の整備

を進めます。 

    

・防災対策の充実 ・防災対策の充実 ・防災対策の充実 ・防災対策の充実 

●非常時に備えて、保存水や保存米・毛布等、需要に応じた備蓄整備を進めます。 

●Web版ハザードマップの作成等により、ハザードマップの活用度を高め、防災意識

の向上に努めます。 

●防災情報収集伝達に重要な役割を果たす、連携システムの整備に努めます。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

自主防災組織の設立地区  

※全３４地区 

平成 25 年度 平成 31 年度 自主防災組織を設立し

た地区 24 地区 34 地区 

主要３主要３主要３主要３ 

主要２主要２主要２主要２
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・河川等の整備・保全の促進 ・河川等の整備・保全の促進 ・河川等の整備・保全の促進 ・河川等の整備・保全の促進 

●浸水など被害を未然に防ぐため、雨水管渠等の整備などと整合を図りながら、計画

的で効果的な河川等の整備と維持管理に努めます。 

●地域の防災・減災に向けて、関係部署や県と連携・連帯して、早期の事業効果発現

に努めます。 

 

・安心・安全な漁村づくりと漁港整備 ・安心・安全な漁村づくりと漁港整備 ・安心・安全な漁村づくりと漁港整備 ・安心・安全な漁村づくりと漁港整備 

●安心で安全な居住環境を確保するため護岸の改修やかさ上げ等の高潮対策事業を

計画的に実施します。 

●漁港施設の地震・津波対策として、防災拠点漁港と生産拠点漁港において、地震・

津波機能診断や機能強化工事により、安全な漁村づくりを推進します。 

 

・新庁舎の建設 ・新庁舎の建設 ・新庁舎の建設 ・新庁舎の建設 

●高い耐震性能や防災情報システムなどを備え、大きな災害が起きても「安心・安全」

の拠点として市民の暮らしを守ることのできる新庁舎の実現に努めます。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・自主防災組織育成事業  ・自主防災組織育成事業  ・自主防災組織育成事業  ・自主防災組織育成事業 

   ●自主防災組織活動の活性化や自主防災組織育成事業補助金の交付などを実施しま

す。 

 ・防災アドバイザー派遣事業  ・防災アドバイザー派遣事業  ・防災アドバイザー派遣事業  ・防災アドバイザー派遣事業 

   ●防災意識の向上を図るため、市が委嘱した防災に関する経験や知識を有する防災

アドバイザーを派遣します。 

 ・避難行動支援事業  ・避難行動支援事業  ・避難行動支援事業  ・避難行動支援事業 

   ●災害時の避難行動要支援者への物的支援や支援する自主防災組織の連携強化を図

ります。 

 ・防災資機材整備事業  ・防災資機材整備事業  ・防災資機材整備事業  ・防災資機材整備事業 

   ●非常用資機材や備蓄品の整備を行います。 

 ・ハザードマップ整備事業  ・ハザードマップ整備事業  ・ハザードマップ整備事業  ・ハザードマップ整備事業 

   ●Web 版ハザードマップを作成し、防災意識の向上を図ります。 

 ・防災情報収集伝達システム整備事業  ・防災情報収集伝達システム整備事業  ・防災情報収集伝達システム整備事業  ・防災情報収集伝達システム整備事業 

   ●基本構想・基本計画に基づき、災害時の防災情報収集や伝達体制を整備します。 

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

準用河川隅田川の河川改

修率 

平成 25 年度 平成 31 年度 全体計画延長に対する

進捗率 10％ 28％ 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

高潮対策事業による護岸

等整備延長 

平成 25 年度 平成 31 年度 
市管轄の漁港区域におけ

る護岸等整備延長 1,925ｍ 2,500ｍ 

地震津波機能診断による

機能強化対策漁港 

平成 25 年度 平成 31 年度 

機能強化対策実施箇所 
0 箇所 2 箇所 

主要２主要２主要２主要２
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・河川改修事業／排水路改良事業 ・河川改修事業／排水路改良事業 ・河川改修事業／排水路改良事業 ・河川改修事業／排水路改良事業 

   ●隅田川・黒木川など、浸水被害防止を図るための治水対策を行います。 

   ●浸水被害防止と生活環境改善を図るための排水路を整備します。 

・漁港海岸保全施設整備事業 ・漁港海岸保全施設整備事業 ・漁港海岸保全施設整備事業 ・漁港海岸保全施設整備事業 

●台風や高潮の被害を受けやすい福川漁港の護岸整備や排水機場建設などの高潮対

策を行います。 

 ・漁港施設機能強化事業【新】  ・漁港施設機能強化事業【新】  ・漁港施設機能強化事業【新】  ・漁港施設機能強化事業【新】 

●防災拠点漁港（大津島刈尾）と生産拠点漁港（福川）の地震・津波機能診断を実

施し、診断結果に基づく機能強化を行います。 

・庁舎建設事業 ・庁舎建設事業 ・庁舎建設事業 ・庁舎建設事業 

●施設が老朽化し耐震性が低いこと、構造上の制約から完全なバリアフリーの実現

が困難であること、面積の制約から本庁部局を集約できないことなど多くの課題

を解消し、市民の安心安全の確保と利便性向上を図り、安心とつながりのまちづ

くり拠点となる、新庁舎の実現を図ります。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

・周南市防災情報収集伝達システム基本計画・周南市防災情報収集伝達システム基本計画・周南市防災情報収集伝達システム基本計画・周南市防災情報収集伝達システム基本計画【計画年次：平成 26～30 年度】    

・社会資本総合整備計画・社会資本総合整備計画・社会資本総合整備計画・社会資本総合整備計画【計画年次：平成 26～30 年度】 

・都市防災事業計画・都市防災事業計画・都市防災事業計画・都市防災事業計画【計画年次：平成 26～30 年度】 

・地震に強い都市づくり推進五箇年計画・地震に強い都市づくり推進五箇年計画・地震に強い都市づくり推進五箇年計画・地震に強い都市づくり推進五箇年計画【計画年次：平成 26～30 年度】 

・周南市庁舎建設基本計画・周南市庁舎建設基本計画・周南市庁舎建設基本計画・周南市庁舎建設基本計画【計画年次：平成 25～30 年度】 
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４-２ 消防・救急体制の充実強化 ４-２ 消防・救急体制の充実強化 ４-２ 消防・救急体制の充実強化 ４-２ 消防・救急体制の充実強化 

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

市民の生命や財産を災害から守り、誰もが安心して暮らせるまちを目指市民の生命や財産を災害から守り、誰もが安心して暮らせるまちを目指市民の生命や財産を災害から守り、誰もが安心して暮らせるまちを目指市民の生命や財産を災害から守り、誰もが安心して暮らせるまちを目指

し、消防体制の充実強化を図ります。 し、消防体制の充実強化を図ります。 し、消防体制の充実強化を図ります。 し、消防体制の充実強化を図ります。 

    

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●はしご自動車や高規格救急車・救助工作車などの消防車両や救急・救助資機材の更

新および消防救急無線のデジタル化を図り、災害対応力を向上させました。 

●消防水利施設の計画的な整備・更新、西消防署西部出張所の建替えや消防団機庫の

集約を行い、大規模災害に対応すべく災害拠点施設等の充実強化を図りました。 

●各種訓練等を通して、消防団との連携強化を図るとともに、「消防団協力事業所表

示制度」等を活用して、消防団活動の活性化や団員の確保に取り組みました。 

●新規救急救命士や気管挿管認定救命士の計画的な養成を行うとともに、救助技術の

向上を図るなど、救急・救助業務の高度化や救命率の向上に努めました。 

●住宅用火災警報器の設置促進や住宅防火診断などを実施するとともに、危険物施設

への立入検査等を行い、総合的な火災予防に努めました。 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「消防救急体制」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
8.1％ 42.8％ 12.2％  5.5％  20.6％  10.9％  

全体 

(平成25年) 
9.8％  50.8％  12.1％  5.0％  10.8％  11.4％ 

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●市民が安心・安全に暮らせるよう、消防力の三つの柱である「人（消防職団員）」「物

（消防機械器具）」「水（消防水利）」を活用した消防体制の確立を更に推進すると

ともに、近年の課題である複雑多様化・大規模化する災害への対応に努めます。 

●救急出動件数の増大に伴う受入れ医療機関の集中を解消し、医療機関への搬送を円

滑に実施するため、消防機関と各医療機関との連携強化を積極的に進めています。 

●地域防災力の中核である消防団は、団員数が減少傾向にあり、団員の確保が課題と

なっています。 

●火災を未然に防ぐため、複雑多様化する火災の原因や人的被害が発生した要因等を

検証し、消防用設備等のハード面と防火管理などのソフト面を組み合わせて、さら

なる防火安全対策に努めています。 

●石油化学コンビナート事業所をはじめとする危険物施設に対し、適切な指導を行う

とともに、事業者との連携を図り、危険物災害の防止に努めています。 

●熊毛地域は光地区消防組合消防本部が管轄しており、市域の消防体制が二つに分か

れていることから、両者の連携により消防力を確保していますが、将来的には組織

体制についても研究する必要があります。 
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推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・消防力の充実 ・消防力の充実 ・消防力の充実 ・消防力の充実 

●消防署所の維持整備、消防団機庫の維持・集約・拠点化並びに消防緊急通信指令シ

ステムの安定稼働を推進し、消防力の効果的運用に努めます。 

●消防車両・資機材等の計画的な整備を行い、適正な消防力の確保に努めます。 

●消防職員研修計画等に基づき、最新の技術・知識を習得することにより、消防活動

の質の強化に取り組みます。 

●消火栓や防火水槽・耐震性貯水槽などの消防水利施設を計画的に整備します。 

●消防団の総合的な充実強化を図るため、「入団促進」「装備等の充実強化」「処遇の改

善」「教育訓練の改善」を積極的に推進します。 

●市域で二つに分かれている消防体制を含めた消防の広域化対応等について、安心か

つ効果的な管轄体制の視点から最善の方向性を研究します。 

    

・救急救助体制の充実 ・救急救助体制の充実 ・救急救助体制の充実 ・救急救助体制の充実 

●複雑多様化する救急救助業務に対応するため、効果的かつ計画的な資機材整備や教

育訓練を実施します。 

●高度な救急業務を実施するため、医療機関等と連携して周南地域メディカルコント

ロール協議会（ 1）の運営を円滑に行います。 

●救急救命士の処置拡大（ 2）等への対応や認定資格等に応じた適正配置を図り、救急

業務の高度化に取り組みます。 

●「救命の連鎖（ 3）」を構築するための応急手当普及啓発に努めます。 

    

・予防体制の強化 ・予防体制の強化 ・予防体制の強化 ・予防体制の強化 

●市民の生命や財産を火災から守るため、住宅用火災警報器の設置対策や住宅防火診

断等を実施します。 

●幼年・少年消防クラブや婦人防火クラブの活動を支援するとともに、市民に対する

防火講習会や訓練等を通して、火災予防の推進を図ります。 

●多くの人が集まる建物等や危険物を取り扱う施設等の立入検査を実施し、違反の是

正を促進します。 

●石油化学コンビナート事業所をはじめとする危険物施設に対し、適切な指導を行う

とともに、事業者との連携を図りながら災害防止に努めます。 

        

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

消防団員数 
平成 25 年度 平成 31 年度 市消防団員の人数 

※条例による定数 1184 人 1061 人 1184 人 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

救急救命士の処置拡大認

定者数 

平成 25 年度 平成 31 年度 平成 26 年度から始まった処

置拡大 ― 36 人 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

住宅火災警報器の設置率 
平成 25 年度 平成 31 年度 市内の住宅用火災警報器の

設置割合 79.8％ 100％ 

主要２主要２主要２主要２

主要２主要２主要２主要２
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主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

・消防機械器具強化充実事業 ・消防機械器具強化充実事業 ・消防機械器具強化充実事業 ・消防機械器具強化充実事業 

●消防車両や資機材等の整備 

    

・消防水利施設管理事業 ・消防水利施設管理事業 ・消防水利施設管理事業 ・消防水利施設管理事業 

  ●効果的な消火栓の設置や布設替え等を実施する事業 

    

・救急救助業務高度化推進事業 ・救急救助業務高度化推進事業 ・救急救助業務高度化推進事業 ・救急救助業務高度化推進事業 

  ●救急救命士の育成（新規・気管挿管・処置拡大）や円滑な救急搬送を実施するため

の事業 

  ●高規格救急車や救助工作車・高度救助用資機材等の整備に係る事業 

   

 

 

【用語説明】【用語説明】【用語説明】【用語説明】 
                                                   

（1）周南地域メディカルコントロール協議会：    

周南地域（周南・下松・光市）の救急隊員が実施する応急処置について、医師の指示・指導・助

言、事後検証や再教育の体制等を構築し、病院前救護の質を保障するため、医療機関・保健医

療行政機関・消防機関の各代表者で構成される協議会。  

（2）救急救命士の処置拡大： 

  平成２６年４月１日から、「血糖測定や低血糖発作に対するブドウ糖溶液の投与」「心肺停止前

の静脈路確保」について、必要な講習を受講し認定を受けた救急救命士は、医師の指示下で実

施することが可能となった。 

（3）救命の連鎖： 

「心停止の予防」「心停止の早期認知と通報」「一次救命処置」「二次救命処置と心拍再開後の

集中治療」の４つの要素によって構成する、危機的状況に陥った生命を救命し社会復帰させるた

めの手技のつながりで、一つでも途絶えると救命が困難となる。 
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４-３ 市民生活の安全性の向上 ４-３ 市民生活の安全性の向上 ４-３ 市民生活の安全性の向上 ４-３ 市民生活の安全性の向上 

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

犯罪や交通事故の防止、消費生活の安定と向上を図り、安心して生活で犯罪や交通事故の防止、消費生活の安定と向上を図り、安心して生活で犯罪や交通事故の防止、消費生活の安定と向上を図り、安心して生活で犯罪や交通事故の防止、消費生活の安定と向上を図り、安心して生活で

きるまちづくりを進めます。 きるまちづくりを進めます。 きるまちづくりを進めます。 きるまちづくりを進めます。 

    

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●警察や防犯協議会・地域の防犯ボランティアなどと協力・連携しながら防犯パトロ

ールに取り組みました。 

●空き家の管理の適正化を図り、地域の安心・安全な生活環境を守るため、平成 25

（2013）年 10 月に「周南市空き家等の適正化に関する条例」を施行しました。 

●防犯灯の整備・設置やＬＥＤ化を促進するため、自治会等に対する補助金を 2,000

万円に倍増しました。 

●「周南市交通事故０の日」である毎月１・11・21 日に、街頭立哨・広報活動を実

施しました。また、幼児から高齢者までを対象とした、交通安全教室の開催など、

意識啓発を図ることで、交通事故発生件数の減少につながりました。 

●消費生活センターの機能強化を図り、出前トークをはじめとした多様な啓発活動を

実施しました。 

●消費生活相談窓口の周知活動や相談体制の整備に努め、消費者トラブルの未然防

止・早期発見に取り組みました。 

 ●専門的な相談に対応するための無料法律相談会の開催や、民事相談・行政相談を積

極的に行いました。 

  

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「防犯や交通安全対策の推進」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全 体 

(平成20年) 
4.2％ 36.9％ 25.3％  8.7％  13.3％  11.6％  

全 体 

(25年) 
5.0％  43.1％  22.0％  7.5％  10.4％  12.0％  

●「行政相談や消費者相談体制の充実」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
1.8％ 23.4％ 18.3％  9.0％  35.1％  12.4％  

全体 

(25年) 
2.1％  33.8％  20.8％  7.4％  23.0％  12.9％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●市内の刑法犯罪認知件数は減少する一方、サイバー犯罪や高齢者を狙った振り込め

詐欺など、悪質・巧妙化する犯罪が増加しています。 

●犯罪・事故抑止のためには、市民一人ひとりが「自分の身は自分で守る」という意

識のもとに、自主的な地域の防犯・安全対策に取り組む必要があります。 
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●地域では、自治会・ボランティアを中心に「子ども見守り隊」「こども 110 番の家」

と連携した登下校の見守り活動などが積極的に展開されています。 

  ●交通事故の発生件数は、減少傾向にある一方で、65 歳以上の高齢者が事故の被害

者や加害者になるケースが増加しています。 

●高度情報化や超高齢社会が進展する中、市民生活は、商品やサービスの多様化によ

り大きく変化し、消費者問題はますます複雑化しています。 

●新手の悪質商法による電話勧誘や訪問販売などの消費者トラブルが発生し、特に高

齢者の被害が深刻化しています。 

●消費生活相談や市民相談業務において複雑・高度化する専門的な相談に対応するた

めの体制強化が必要となっています。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・防犯運動・交通安全運動の推進 ・防犯運動・交通安全運動の推進 ・防犯運動・交通安全運動の推進 ・防犯運動・交通安全運動の推進 

●防犯パトロール等の充実を図り、警察署・防犯協議会・地域の防犯組織などと連携

した防犯活動を展開します。 

●悪質商法や振り込め詐欺による高齢者被害が後を絶たないことから、警察署と連携

して、さまざまな啓発活動を実施します。 

●「交通事故 0 の日」の周知と交通安全を繰り返し呼び掛けることにより、市民の交

通安全に対する意識の向上を図ります。 

●警察署・交通安全対策協議会などとの連携を図り、特に高齢者の交通事故の未然防

止に取り組みます。 

    

・安全な環境づくり ・安全な環境づくり ・安全な環境づくり ・安全な環境づくり 

●暗くて通行に支障がある場所や通学路等における安全性を確保し、犯罪被害を未然

に防止するため、自治会などが取り組むＬＥＤ防犯灯の設置を支援します。 

●交通危険箇所については、警察署や各道路管理者などの関係機関と連携し、安全施

設の設置や道路の整備により、安全な交通環境を整備します。 

 

・相談体制の強化 ・相談体制の強化 ・相談体制の強化 ・相談体制の強化 

●消費生活関連の専門家による研修により、専門相談員等の資質の向上を図ります。 

    ●県や警察・各種団体等との連携を深め、消費者被害の早期発見・被害拡大防止に取

り組みます。    

    

・消費者教育・啓発活動の推進 ・消費者教育・啓発活動の推進 ・消費者教育・啓発活動の推進 ・消費者教育・啓発活動の推進 

●学校や地域・消費者団体等と連携協力し、自立した消費者の育成のための消費者教

育を推進します。 

  ●消費者被害の未然防止・拡大防止のため、「しゅうなん出前トーク」「消費生活展」

などの啓発活動を推進します。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

犯罪発生件数 
平成 25 年 平成 31 年 市内で発生した年間刑法

犯認知件数 917 件 850 件 

交通事故発生件数 
平成 25 年 平成 31 年 市内で発生した年間人身

事故件数 738 件 700 件 
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  ●相談窓口の周知や最新のトラブル情報の発信を積極的に行います。     

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

・防犯運動推進事業 ・防犯運動推進事業 ・防犯運動推進事業 ・防犯運動推進事業 

●安心して暮らすことのできる地域社会の実現のため、防犯協議会等と連携し、市民

協働の防犯活動を推進します。    

    

・防犯灯設置費補助事業 ・防犯灯設置費補助事業 ・防犯灯設置費補助事業 ・防犯灯設置費補助事業 

●自治会等が防犯灯を新設・補修する費用の一部補助することで、夜間における安全

性の確保を図り、犯罪の未然防止につなげます。 

        

・交通安全推進事業 ・交通安全推進事業 ・交通安全推進事業 ・交通安全推進事業 

●関係機関と連携しながら交通安全に関する各種啓発・広報活動を行い、交通事故防

止を呼び掛けます。 

 

・消費生活相談事業 ・消費生活相談事業 ・消費生活相談事業 ・消費生活相談事業 

  ●消費者問題に関する相談・相談処理に伴うあっせんを行います。 

 

 ・市民相談事業  ・市民相談事業  ・市民相談事業  ・市民相談事業 

●職員による行政・民事に関する相談や無料法律相談会を開催します。 

 

・消費者教育・啓発事業 ・消費者教育・啓発事業 ・消費者教育・啓発事業 ・消費者教育・啓発事業 

  ●各年代に応じた消費者教育を推進します。 

●「しゅうなん出前トーク」「公開講座」「消費生活展」などを開催します。 

    

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・第９次周南市交通安全計画・第９次周南市交通安全計画・第９次周南市交通安全計画・第９次周南市交通安全計画【計画年次：平成 23～27 年度】 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

消費者啓発活動回数 
平成 25 年度 平成 31 年度 しゅうなん出前トーク

等の啓発活動回数  38 回  45 回 
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５-５-５-５-１１１１ 地域福祉の推進               地域福祉の推進               地域福祉の推進               地域福祉の推進                  

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

地域での支え合いや福祉サービスにより、支援を必要としている人を含地域での支え合いや福祉サービスにより、支援を必要としている人を含地域での支え合いや福祉サービスにより、支援を必要としている人を含地域での支え合いや福祉サービスにより、支援を必要としている人を含

むすべての人が安心して暮らせるまちづくりを進めます。 むすべての人が安心して暮らせるまちづくりを進めます。 むすべての人が安心して暮らせるまちづくりを進めます。 むすべての人が安心して暮らせるまちづくりを進めます。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●福祉に関する総合相談の窓口として、「福祉総合相談室」を設置しました。    

●24 時間 365 日対応可能となる高齢者の総合相談窓口「もやいネットセンター」を

設置しました。 

●市・警察署・社会福祉協議会・民間事業者等 27 社（平成 26（2014）年 4 月現

在）で、見守りに関する協定を締結しました。 

●社会福祉協議会との連携により、地域における支え合い活動の拠点となる「もやい

ネット地区ステーション」設置の取組みを支援しました。 

●地域福祉の担い手となる民生委員・児童委員のスキルアップが図られるよう、活動

を支援しました。 

●県から市町への権限移譲により、平成 25（2013）年度から社会福祉法人の指導

監査を実施してきました。 

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●少子高齢化の進行や核家族化・単身世帯の増加等に伴い、家族や地域で支え合う社

会的なつながりが希薄化しています。 

●過疎化や高齢化の進行により、新たな地域福祉の担い手の確保が課題となっている

一方で、ボランティアや NPO 法人等による地域福祉活動も見られます。 

 ●高齢者・子供・障害者や生活困窮者などの多様な福祉相談に対応する総合相談窓口

体制の整備が求められています。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・地域福祉活動の推進 ・地域福祉活動の推進 ・地域福祉活動の推進 ・地域福祉活動の推進 

●地域福祉の担い手となる民生委員・児童委員の定数確保に努め、活動を助成します。

●社会福祉協議会との連携により、地域福祉活動を推進します。    

 

・地域福祉に関する相談・支援体制づくりの推進 ・地域福祉に関する相談・支援体制づくりの推進 ・地域福祉に関する相談・支援体制づくりの推進 ・地域福祉に関する相談・支援体制づくりの推進 

●福祉総合相談室ともやいネットセンターを再編し、高齢者や子供・障害者・生活困

窮者などの総合的な福祉相談に対応できる窓口体制を構築します。    

●もやいネット地区ステーションや専門機関・民間事業者等が連携した地域の福祉支

援体制づくりを推進します。 

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

見守り協定事業者数 

平成 25 年度 平成 31 年度 民間事業者等も含めた、

もやいネット支援事業

者数 
11 社 100 社 

主要２主要２主要２主要２
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・社会福祉法人の指導監査の充実 ・社会福祉法人の指導監査の充実 ・社会福祉法人の指導監査の充実 ・社会福祉法人の指導監査の充実 

●社会福祉法人に対する指導監査を効果的に行うことにより、適正かつ円滑な法人運

営を図ります。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・民生委員児童委員活動事業 ・民生委員児童委員活動事業 ・民生委員児童委員活動事業 ・民生委員児童委員活動事業 

  ●民生委員児童委員や地区民生委員協議会の活動に対する助成を行います。 

    

・もやいネットセンター推進事業 ・もやいネットセンター推進事業 ・もやいネットセンター推進事業 ・もやいネットセンター推進事業 

●高齢者の総合相談に応じるとともに、地域の見守りネットワーク強化に対する支援

をします。 

    

・社会福祉法人指導監査事業 ・社会福祉法人指導監査事業 ・社会福祉法人指導監査事業 ・社会福祉法人指導監査事業 

  ●社会福祉法人に対する指導監査を行い、助言・指導等を行います。  

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・周南市地域福祉計画 ・周南市地域福祉計画 ・周南市地域福祉計画 ・周南市地域福祉計画【計画年次：平成 23～27 年度】    
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５-２ 高齢者福祉の充実 ５-２ 高齢者福祉の充実 ５-２ 高齢者福祉の充実 ５-２ 高齢者福祉の充実     

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、高齢者が住み慣れた地域で心豊地域包括ケアシステムの構築に向けて、高齢者が住み慣れた地域で心豊地域包括ケアシステムの構築に向けて、高齢者が住み慣れた地域で心豊地域包括ケアシステムの構築に向けて、高齢者が住み慣れた地域で心豊

かに、いきいきと安心して暮らしていけるまちづくりを進めます。 かに、いきいきと安心して暮らしていけるまちづくりを進めます。 かに、いきいきと安心して暮らしていけるまちづくりを進めます。 かに、いきいきと安心して暮らしていけるまちづくりを進めます。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●高齢者の総合相談窓口として、もやいネットセンターを設置しました。 

 ●地域で高齢者を支える体制を整備するために、地域見守りネットワークの構築を推

進しました。 

 ●住み慣れた地域で介護サービスが受けられるよう、介護保険事業計画に基づき必要

な施設整備を実施しました。 

●高齢者が元気に現在の生活を維持・継続できるよう、介護予防に関する教室や講座

を開催するとともに、「周南しゃっきり体操」の普及を図りました。 

    ●老人クラブの活動に対する支援や「輝き周南大学」の開催などを通じて、生涯現役

社会づくりを推進しました。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「高齢者福祉の充実」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

65歳以上 

(平成20年) 
4.7％ 32.4％ 26.0％  12.1％  10.8％  14.0％  

65歳以上 

(25年) 
6.0％  40.2％  23.4％  8.4％  7.0％  15.0％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●本市の高齢化率は、平成 26（2014）年 4 月現在 28.8％で、全国平均 25.1％（平

成 25（2013）年 10 月現在：総務省人口推計）より高い数値となっています。 

●高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域で支える

体制づくりを進める必要があります。 

●介護保険制度の改正に伴う高齢者施策の見直しが急務となっています。 

●高齢者に関する相談は、件数の増加とともに内容も多様化しており、福祉相談に対

応する総合相談窓口の構築が必要となっています。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・高齢者を地域で支える体制づくり ・高齢者を地域で支える体制づくり ・高齢者を地域で支える体制づくり ・高齢者を地域で支える体制づくり 

●介護・医療・予防・生活支援サービス・住まいのサービスが一体化した地域包括ケ

アシステム（ 1）の構築を図ります。 

●認知症の高齢者やその家族が地域で安心して暮らせるよう、相談・見守り体制を整

備します。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

認知症サポーター養成数 
平成 25 年度 平成 31 年度 

 
6,624 人 10,000 人 
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・介護サービスの充実 ・介護サービスの充実 ・介護サービスの充実 ・介護サービスの充実 

●新たに「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」などを導入し、介護サービスの充実

を図ります。 

●介護保険事業計画に基づき、必要な施設整備を行います。 

●指導監査を効果的に行うことにより、介護サービスの質の向上を図ります。 

    

・介護予防の推進 ・介護予防の推進 ・介護予防の推進 ・介護予防の推進 

●高齢者が健康でいきいきと生活を送ることができるよう、介護予防事業の取組みを

推進します。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

介護予防自主グループ数 
平成 25 年度 平成 31 年度 住民主体で介護予防に

取り組むグループ数 18 団体 40 団体 

介護予防リーダー研修の

参加者数 

平成 25 年度 平成 31 年度 
 

246 人 500 人 

 

・生涯現役社会づくりの推進 ・生涯現役社会づくりの推進 ・生涯現役社会づくりの推進 ・生涯現役社会づくりの推進 

●地域で健康づくりや教養の向上やレクリエーション活動の機会等を創出し、高齢者

の仲間づくりや生きがいづくりを推進します。 

●地域での介護ボランティア等を通じた高齢者の社会参加を推進します。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

老人クラブの会員数 
平成 25 年度 平成 31 年度 

 
5,512 人 6,700 人 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・包括的支援事業  ・包括的支援事業  ・包括的支援事業  ・包括的支援事業 

  ●地域住民の保健医療の向上や福祉の増進を包括的に支援します。 

・介護保険事業 ・介護保険事業 ・介護保険事業 ・介護保険事業 

●介護や支援が必要となった時に、本人や家族の介護を社会全体で支えます。    

・新しい総合事業 ・新しい総合事業 ・新しい総合事業 ・新しい総合事業 

  ●地域の実情に応じ、効果的、効率的な介護予防の取組みを推進します。 

・老人クラブ助成事業 ・老人クラブ助成事業 ・老人クラブ助成事業 ・老人クラブ助成事業 

  ●老人クラブの活動を通じて生涯現役社会づくりを推進します。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・（策定中）周南市高齢者プラン～第７次老人保健福祉計画・第６期介護保険事業計 ・（策定中）周南市高齢者プラン～第７次老人保健福祉計画・第６期介護保険事業計 ・（策定中）周南市高齢者プラン～第７次老人保健福祉計画・第６期介護保険事業計 ・（策定中）周南市高齢者プラン～第７次老人保健福祉計画・第６期介護保険事業計

画～画～画～画～【計画年次：平成 2７～2９年度】 

 

【用語説明】【用語説明】【用語説明】【用語説明】     

                                                   

（1）地域包括ケアシステム： 

   高齢者が地域で自立した日常生活を営むことができるよう、医療・介護・予防・住まいなどの支援

が包括的に確保される体制。 
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５-３ 障害者福祉の充実５-３ 障害者福祉の充実５-３ 障害者福祉の充実５-３ 障害者福祉の充実    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

障害のある人もない人も、等しくお互いの人格と個性を認め合いながら、障害のある人もない人も、等しくお互いの人格と個性を認め合いながら、障害のある人もない人も、等しくお互いの人格と個性を認め合いながら、障害のある人もない人も、等しくお互いの人格と個性を認め合いながら、

共に住み慣れた地域で生活できるまちづくりを進めます。 共に住み慣れた地域で生活できるまちづくりを進めます。 共に住み慣れた地域で生活できるまちづくりを進めます。 共に住み慣れた地域で生活できるまちづくりを進めます。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●相談支援専門員や障害者施設の職員を対象とした研修会を開催し、障害児・障害者

の支援に関する知識や技能の向上、連携を図りました。 

●障害者就労施設等に通所する障害者の工賃を引き上げるため、障害者施設共同受注

センター協議会の発足に協力しました。また、この共同受注センター協議会を通じ、

障害者就労施設等が提供する物品・サービスを優先的に調達しました。 

●障害者の情報の取得や利用を拡大するため、手話奉仕員ステップアップ養成研修を

開始し、また視覚障害者に送付する文書の音声コード化を進めました。 

●重度心身障害者医療費助成について、県が導入した本人の一部負担金を市が負担す

ることにより、医療費の無料化を継続しました。 

 

・市民の評価 ・市民の評価 ・市民の評価 ・市民の評価 

●「障害者の福祉サービスの現状について」（地域福祉に関する意識調査） 

区 分 
十分なサービス

を受けている 

ある程度満足す

るサービスを受

けている 

十分なサービス

を受けていない 
その他 無回答 

障害者 

(平成21年) 
6.1％ 42.6％  21.2％  8.7％  21.4％  

障害者 

 (26年) 
※調査中（平成 26 年 11 月末頃に結果がまとまる予定）  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●本市の障害者手帳所持者数は、平成 26（2014）年 4 月現在 7,199 人で、平成

21（2009）年 4 月と比較して、約 400 人（6.1％）増加しました。 

●障害児・障害者の地域生活に関する支援のニーズが多様化・専門化しており、支援

に係わる人たちの連携とスキルアップがますます重要となっています。 

●平成 25（2013）年 4 月から障害者の法定雇用率が 1.8％から 2.0％に引き上げ

られました。障害者の職業による自立を進めることが重要です。 

●平成 25（2013）年 4 月に「障害者就労施設等優先調達推進法」が施行され、国・

地方公共団体等は障害者就労施設等からの優先調達を一層進めています。 

●平成 28（2016）年 4 月に施行される「障害者差別解消法」では、障害者が地域

で生活する上で制約となっている社会的障壁の除去の実施について、行政機関等に

合理的な配慮を求めています。 

 

 

 

 

- 57 -



推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・地域生活支援の充実 ・地域生活支援の充実 ・地域生活支援の充実 ・地域生活支援の充実 

●障害児・障害者やその家族等に対する相談支援の充実を図るため、基幹相談支援セ

ンター（ 1）を設置し、支援に従事する人たちのスキルアップと、支援に関わる各機

関の連携を図ります。 

●障害児・障害者についての理解を深めるため、地域自立支援協議会やその他の関係

機関と連携して講演会・研修会を開催し、啓発を推進していきます。 

●通所や居宅に係る障害福祉サービス事業所の拡充に取り組み、また障害福祉サービ

ス従業者の知識・技術向上のための研修会を実施します。 

 

・就労支援の充実 ・就労支援の充実 ・就労支援の充実 ・就労支援の充実 

●障害者就業・生活支援センター「ワークス周南」等の関係機関と連携し、障害者の

一般就労を進めます。 

●障害者施設共同受注センター協議会と連携し、障害者就労施設等が提供する物品・

サービスの優先的調達を進めます。 

 

・差別解消の推進 ・差別解消の推進 ・差別解消の推進 ・差別解消の推進 

●市の事務・事業を実施する上での障害者への配慮について要領を定めます。 

●市が発信する情報の取得や利用を拡大するため、意思疎通支援の充実と情報バリア

フリーを推進します。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・障害者総合相談支援事業  ・障害者総合相談支援事業  ・障害者総合相談支援事業  ・障害者総合相談支援事業 

●相談支援専門員が在籍する相談支援事業所に委託して、障害児・障害者の相談に応

じる事業を実施します。また、基幹相談支援センターを中心として、相談支援事業

所・障害福祉サービス事業所職員のスキルアップや連携の円滑化を図ります。 

    

    

    

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

相談支援専門員・障害者

施設職員等を対象とした

研修の参加者数 

平成 25 年度 平成 31 年度 市・基幹相談支援センタ

ーが実施する研修の参

加者 188 人 210 人 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

就業・生活支援センター 

の支援を受け就職した 

障害者数 

平成 25 年度 平成 31 年度 就業・生活支援センター 

の支援を受け就職した

障害者 23 人 29 人 

障害者就労施設等からの

物品・役務等の調達額 

平成 25 年度 平成 31 年度 市の業務における調達

額 1,728 万円 1,900 万円 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

文書等の音声コード化 
平成 25 年度 平成 31 年度 文書・パンフレット等の

音声コード化を実施す

る市の部署数 6 課 12 課 
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・地域自立支援協議会設置事業 ・地域自立支援協議会設置事業 ・地域自立支援協議会設置事業 ・地域自立支援協議会設置事業 

●就労・教育等の専門部会を設け、障害者の地域生活における課題とその解決に向け

た協議を継続的に行います。 

    

・手話奉仕員・点訳奉仕員・朗読奉仕員養成事業、手話奉仕員ステップアップ養成事業 ・手話奉仕員・点訳奉仕員・朗読奉仕員養成事業、手話奉仕員ステップアップ養成事業 ・手話奉仕員・点訳奉仕員・朗読奉仕員養成事業、手話奉仕員ステップアップ養成事業 ・手話奉仕員・点訳奉仕員・朗読奉仕員養成事業、手話奉仕員ステップアップ養成事業 

●手話奉仕員・点訳奉仕員・朗読奉仕員を養成する講座を実施します。また、手話通

訳者の増加を図るため、手話奉仕員ステップアップ養成講座を実施します。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・（策定中）障害者福祉計画 ・（策定中）障害者福祉計画 ・（策定中）障害者福祉計画 ・（策定中）障害者福祉計画【計画年次：平成 27～31 年度】    

 ・（策定中）障害福祉計画 ・（策定中）障害福祉計画 ・（策定中）障害福祉計画 ・（策定中）障害福祉計画【計画年次：平成 27～29 年度】 

 

 

 

【用語説明】【用語説明】【用語説明】【用語説明】  

                                                   

（1）基幹相談支援センター： 

行政と共同し、地域の相談支援拠点として総合的な相談業務や障害者の権利擁護に関する支

援事業等を行う機関。 
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５-４ 健康づくりの推進５-４ 健康づくりの推進５-４ 健康づくりの推進５-４ 健康づくりの推進    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

市民一人ひとりのライフステージにおける主体的な健康づくりへの取り市民一人ひとりのライフステージにおける主体的な健康づくりへの取り市民一人ひとりのライフステージにおける主体的な健康づくりへの取り市民一人ひとりのライフステージにおける主体的な健康づくりへの取り

組みを支援し、健康づくりを推進するための環境づくりを進め、健康寿命組みを支援し、健康づくりを推進するための環境づくりを進め、健康寿命組みを支援し、健康づくりを推進するための環境づくりを進め、健康寿命組みを支援し、健康づくりを推進するための環境づくりを進め、健康寿命

の延伸を目指します。 の延伸を目指します。 の延伸を目指します。 の延伸を目指します。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●各種がん検診・肝炎ウイルス検診・歯周疾患検診を実施しました。がん検診と特定

健康診査の受診券を一体化し、受診しやすい体制整備に取り組みました。 

●「周南市健康づくり計画」に基づき、心と体の健康づくりの推進と生活習慣病予防

の目的で健康教育を実施し、平成 25（2013）年度は、延べ 12,209 人が受講し

ました。 

●妊娠・出産・育児期において、健康診査・訪問指導・保健指導を実施しています。

特に出生後早期の乳児全戸訪問に取り組み、産後うつの早期把握、虐待予防等の継

続的な支援につなげました。 

●ＢＣＧ・4 種混合・麻しん・風しん・日本脳炎・高齢者のインフルエンザなどの定

期予防接種を行いました。 

●周南市食育推進計画に基づき、関係機関との連携により、食育を推進してきました。

1 次計画の評価では、年長児や小学生の家庭での共食の増加、農林漁業体験を実施

している小中学校の増加、学校給食地場産（県内産）食材の使用割合の増加等が図

られました。 

 ●国民健康保険の被保険者に特定健康診査・特定保健指導（ 1）を実施し、メタボリッ

クシンドローム解消のための「お腹ぺったんこ体操」の普及を行いました。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「健康づくり活動の推進」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
3.1％ 34.7％ 17.3％  3.9％  28.7％  12.3％  

全体 

(25年) 
4.0％  40.7％  19.0％  2.6％  22.4％  11.3％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●医療制度改革による健診体制の変更により、がん検診・特定健康診査受診券や検診

体制を工夫しながら実施していますが、受診者数は伸び悩んでいます。 

 ●市民が生涯にわたり健康に過ごすには、がん検診の充実や、自発的かつ積極的な健

康づくりの取組みにより、健康寿命を延ばすための環境づくりの推進が重要になっ

てきています。 

●現在のストレス社会において、うつ病などの心の健康問題を引き起こすことが多い

ため、心の健康づくりの推進や心の病気の予防に取り組む必要があります。 
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●妊娠・出産・育児期において、保健指導・訪問指導・講座の実施、子育て情報誌の

提供により、子育て支援に取り組んでいますが、核家族化、地域のつながりの希薄

化等による育児不安の軽減を図るため、妊娠期からの切れ目のない支援、子育てに

寄り添う支援の充実を図る必要があります。 

●食に関しては、「食事の時にあいさつをしない子がいる」「20～30 歳代の人の朝食

欠食率が高い」「40～50 歳代はメタボリックシンドロームに関心はあっても行動

ができていない」などの課題があり、継続して食育を推進する必要があります。 

 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・健康寿命を延ばす健康づくり事業の推進 ・健康寿命を延ばす健康づくり事業の推進 ・健康寿命を延ばす健康づくり事業の推進 ・健康寿命を延ばす健康づくり事業の推進 

●いつでも、どこでも、だれでも気軽に実践できる健康づくりチャレンジとして「し

ゅうなんスマートライフチャレンジ（ 2）」を実施し、協賛事業者を募集することによ

り、地域全体に健康づくりの輪を広げます。 

●心の健康づくりを推進し、心の病気を予防するため、正しい知識の普及啓発に努め

ます。 

    

・母子保健指導等の充実 ・母子保健指導等の充実 ・母子保健指導等の充実 ・母子保健指導等の充実 

●妊娠・出産・育児期における訪問指導等の母子保健事業の充実に取り組むとともに、

関係機関との連携体制の強化により、子育て世代の親を孤立させないよう子育てに

寄り添う支援の充実・切れ目のない支援体制づくりを推進します。 

●妊婦や乳幼児期の疾病の早期発見や健康管理の推進を図るために妊婦健康診査や 

 乳幼児健康診査・予防接種の受診勧奨に努めます。 

    

・食育の推進 ・食育の推進 ・食育の推進 ・食育の推進 

●第 2 次周南市食育推進計画に基づき、食育に関する普及啓発に努めるとともに、庁

内関係課及び民間も含めた関係機関と連携しながら、ライフスタイルに応じた食育

を市民運動として推進します。 

 

 ・特定健康診査の受診率向上 ・特定健康診査の受診率向上 ・特定健康診査の受診率向上 ・特定健康診査の受診率向上 

        ●特定健康診査・特定保健指導を推進し、生活習慣病の予防、重症化予防を図ります。。。。    

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

健康教育受講者数 
平成 25 年度 平成 31 年度 

年間延べ受講者数 
12,209 人 15,000 人 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

食育出前トークの実施回

数 

平成 25 年度 平成 31 年度 
出前トークの累積回数 

175 回 240 回 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

特定健康診査受診率 
平成 25 年度 平成 31 年度 

特定健康診査の受診率 
26.4％ 60％ 

主要１主要１主要１主要１ 
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主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・がん検診事業  ・がん検診事業  ・がん検診事業  ・がん検診事業 

  ●胃がん・子宮がん・乳がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん検診を実施します。 

・健康づくり推進事業 ・健康づくり推進事業 ・健康づくり推進事業 ・健康づくり推進事業 

●周南市健康づくり計画に基づき「しゅうなんスマートライフチャレンジ事業」を推

進します。 

●心の健康づくり講座を実施します。 

・母子保健指導事業 ・母子保健指導事業 ・母子保健指導事業 ・母子保健指導事業 

●妊婦や乳幼児の家庭訪問・妊婦や乳幼児の健康教育・発達支援事業・母子保健推進

員による絵本の配布（ブックスタート事業）を実施します。 

・妊婦・乳幼児健康診査事業 ・妊婦・乳幼児健康診査事業 ・妊婦・乳幼児健康診査事業 ・妊婦・乳幼児健康診査事業 

●妊婦健康診査や乳幼児健康診査を実施します。    

・予防接種事業 ・予防接種事業 ・予防接種事業 ・予防接種事業 

●ＢＣＧ・4 種混合・麻しん・風しん・日本脳炎・高齢者のインフルエンザなどの予

防接種や接種勧奨を行います。 

・食育推進事業 ・食育推進事業 ・食育推進事業 ・食育推進事業 

●食育に関する健康教育を実施し、食生活改善推進員（ヘルスメイト）による地域の

食育活動を推進します。 

 ・特定健康診査・特定保健指導事業 ・特定健康診査・特定保健指導事業 ・特定健康診査・特定保健指導事業 ・特定健康診査・特定保健指導事業 

●メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定指導を推進し、生活習慣

病の予防・重症化予防を行います。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・周南市健康づくり計画～のびのびはつらついきいき周南２１～ ・周南市健康づくり計画～のびのびはつらついきいき周南２１～ ・周南市健康づくり計画～のびのびはつらついきいき周南２１～ ・周南市健康づくり計画～のびのびはつらついきいき周南２１～【計画年次：平成

23～27 年度】    

 ・第２次周南市食育推進計画～３つの食の力づくり～ ・第２次周南市食育推進計画～３つの食の力づくり～ ・第２次周南市食育推進計画～３つの食の力づくり～ ・第２次周南市食育推進計画～３つの食の力づくり～【計画年次：平成 26～31 年度】 

・（策定中）周南市子ども・子育て支援事業計画・（策定中）周南市子ども・子育て支援事業計画・（策定中）周南市子ども・子育て支援事業計画・（策定中）周南市子ども・子育て支援事業計画【計画年次：平成 27～31 年度】 

 ・周南市国民健康保険特定健康診査等実施計画・周南市国民健康保険特定健康診査等実施計画・周南市国民健康保険特定健康診査等実施計画・周南市国民健康保険特定健康診査等実施計画    【計画年次：平成 25～29 年度】 

 

 

 

【用語説明】【用語説明】【用語説明】【用語説明】  

                                                   

（1）特定健康診査・特定保健指導： 

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、４０～７４歳の国民健康保険の被保険者を対

象に、メタボリックシンドローム（内臓肥満症候群）の該当者・予備群の減少を目的とする健康診

査・保健指導。 

  

（2）しゅうなんスマートライフチャレンジ：： 

国が推進する健康寿命を延ばす国民運動「スマートライフプロジェクト」の一環として、市民が自

発的かつ積極的に健康の維持増進に取り組めることを目的とし、地域・企業・関係団体等と連携し

て進める「いつでも、どこでも、だれでも」気軽に取り組める健康づくりチャレンジのこと。  

- 62 -



５-５ 地域医療の充実５-５ 地域医療の充実５-５ 地域医療の充実５-５ 地域医療の充実    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

だれもが住み慣れた地域で安心して健やかに生活できるように、地域医だれもが住み慣れた地域で安心して健やかに生活できるように、地域医だれもが住み慣れた地域で安心して健やかに生活できるように、地域医だれもが住み慣れた地域で安心して健やかに生活できるように、地域医

療の確保や救急医療の充実を図ります。 療の確保や救急医療の充実を図ります。 療の確保や救急医療の充実を図ります。 療の確保や救急医療の充実を図ります。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●休日・夜間の救急医療確保のため、初期の救急医療である休日夜間急病診療を、ま

た、重症患者（二次）の救急医療に対応するため輪番制による診療を実施しました。 

●初期救急・二次救急医療機関の一体化、集約化と対象区域の広域化を目的に、周南

市休日夜間急病診療所小児科（初期救急）の機能を徳山中央病院内へ移設し、「周

南地域休日・夜間こども急病センター」を開設しました。 

●今後の医療体制のあり方を総合的に検討するため、有識者により組織された「周南

市地域医療のあり方検討委員会」を設置しました。 

●医師の確保を図り、地域医療の充実に資するため、将来、市内指定医療機関におい

て、医師として従事しようとする医学生に対し、修学や入学に要する資金を貸し付

ける「医師確保奨学金貸付事業」を開始しました。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「病院等の医療体制の充実」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
6.2％ 34.7％ 27.4％  15.1％  7.3％  9.2％  

全体 

(25年) 
7.5％  42.7％  22.7％  11.3％  6.7％  9.1％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●中山間地域などの高齢化が進む地域の医療を確保するため、大津島・中須・須金・

大向・大道理・熊北診療所・国保鹿野診療所の医科と須金歯科診療所の歯科を設置

していますが、今後も現体制の維持が求められています。 

●安心して暮らせる地域医療の確立のために、医師会など医療機関と連携し、地域住

民の医療ニーズに応えた診療体制や安定した医師・医療従事者の確保が必要です。 

●救急医療を安定的に維持し、安心して在宅医療を受けられる体制を確保するには、

地域の診療所と高度専門医療を行う病院が役割を分担し連携を進めることが必要

です。そのために日頃から健康状態を把握し、必要に応じて関係機関への仲介を行

える「かかりつけ医」の役割が重要です。 

●西部地域の中核的病院である病床数 150 床を有する新南陽市民病院は、内科・外

科・整形外科・泌尿器科・脳神経外科・眼科・麻酔科を設置していますが、地域の

疾病構造の変化に対応して、一層の充実を図ることが必要です。 
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推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・地域医療体制の充実 ・地域医療体制の充実 ・地域医療体制の充実 ・地域医療体制の充実 

●地域住民が健やかで快適に暮らすためには、医療の充実が最も重要であることから、

医師会や大学などと協力して地域医療の確保を図り、安心して医療サービスが受け

られる地域医療体制の維持・確保に努めます。 

 

・救急医療体制の充実 ・救急医療体制の充実 ・救急医療体制の充実 ・救急医療体制の充実 

●応急的な初期救急医療対策（一次救急医療）としての休日夜間急病診療所や在宅当

番医制による休日診療の確保に努めるとともに、休日歯科診療業務を実施します。 

●重症患者を対象とした二次救急医療対策として、病院群輪番制（ 1）による休日・夜

間における救急診療を行う病院を支援し、体制の維持に努めます。 

 

・医療機関の連携 ・医療機関の連携 ・医療機関の連携 ・医療機関の連携 

●「かかりつけ医」をもつことを推奨し、その機能を活用して、必要な時に、他の医

療機関と連携した適切な医療が効果的に受けられる体制を推進します。 

 

・市民病院の機能の維持 ・市民病院の機能の維持 ・市民病院の機能の維持 ・市民病院の機能の維持 

●他医療機関との機能分担や連携を進め、周南西部地域の中核的医療施設としての機

能を維持するため、医療機器・施設の充実を図ります。また、市民病院としての基

本理念「市民に奉仕する医療」に基づき、良質な医療を安定・継続的に提供します。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・診療所管理運営事業  ・診療所管理運営事業  ・診療所管理運営事業  ・診療所管理運営事業 

●中山間地域の公設診療所の管理運営を行います。    

・国民健康保険鹿野診療所管理運営事業 ・国民健康保険鹿野診療所管理運営事業 ・国民健康保険鹿野診療所管理運営事業 ・国民健康保険鹿野診療所管理運営事業 

●国民健康保険鹿野診療所の管理運営を行います。    

・医師確保奨学金貸付事業 ・医師確保奨学金貸付事業 ・医師確保奨学金貸付事業 ・医師確保奨学金貸付事業 

●将来、市内の指定医療機関に医師として従事しようとする医学生に、修学・入学に

要する資金の貸し付けを行います。 

・救急医療対策事業 ・救急医療対策事業 ・救急医療対策事業 ・救急医療対策事業 

●休日・夜間の診療体制を維持するため、病院群輪番制病院への運営補助並びに熊毛

地区・産科の休日当番医や休日歯科診療所への委託を行います。 

・休日夜間急病診療所運営事業 ・休日夜間急病診療所運営事業 ・休日夜間急病診療所運営事業 ・休日夜間急病診療所運営事業 

  ●周南市休日夜間急病診療所の管理運営を行います。 

・市民病院管理運営事業 ・市民病院管理運営事業 ・市民病院管理運営事業 ・市民病院管理運営事業 

  ●周南市立新南陽市民病院の管理運営を行います。 

 

 

【用語説明】【用語説明】【用語説明】【用語説明】 
                                                   

（1）病院群輪番制： 

地域内の病院群が共同連帯して、輪番制方式で休日・夜間の二次救急医療を実施する体制。 

主要２主要２主要２主要２
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６-１ 生活道路の整備の促進６-１ 生活道路の整備の促進６-１ 生活道路の整備の促進６-１ 生活道路の整備の促進    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

安心・安全・快適な生活環境整備の実現を図るため、効率性や経済性に安心・安全・快適な生活環境整備の実現を図るため、効率性や経済性に安心・安全・快適な生活環境整備の実現を図るため、効率性や経済性に安心・安全・快適な生活環境整備の実現を図るため、効率性や経済性に

配慮しつつ、市民と共に地域の安心・安全を守る道路事業を推進します。 配慮しつつ、市民と共に地域の安心・安全を守る道路事業を推進します。 配慮しつつ、市民と共に地域の安心・安全を守る道路事業を推進します。 配慮しつつ、市民と共に地域の安心・安全を守る道路事業を推進します。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●橋りょう長寿命化事業では、平成 20（2008）年度から調査を実施し、平成 25

（2013）年度に策定した修繕計画に基づき事業を推進しています。 

●市民が安心して安全に道路を利用するために、アセットマネジメント（ 1）により計

画的に事業を推進しています。 

●中開作線整備事業では、平成 23（2011）年度より事業に着手し、雨水函渠計画

との調整を図りながら、事業を推進しています。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「道路の整備」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
17.4％ 42.3％ 16.0％  12.6％  3.1％  8.6％  

全体 

(平成25年) 
16.1％  42.1％  17.7％  10.8％  4.3％  9.0％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●橋りょうでは、市道に架かる橋（808 橋）の約 30％が 40 年以上経過しています。

老朽化による損傷が発生してから対応するのではなく、アセットマネジメントの実

施により損傷を適切に予測しながら、架け替えや延命化のための補修を計画的に行

う必要があります。 

●市民生活に密着した市道では、隘路箇所の拡幅・舗装の改良・歩道等のバリアフリ

ー化を推進し、より利便性の向上を図るとともに、通行の安全性や快適性の確保に

努めます。しかし、維持管理の経費は年々増加しているため、アセットマネジメン

トを着実に実施する必要があります。 

●中開作線整備事業では、延長約 560ｍ区間に幅員 12ｍの道路を整備するとともに、

浸水対策として雨水函渠を布設します。平成 23（2011）年度より事業に着手し、

雨水函渠計画との調整を図りながら、早期完成を目指しています。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・生活道路の整備の促進 ・生活道路の整備の促進 ・生活道路の整備の促進 ・生活道路の整備の促進 

●安心・安全な道路環境を維持するため、定期的な点検による計画的で効率的な管理

や緊急的な補修対応に努めます。また、地域の生活基盤である市道の維持管理は、

地域や市民とのパートナーシップによる環境整備に努めます。 

●円滑な移動の確保や地域間交流の促進を図るため、市内の各拠点地区を結ぶ国道・ 

県道などの整備を要請します。 
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●市内全域の市民生活に密着した生活道路の安心・安全・快適な道路環境整備に努め

ます。 

●市街地の道路のバリアフリー化に取り組むとともに、周辺地域と調和を図り、計画

的で効率的な整備の推進に努めます。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

・橋りょう維持事業 ・橋りょう維持事業 ・橋りょう維持事業 ・橋りょう維持事業 

  ●古川跨線橋等老朽化した橋梁の補修等を推進します。 

    

・道路新設改良事業 ・道路新設改良事業 ・道路新設改良事業 ・道路新設改良事業 

  ●中開作線・櫛ヶ浜臨港線などの道路改良工事を実施します。 

        

・市道維持管理事業 ・市道維持管理事業 ・市道維持管理事業 ・市道維持管理事業 

  ●市道維持補修や道路施設などの維持管理を推進します。 

    

・県事業負担金事業 ・県事業負担金事業 ・県事業負担金事業 ・県事業負担金事業 

  ●県が実施する道路整備や街路整備事業に対し事業費の一部を負担します。 

 

 

 

【用語説明】【用語説明】【用語説明】【用語説明】  

                                                   

（1）アセットマネジメント： 

資産管理（Asset Management）の方法。道路管理では、橋梁やトンネル・舗装などを道路資産とと

らえ、その損傷や劣化等を将来にわたり把握することで、最も費用対効果の高い維持管理を行う。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

市道延長 
平成 25 年度 平成 31 年度 市道認定した市道の総

延長 1,202 ㎞ 1,220 ㎞ 

市道の改良率 
平成 25 年度 平成 31 年度 改良済区間÷市道延長

×100 65.2％ 66.0％ 
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６-２ 交通環境の充実６-２ 交通環境の充実６-２ 交通環境の充実６-２ 交通環境の充実    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

生活交通の確保・維持を図るとともに、市民が利用しやすい公共交通体生活交通の確保・維持を図るとともに、市民が利用しやすい公共交通体生活交通の確保・維持を図るとともに、市民が利用しやすい公共交通体生活交通の確保・維持を図るとともに、市民が利用しやすい公共交通体

系づくりを進めます。 系づくりを進めます。 系づくりを進めます。 系づくりを進めます。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●鹿野地域では、平成 19（2007）年 10 月から予約型乗合タクシーの運行を開始し、

新たな市民の交通手段としての役割を果たしています。 

●大津島地区では、平成 25（2013）年 10 月から、コミュニティバスを 1 台増車

し、ニーズに合った運行による島内交通の充実を図るとともに巡航船の便数を見直

し、経営の安定化を図りました。 

●バスの乗り方教室や魅力ある車両デザインを導入し、公共交通機関の利用促進を図

りました。また、バリアフリー化を図るためにノンステップバスの導入を支援しま

した。 

●交通事業者と定期的な意見交換を実施し、新たなバス停の設置や路線・ダイヤの見

直しを図りました。 

●ＪＲ新幹線「のぞみ」を増便し、広域移動の利便性を向上させました。 

    

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「バスや鉄道など公共交通機関の利便性」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
10.2％ 30.8％ 22.9％  22.5％  5.6％  8.0％  

全体 

(25年) 
8.4％  32.3％  22.5％  22.5％  5.9％  8.4％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●各交通機関と連携した公共交通機関の利便性の向上が求められています。 

●日常生活に密接した交通機関として、民間のバス路線やＪＲ山陽本線・岩徳線、ま

た大津島航路等があり、市民の移動手段として重要な役割を果しています。 

●中山間地域を中心として路線バスの乗客数は年々減少しており、これらの生活交通

の確保や維持を図ることが課題となっています。 

●急激に進展する高齢化社会に向けて、日常生活における生活サービスを確保するた

め、地域の実情に合った生活交通のあり方についての検討が求められています。 
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■バスや鉄道などの公共交通機関を使う頻度はどのくらいですか？ 

2.2%

3.0%

0.9%

0.7%

4.7%

5.6%

3.9%

0.7%

22.6%

25.4%

19.9%

13.2%

65.4%

61.9%

69.3%

78.7%

5.2%

4.1%

6.1%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

都市地域

都市周辺地域

中山間地域

ほぼ毎日 一週間に二～三度 一か月に数日程度 ほとんど利用しない 無回答

 
（H25 市民アンケート調査） 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・生活交通の確保・維持・改善 ・生活交通の確保・維持・改善 ・生活交通の確保・維持・改善 ・生活交通の確保・維持・改善 

●さまざまな機能が集約した拠点と地域拠点間を結ぶ、公共交通ネットワークの構築

に取り組みます。 

●ノーマイカーデーの推進やバスの乗り方教室の開催などモビリティマネジメント
（ 1）の視点に立った交通施策を展開し、公共交通機関などの利用を図ります。 

●不採算バス路線の存続を図り、必要に応じて路線の見直しや地域の特性・実情に合

った最適な交通システムの導入を検討します。 

●公共交通機関における高齢者等の移動に係る利便性や安全性の向上を図ります。 

●利用者ニーズを把握するとともに、交通事業者と連携し利用しやすい環境づくりに

努めます。 

●離島航路を安定的に維持できるよう支援します。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・生活交通活性化事業  ・生活交通活性化事業  ・生活交通活性化事業  ・生活交通活性化事業 

●路線バスの利用促進や不採算路線の見直しを行い、必要な地域においては新たな交

通システムの導入を図ります。 

 

 ・離島航路運営費補助事業  ・離島航路運営費補助事業  ・離島航路運営費補助事業  ・離島航路運営費補助事業 

●離島航路の欠損額の助成を行い、離島航路の確保維持を図ります。 

 

 

 

 

 

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

路線バス・乗合タクシー

等の利用者数 

平成 25 年度 平成 31 年度 
市内で完結する路線 

124 万人 124 万人 

主要６主要６主要６主要６ 
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関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・大津島～徳山航路改善計画 ・大津島～徳山航路改善計画 ・大津島～徳山航路改善計画 ・大津島～徳山航路改善計画【計画年次：平成 23～27 年度】 

 

 

 

【用語説明】【用語説明】【用語説明】【用語説明】     

                                                   

（1）モビリティマネジメント：  

一人ひとりのモビリティ（移動）が、社会にも個人にも望ましい方向（例：過度な自動車利用から公

共交通・自転車等を適切に利用する方向）に自発的に変化することを促す、コミュニケーションを中

心とした交通施策。 
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６-３ 緑の空間の創造６-３ 緑の空間の創造６-３ 緑の空間の創造６-３ 緑の空間の創造    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

多様なニーズへの対応と防災機能を考慮した魅力ある公園・緑地の整備を多様なニーズへの対応と防災機能を考慮した魅力ある公園・緑地の整備を多様なニーズへの対応と防災機能を考慮した魅力ある公園・緑地の整備を多様なニーズへの対応と防災機能を考慮した魅力ある公園・緑地の整備を

図るとともに、パートナーシップに基づく緑のまちづくりを推進します。 図るとともに、パートナーシップに基づく緑のまちづくりを推進します。 図るとともに、パートナーシップに基づく緑のまちづくりを推進します。 図るとともに、パートナーシップに基づく緑のまちづくりを推進します。 

    

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●周南緑地では、野球場のリニューアルや園路のバリアフリー化・トイレの整備を実

施し、今後の整備方針を定めた周南緑地基本計画を策定しました。 

●永源山公園の利便性向上や避難経路の確保を目的として、メインエントランスや南

エントランスの整備を行いました。 

●地域コミュニティ活動やスポーツ・レクリエーションの場となる高水近隣公園を、

平成 25（2013）年４月に供用開始しました。 

●緑のまちづくりを推進する人材を育成・確保することを目的に、京都大学フィール

ド科学教育研究センターと包括的な連携協定を締結しました。 

 

 ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「公園や緑地などの整備」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
11.7％ 40.7％ 19.8％  12.1％  5.8％  9.9％  

全体 

(平成25年) 
11.7％  41.4％  19.5％  10.8％  6.3％  10.3％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●公園や緑地は、市民の憩いの場としてだけでなく、環境の保全や良好な景観の形成、

防災機能などさまざまな役割を担っており、利用者の安全性の確保や長寿命化対策が

必要となっています。 

●岐山通・御幸通を中心としたシンボルロードは、都市の顔としての魅力の向上とイメ

ージアップに加え、港から駅・中心市街地が一体となった特色ある景観づくりが求め

られています。 

●市街地の緑の空間を創出する街路樹には、歩行者への安全性の確保や交通への支障防

止など、適切な維持管理が必要とされています。 

●市民による緑化や美化意識の向上を図るとともに、公園や街路樹の維持管理や緑の保

全や育成を、地域住民・事業者・行政が協働して取り組む体制づくりが必要となって

います。 

●安心安全で緑豊かな潤いのあるまちづくりに向けて、緑と工業地と住環境が調和した

緩衝緑地等による都市緑化を進める必要があります。 

 

- 70 -



推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・公園・緑地の整備の促進 ・公園・緑地の整備の促進 ・公園・緑地の整備の促進 ・公園・緑地の整備の促進 

  ●「周南市緑の基本計画」に基づき、市民の安心安全を確保するため、防災拠点とし

ての機能にも配慮して、公園・緑地の適正な配置と計画的な整備を図ります。 

●ユニバーサルデザインに基づき、地域のニーズや防災機能を考慮した公園施設の整

備を図ります。 

●公園施設の老朽化に対応するため、公園の地域特性と利用者の安全確保を踏まえ、

改築・更新と合わせた長寿命化を推進します。 

    

・公園・緑地・街路樹の維持管理の促進 ・公園・緑地・街路樹の維持管理の促進 ・公園・緑地・街路樹の維持管理の促進 ・公園・緑地・街路樹の維持管理の促進 

●公園愛護会や市民活動団体等が相互に連携したパートナーシップに基づき、安心安

全で快適な公園環境を保持するため、効果的な維持管理を推進します。 

●街路樹等維持管理マニュアルを策定し、安全性の確保と良好な景観形成の観点から

調和の取れた、適切な維持管理を推進します。 

     

・緑化の推進 ・緑化の推進 ・緑化の推進 ・緑化の推進 

●市民・事業者・行政が一体となった、緑のまちづくりを推進します。    

●市民の緑化意識の更なる高揚と人材の育成を図るとともに、地域緑化活動の活性化

と組織づくりへ向けた積極的な支援を行い、市民との協働による緑化を推進します。 

 

 

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

緑化重点地区（ 1）内公園の
遊具施設の改築・更新公
園数 

平成 25 年度 平成 31 年度 対象公園内の遊具施設
の改築・更新公園数（永
源山公園周辺・中心市街
地周辺・周南緑地周辺地
区）対象公園数：37 公園 

3 公園 12 公園 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

公園愛護会結成団体数 

平成 25 年度 平成 31 年度 公園の清掃・除草・美化

など、地域活動による公

園の愛護を目的として

結成された団体 

128 団体 135 団体 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

公園内樹木への樹名板の

設置公園数 

平成 25 年度 平成 31 年度 行政と市民・各種団体と

が連携や協働して実施

した公園内樹木（緑道・

緑地を含む）への樹名板

の設置公園 

8 公園 80 公園 
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主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・周南緑地整備事業  ・周南緑地整備事業  ・周南緑地整備事業  ・周南緑地整備事業 

  ●多様なレクリエーション・スポーツニーズに対応した施設の整備・改善を図るとと

もに、広域防災拠点としての防災機能の充実を図ります。 

        

・永源山公園整備事業 ・永源山公園整備事業 ・永源山公園整備事業 ・永源山公園整備事業 

  ●開園後相当年数が経過した公園施設の改築・更新を図るとともに、地域防災拠点と

しての防災機能の充実を図ります。 

    

・公園・公園・公園・公園施設長寿命化対策事業 施設長寿命化対策事業 施設長寿命化対策事業 施設長寿命化対策事業 

 ●老朽化した公園施設について、公園利用者の安全性の確保やライフサイクルコスト

の縮減を目指し、計画的に長寿命化対策を進めます。 

    

・徳山公園（動物園リニューアル）整備事業 ・徳山公園（動物園リニューアル）整備事業 ・徳山公園（動物園リニューアル）整備事業 ・徳山公園（動物園リニューアル）整備事業 

 ●老朽化した徳山動物園をリニューアルし、魅力ある動物園として整備するとともに、

広域避難地としての防災機能の充実を図ります。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

    ・周南市緑の基本計画・周南市緑の基本計画・周南市緑の基本計画・周南市緑の基本計画【計画年次：平成 20～40 年度】    

 ・周南市都市計画マスタープラン ・周南市都市計画マスタープラン ・周南市都市計画マスタープラン ・周南市都市計画マスタープラン【計画年次：平成 20～40 年度】 

・周南緑地基本計画・周南緑地基本計画・周南緑地基本計画・周南緑地基本計画【策定年次：平成 24 年度】 

 

 

 

【用語説明】【用語説明】【用語説明】【用語説明】  

                                                   

（1）緑化重点地区： 

   緑化の保全や緑化の推進を重点的に図る地区。「永源山公園周辺地区」「中心市街地周辺地

区」「周南緑地周辺地区」の３つの地区を緑化重点地区として設定。 
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６-４ 快適な居住環境の整備６-４ 快適な居住環境の整備６-４ 快適な居住環境の整備６-４ 快適な居住環境の整備    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

計画的な都市機能の整備や適正な土地利用の規制・誘導等による高次な計画的な都市機能の整備や適正な土地利用の規制・誘導等による高次な計画的な都市機能の整備や適正な土地利用の規制・誘導等による高次な計画的な都市機能の整備や適正な土地利用の規制・誘導等による高次な

都市機能の集約を図り、健全な市街地の形成とともに良好な都市環境や安都市機能の集約を図り、健全な市街地の形成とともに良好な都市環境や安都市機能の集約を図り、健全な市街地の形成とともに良好な都市環境や安都市機能の集約を図り、健全な市街地の形成とともに良好な都市環境や安

心安全な住生活を確保した、持続可能なまちづくりを進めます。 心安全な住生活を確保した、持続可能なまちづくりを進めます。 心安全な住生活を確保した、持続可能なまちづくりを進めます。 心安全な住生活を確保した、持続可能なまちづくりを進めます。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●「都市計画法」「建築基準法」「景観法等」に基づく許可・届出制度の運用により、

適正な土地利用の規制誘導や良好な都市環境の形成を推進しました。    

●都市計画決定後 30 年以上未着手の都市計画道路について、現状や将来交通量等の

調査を行い、各路線の必要性や見直しの方向性を検証しました。 

●地籍調査事業（平成 25 年度末進捗率 16.4％）を推進しました。 

●区画整理事業（平成 25 年度末進捗率：久米中央地区 84.3％・富田西部第一地区

85.8％）を推進しました。 

●住宅・建築物耐震化促進事業を創設し、耐震化に要する費用の助成と地震に対する

耐震意識の向上を図りました。 

●公営住宅の長寿命化計画を策定し、高層住宅の耐震改修事業等、ストック重視の改

修を計画的に実施し、併せて公営住宅の維持管理について、民間活用の取り組みと

して指定管理者制度を導入しました。 

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●人口減少や高齢化社会の進展に対応した、都市機能を集約したまとまりのある都市

づくりが必要となっています。 

●戦災復興・復旧や高度経済成長期により整備された都市基盤の老朽化が進み、こう

したストックの利活用や整理合理化とともに、計画的かつ適正に都市機能を配置し

たまちづくりが求められています。 

●近年多発する集中豪雨や大地震等に対応した、災害に強い都市構造の構築を図る必

要があります。 

●地域資源の活用や良好な景観形成等により、魅力ある住居環境の向上を図り、人口

定住や居住誘導に繋がる持続可能なまちづくりが求められています。 

●土地権利関係の明確化、災害復旧や公共事業等の円滑化を図るため、地籍の明確化

を一層促進する必要があります。 

●土地区画整理事業において、主要な幹線道路の全面開通など都市基盤・施設の整備

と宅地の利用増進が一体的に進み、早期完成が望まれています。 

●近年の大規模地震発生など、自然災害から生命や財産を守るために、既存住宅の耐

震化を一層促進する必要があります。 

●高齢者が安心して暮らせる住まいの環境づくりや地球温暖化対策に関連する低炭素

住宅の促進など、新たな住宅政策の転換期を向かえています。 

●多様化する住宅困窮者に対する公平かつ的確な住宅セーフティネットの確保が求め

られています。 
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推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・快適で安全なまちづくりの推進・快適で安全なまちづくりの推進・快適で安全なまちづくりの推進・快適で安全なまちづくりの推進  

●「周南市都市計画マスタープラン」に基づき、都心軸の形成や周辺地域の拠点形成、

これらを結ぶ連携軸の強化により、魅力ある拠点形成を進めます。 

●都市基盤・施設の既存ストックを効果的に活用しつつ、都市機能の拠点性の向上や

配置の適正化を図り、高次都市機能の集約と連携を図ります。 

●総合的かつ合理的な土地利用や建築の規制誘導により、無秩序な市街地の形成を防

止し、良好な住居環境や防災・減災に配慮したまちづくりを進めます。 

●「周南市景観計画」に基づき、景観まちづくりへの意識醸成を図り、地域主体の景

観まちづくり活動の支援と併せて、地域に特色のある景観の保全と創出を進めます。 

●土地の開発・保全やその利用の高度化に資するため、計画的に地籍調査を進めます。 

    

・土地区画整理事業の推進 ・土地区画整理事業の推進 ・土地区画整理事業の推進 ・土地区画整理事業の推進 

●久米中央地区や富田西部第一地区の事業は、市民の合意形成を図りながら、計画的

に推進し、早期完成に努めます。 

    

・住生活の安心・安全・安定の確保 ・住生活の安心・安全・安定の確保 ・住生活の安心・安全・安定の確保 ・住生活の安心・安全・安定の確保 

●住生活に関する課題を明らかにし、中・長期的視点に立った新たな住宅政策を計画

的かつ総合的に推進するため、「周南市住生活基本計画」を策定します。 

●周南市耐震改修促進計画に基づき、国や県の協力のもと、既存の住宅や建築物の耐

震化を促進します。 

●ライフサイクルコスト縮減の観点から、公営住宅ストックの長寿命化改修を計画的

に実施し、社会情勢の変化により変動する公営住宅の必要戸数を確保します。 

 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・都市施設調査事業  ・都市施設調査事業  ・都市施設調査事業  ・都市施設調査事業 

        ●長期未着手の都市計画道路について、各路線の必要性やまちづくりとの整合等を検

証し、将来道路ネットワークの構築を行います。    

    

・湯野・鹿野地区地籍調査事業 ・湯野・鹿野地区地籍調査事業 ・湯野・鹿野地区地籍調査事業 ・湯野・鹿野地区地籍調査事業 

        ●湯野・鹿野地区の土地境界、地番・地目・地積などの現況調査を実施し、地籍の整

理や情報の更新等地籍調査を行います。    

    

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

地籍調査実施面積 
平成 25 年度 平成 31 年度 国土調査法に基づき調査 

した面積 106.35 k ㎡ 115.40 k ㎡ 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

久米中央地区事業進捗率 
平成 25 年度 平成 31 年度 年度末の事業費の累計

÷全体事業費×100 84.3％ 100％ 

富田西部第一地区事業進

捗率 

平成 25 年度 平成 31 年度 年度末の事業費の累計

÷全体事業費×100 85.8％ 100％ 
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・土地区画整理事業 ・土地区画整理事業 ・土地区画整理事業 ・土地区画整理事業 

●久米中央（27.1ha）・富田西部第一（23.5 ha）の都市基盤施設整備と宅地の利用

増進を図ります。    

    

・市営住宅耐震改修事業 ・市営住宅耐震改修事業 ・市営住宅耐震改修事業 ・市営住宅耐震改修事業 

●高層の市営住宅の補強計画や耐震改修を行います。    

    

・住宅等耐震化促進事業 ・住宅等耐震化促進事業 ・住宅等耐震化促進事業 ・住宅等耐震化促進事業 

●旧耐震基準により建築された住宅や建築物に対する助成を行います。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・周南市都市計画マスタープラン ・周南市都市計画マスタープラン ・周南市都市計画マスタープラン ・周南市都市計画マスタープラン【計画年次：平成 20～40 年度】    

 ・周南市景観計画  ・周南市景観計画  ・周南市景観計画  ・周南市景観計画 

・周南市住宅マスタープラン・周南市住宅マスタープラン・周南市住宅マスタープラン・周南市住宅マスタープラン【計画年次：平成 18～27 年度】    

・周南市公営住宅等長寿命化計画・周南市公営住宅等長寿命化計画・周南市公営住宅等長寿命化計画・周南市公営住宅等長寿命化計画【計画年次：平成 23～32 年度】 

・周南市耐震改修促進計画・周南市耐震改修促進計画・周南市耐震改修促進計画・周南市耐震改修促進計画【計画年次：平成 19～27 年度】 
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６-５ 水道の安定供給と下水道の充実 ６-５ 水道の安定供給と下水道の充実 ６-５ 水道の安定供給と下水道の充実 ６-５ 水道の安定供給と下水道の充実 

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

安全で安定した水道水の供給と下水道の整備・充実の推進を図り、快適安全で安定した水道水の供給と下水道の整備・充実の推進を図り、快適安全で安定した水道水の供給と下水道の整備・充実の推進を図り、快適安全で安定した水道水の供給と下水道の整備・充実の推進を図り、快適

な生活環境で暮らせるまちづくりを進めます。 な生活環境で暮らせるまちづくりを進めます。 な生活環境で暮らせるまちづくりを進めます。 な生活環境で暮らせるまちづくりを進めます。 

    

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

【水道事業】 【水道事業】 【水道事業】 【水道事業】 

●一の井手貯水池にばっ気装置（ 1）を設置し、水道原水の水質を改善するとともに、

管末の水質をリアルタイムに監視できる水質自動測定装置を設置し、水質管理を強

化しました。 

●浄水施設の耐震診断を実施し、「周南市水道事業計画」を策定するとともに、基幹

管路や災害時に重要となる配水管の耐震化を図ることで、ライフラインの機能強化

と整備を推進しました。 

●徳山・新南陽地域の水道料金を統一し、経営の安定化を図るとともに、上下水道の

組織統合により経営の合理化と市民サービスの向上を図りました。 

【熊毛・鹿野簡易水道事業】 【熊毛・鹿野簡易水道事業】 【熊毛・鹿野簡易水道事業】 【熊毛・鹿野簡易水道事業】 

●水道事業の統合に向け、老朽化施設の改良などを計画的に推進しました。 

●配水管の耐震化を図ることでライフラインの機能強化と整備を推進しました。 

【下水道事業】 【下水道事業】 【下水道事業】 【下水道事業】 

●下水道資産を適正に管理するため、下水道台帳のデータベース化を行い、維持管理

の効率化を図るとともに、老朽化した施設の計画的な改築更新を推進しました。 

●「周南市合流式下水道緊急改善計画」に基づき、合流式下水道の施設改善を図り、

水環境の保全に努めました。 

●公共下水道の整備を進めるとともに、公共下水道の計画区域外においては、集中的

に合併処理浄化槽の普及促進を図るため、平成 22（2010）年度からの５年間、

設置費の９割を補助するなど、汚水処理人口普及率の向上に努めました。 

●周南市の汚水処理人口普及率（平成 26 年３月末現在） 

処理人口（人） 
住民基本 

台帳人口 

汚水処理

人口普及

率 

平成２１

年３月末

現在 

公共 

下水道 

農業集

落排水 

漁業集 

落排水 
浄化槽  合計  

127,569 5,489 379 7,539 140,976 148,908 94.7％ 91.7% 

●土地区画整理事業の進捗に併せ、公共下水道（雨水）の整備を進めるとともに、徳

山駅北口広場周辺の浸水対策事業を推進しました。 

●下水道事業に地方公営企業法を適用し、企業会計方式により経理内容の明確化と透

明性の向上を図りました。 
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・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「上水道の整備」に対する満足度 

区 分  満 足  まあ満足  やや不満  不 満  どれでもない 無回答  

全体 (20) 26.8％  40.0％  6.6％  7.3％  9.6％  9.7％  

全体 (25) 25.2％  41.8％  8.3％  5.4％  9.6％  9.7％  

都市地域 (20) 30.1％  41.6％  5.5％  3.5％  9.8％  9.5％  

都市地域 (25) 29.0％  45.1％  5.0％  2.0％  9.3％  9.6％  

都市周辺地域(20) 23.3％  38.4％  8.9％  12.5％  8.2％  8.7％  

都市周辺地域(25) 24.2％  32.5％  15.2％  11.3％  10.4％  6.4％  

中山間地域 (20) 17.0％  33.8％  8.8％  19.0％  10.8％  10.6％  

中山間地域 (25) 11.0％  41.2％  15.4％  11.0％  8.8％  12.6％  

●「下水道・排水施設の整備」に対する満足度 

区 分  満 足  まあ満足  やや不満  不 満  どれでもない 無回答  

全体 (20) 23.4％  42.4％  9.0％  8.0％  8.1％  9.1％  

全体 (25) 21.7％  43.8％  10.3％  6.6％  7.8％  9.8％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

【上下水道事業】 【上下水道事業】 【上下水道事業】 【上下水道事業】 

●上下水道施設は、安全で豊富な水源を確保し、良質な水を安定的に供給するととも

に、浸水防除や汚水処理などの生活環境の改善、海や川などの公共用水域の水質保

全など多面的な役割を担っています。 

●安定した上下水道事業経営のため、経営基盤強化の取組みをより一層進める必要が

あります。 

●持続可能な上下水道事業を確立するためには、アセットマネジメント（ 2）の導入に

よる中長期的な資産管理を行い、経営の効率化・収益性の確保に努めることが必要

です。 

【水道事業】 【水道事業】 【水道事業】 【水道事業】 

●大規模地震や集中豪雨などの災害時においても安定した給水を確保するため、主要

な浄水施設・管路の耐震化を図り、機能強化を高めることが必要です。 

●今後の人口減少や節水に対する住民意識の向上により、さらなる給水量の減少が想

定されるため、給水量に応じた浄水処理能力の適正化を図る必要があります。 

●水道水の安全性を確保するため、無人化している重要な浄水施設に監視カメラを設

置し、管理を強化することが必要です。また、水源から蛇口に至るまでの一貫した

水質管理が必要です。 

【熊毛・鹿野簡易水道事業】 【熊毛・鹿野簡易水道事業】 【熊毛・鹿野簡易水道事業】 【熊毛・鹿野簡易水道事業】 

●不安定な地下水を用いている熊毛地域において、水道整備事業を推進し、豊かで健

康的な生活の確保や、安全で豊富な水源による良質な水道水の安定的供給が必要不

可欠です。  
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【下水道事業】 【下水道事業】 【下水道事業】 【下水道事業】 

●下水道施設の老朽化が進む中、地震などの災害時においても機能を確保するため、

適正な維持管理と施設の長寿命化・耐震化を推進していくことが必要です。 

●人口減少などの近年の社会情勢を踏まえ、今後は地域の実情に応じた汚水処理施設

を選択し、未普及地区の水洗化を一層推進していくことが必要です。 

●近年の都市化の進展や頻発する集中豪雨に伴う浸水被害を解消・軽減するため、市

街地の低地での雨水対策を進めることが必要です。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・経営の安定化 ・経営の安定化 ・経営の安定化 ・経営の安定化 

●経常費用を経常収益で十分賄えていますが、今後も持続可能な経営を進めます。 

●企業債残高の減少により、経営の安定化を図ります。 

【水道事業】【水道事業】【水道事業】【水道事業】  

【下水道事業】 【下水道事業】 【下水道事業】 【下水道事業】 

    

・上下水道施設の長寿命化・耐震化 ・上下水道施設の長寿命化・耐震化 ・上下水道施設の長寿命化・耐震化 ・上下水道施設の長寿命化・耐震化 

【水道事業】 【水道事業】 【水道事業】 【水道事業】 

●水道事業計画に基づき、主要な浄水施設の長寿命化・耐震化を図ります。 

●災害時に重要な拠点となる病院や指定避難場所へ給水する配水管を、計画的に更新

します。 

●基幹管路（ 3）の中で耐震管と良好な地盤に埋設されている耐震適合管（ 4）を除き、

盛土等の軟弱地盤に埋設している耐震性能をもたない管路を優先的に更新します。 

 

 

 

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

経常収支比率 
平成 25 年度 平成 31 年度 「経常収益÷経常費用×

100」 113.5％ 107.9％（見込値） 

企業債残高 

平成 25 年度 平成 31 年度 

企業債残高の推移 
11,867,295 千円 

11,059,477 千円

（見込値） 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

経常収支比率 
平成 25 年度 平成 31 年度 「経常収益÷経常費用×

100」 105.1％ 101.4％（見込値） 

企業債残高 

平成 25 年度 平成 31 年度 

企業債残高の推移 
28,404,405 千円 

21,875,948 千円

（見込値） 
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【熊毛・鹿野簡易水道事業】 【熊毛・鹿野簡易水道事業】 【熊毛・鹿野簡易水道事業】 【熊毛・鹿野簡易水道事業】 

●主要な導水管・送水管・配水管の耐震化を計画的に実施します。 

【下水道事業】 【下水道事業】 【下水道事業】 【下水道事業】 

●管渠や浄化センター・ポンプ場などの施設の点検・診断・改築更新を体系的に捉え

た長寿命化計画（ 5）を策定し、徳山中央浄化センターの再構築事業など、施設の長

寿命化や耐震化を推進します。 

    

・稼働率の適正化 ・稼働率の適正化 ・稼働率の適正化 ・稼働率の適正化 

【水道事業】 【水道事業】 【水道事業】 【水道事業】 

●一日最大給水量に対して浄水処理能力が過大であるため、４カ所ある浄水場のうち、 

一の井手浄水場の浄水処理を中止することで、施設最大稼働率の向上を目指します。 

    

・安全管理の強化 ・安全管理の強化 ・安全管理の強化 ・安全管理の強化 

【水道事業】 【水道事業】 【水道事業】 【水道事業】 

●配水池等への監視カメラを増設し、水道水の安全性を高めます。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

浄水施設長寿命化施工

数 

平成 25 年度 平成 31 年度 水道事業計画に基づいた施

設更新施工数 0 カ所 6 カ所 

管路耐震化率 
平成 25 年度 平成 31 年度 「耐震管延長÷全管路延長

×100」 14.0％ 22.6％ 

基幹管路耐震化率 

（簡易水道除く） 

平成 25 年度 平成 31 年度 「基幹管路耐震管延長÷全

基幹管路延長×100」 15.3％ 25.6％ 

基幹管路耐震適合率 

（簡易水道除く） 

平成 25 年度 平成 31 年度 「（基幹管路耐震管延長＋

基幹管路耐震適合管延長）

÷全基幹管路延長×100」 
63.8％ 82.8％ 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

熊毛・鹿野地区  

管路耐震化率 

平成 25 年度 平成 31 年度 「耐震化管路延長÷全管路

延長×100」 49.6％ 69.7％ 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

管渠の布設替え・更生延

長 

平成 25 年度 平成 31 年度 長寿命化計画に基づいた 

施工済み延長 1.8kｍ 3.9kｍ 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

施設最大稼働率 
平成 25 年度 平成 31 年度 「一日最大給水量÷浄水処

理能力×100」 55.6% 62.6% 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

監視カメラを設置して

いる浄水施設の数 

平成 25 年度 平成 31 年度 
 

6 カ所 9 カ所 

- 79 -



●農薬類について、厚労省の標準検査方法の通知と歩調をあわせ水質検査の強化を行

い、本市および周辺の農薬使用状況に応じて、検査の項目を広げます。 

●毒性が不明または汚染の実態について調査されていない項目について、要検討項目

を中心に検査を開始します。 

    

・水道基盤の整備 ・水道基盤の整備 ・水道基盤の整備 ・水道基盤の整備 

【熊毛簡易水道事業】 【熊毛簡易水道事業】 【熊毛簡易水道事業】 【熊毛簡易水道事業】 

●新たな水源の活用や光市の浄水場を共同管理により、効率的な事業運営と安心・安

全な水道水供給につながる水道基盤整備事業を推進します。 

    

・汚水処理施設の整備 ・汚水処理施設の整備 ・汚水処理施設の整備 ・汚水処理施設の整備 

【下水道事業】 【下水道事業】 【下水道事業】 【下水道事業】 

●人口減少や少子高齢化社会の到来を踏まえ、下水道や浄化槽など地域の特性に応じ

た効率的な汚水処理施設の整備を行い、汚水処理人口普及率の向上に努めます。 

    

・雨水排除施設の整備 ・雨水排除施設の整備 ・雨水排除施設の整備 ・雨水排除施設の整備 

【下水道事業】 【下水道事業】 【下水道事業】 【下水道事業】 

●雨水管渠等の整備を進めるとともに、土地区画整理事業や河川事業などと整合を図

りながら、浸水対策を推進していきます。    

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

農薬類検査項目数 
平成 25 年度 平成 31 年度 

 
106 項目 120 項目 

要検討項目検査項目数 
平成 25 年度 平成 31 年度 

 
12 項目 20 項目 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

布設管路延長 
平成 25 年度 平成 31 年度 

整備する送・配水管の延長 
51kｍ 85kｍ 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

汚水処理人口普及率（公

共下水道、農業・漁業集

落排水施設、浄化槽） 

平成 25 年度 平成 31 年度 処理区域内人口を行政人口

で除した割合「処理対象区域

人口÷住民基本台帳人口×

100」 
94.7％  97.1％ 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

都市浸水対策達成面積

（公共下水道・都市下水

路）  

平成 25 年度 平成 31 年度 都市浸水対策の整備対象地

域の面積（3,655ha）のうち、

概ね５年に１度起こると予想さ

れる規模の大雨に対し、整備

が完了している区域の面積 

765.7 ha 771.7 ha 

主要２主要２主要２主要２
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主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

【水道事業】 【水道事業】 【水道事業】 【水道事業】 

・水道施設長寿命化対策事業 ・水道施設長寿命化対策事業 ・水道施設長寿命化対策事業 ・水道施設長寿命化対策事業 

●水道事業計画に基づき、浄水施設の長寿命化・耐震化を図ることで機能を強化しま

す。また、経年化・老朽化した管路や重要給水施設に至る管路を耐震化します。 

    

・浄水施設統合事業 ・浄水施設統合事業 ・浄水施設統合事業 ・浄水施設統合事業 

●浄水施設を統合し、施設最大稼働率を向上します。 

    

・安全管理強化事業 ・安全管理強化事業 ・安全管理強化事業 ・安全管理強化事業 

●浄水施設に監視カメラを設置し、安全管理を強化します。 

●水質検査の項目数を増やし、水道水の安心・安全性を強化します。 

    

【熊毛・鹿野簡易水道事業】 【熊毛・鹿野簡易水道事業】 【熊毛・鹿野簡易水道事業】 【熊毛・鹿野簡易水道事業】 

・水道基盤整備事業 ・水道基盤整備事業 ・水道基盤整備事業 ・水道基盤整備事業 

●新たな水源を活用し、現況の簡易水道施設を統合することにより、水道基盤整備を

進めます。 

    

・水道施設耐震化事業 ・水道施設耐震化事業 ・水道施設耐震化事業 ・水道施設耐震化事業 

●熊毛・鹿野地域の水道施設の改良と経年化・老朽化した管路を耐震化します。 

    

【下水道事業】 【下水道事業】 【下水道事業】 【下水道事業】 

・・・・下水道施設長寿命化対策事業下水道施設長寿命化対策事業下水道施設長寿命化対策事業下水道施設長寿命化対策事業    

  ●長寿命化計画に基づき、下水道施設の長寿命化・耐震化を図ることで機能を強化し

ます。 

    

・未普及対策事業 ・未普及対策事業 ・未普及対策事業 ・未普及対策事業 

  ●管渠やポンプ場の整備を行い、汚水処理の普及を推進します。 

        

・浸水対策事業 ・浸水対策事業 ・浸水対策事業 ・浸水対策事業 

  ●雨水管渠等の整備を行い、浸水の防除や軽減を推進します。     

    

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

【水道事業】 【水道事業】 【水道事業】 【水道事業】 

・周南市地域水道ビジョン・周南市地域水道ビジョン・周南市地域水道ビジョン・周南市地域水道ビジョン【計画年次：平成 23～32 年度】 

・周南市水道事業計画・周南市水道事業計画・周南市水道事業計画・周南市水道事業計画【計画年次：平成 26～35 年度】 

【熊毛・鹿野簡易水道事業】 【熊毛・鹿野簡易水道事業】 【熊毛・鹿野簡易水道事業】 【熊毛・鹿野簡易水道事業】 

・熊毛高地区配水池築造計画・熊毛高地区配水池築造計画・熊毛高地区配水池築造計画・熊毛高地区配水池築造計画【計画年次：平成 27～28 年度】    

・鹿野地区浄水施設耐震化計画・鹿野地区浄水施設耐震化計画・鹿野地区浄水施設耐震化計画・鹿野地区浄水施設耐震化計画【計画年次：平成 27～28 年度】 
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【下水道事業】 【下水道事業】 【下水道事業】 【下水道事業】 

・周南市公共下水道事業計画・周南市公共下水道事業計画・周南市公共下水道事業計画・周南市公共下水道事業計画【計画年次：平成 2６～37 年度】    

 ・周南市流域関連公共下水道事業計画 ・周南市流域関連公共下水道事業計画 ・周南市流域関連公共下水道事業計画 ・周南市流域関連公共下水道事業計画【計画年次：平成 2３～37 年度】 

 ・社会資本総合整備計画(水の安全・安心基盤整備) ・社会資本総合整備計画(水の安全・安心基盤整備) ・社会資本総合整備計画(水の安全・安心基盤整備) ・社会資本総合整備計画(水の安全・安心基盤整備)【計画年次：平成 27～31 年度】 

 

 

    

【用語説明】 【用語説明】 【用語説明】 【用語説明】 
                                                   

（1）ばっ気装置：  

ポンプを用いて貯水池に空気を吹き込むことで、停滞した貯留水を人工的に循環させ、水質改

善を図る装置。 

（2）アセットマネジメント：  

持続可能な上下水道事業を実現するために、上下水道施設の特性を踏まえつつ、中長期的な

視点に立ち、効率的かつ効果的に施設を管理運営する体系化した取り組み。 

（3）基幹管路：  

水道システムの根幹を成す管路で、導水管・送水管・配水本管をいう。 

（4）耐震適合管：  

耐震管と良好な地盤に布設しているダクタイル鋳鉄管で、Ｋ形継手と平成 11 年以降に出荷され

たＴ形継手を有する管をいう。 

（5）長寿命化計画：  

下水道施設に関わる事故発生や機能停止を未然に防止するため、限られた財源の中で、ライフ

サイクルコスト最小化の観点を踏まえ、耐震化等の機能向上や、長寿命化対策を含めた計画的な

改築の内容や年次計画などを定める計画。 
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７-１ 農業の振興７-１ 農業の振興７-１ 農業の振興７-１ 農業の振興    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

次代の農業を担う多様な後継者を育成し、産業として魅力ある農業を構築次代の農業を担う多様な後継者を育成し、産業として魅力ある農業を構築次代の農業を担う多様な後継者を育成し、産業として魅力ある農業を構築次代の農業を担う多様な後継者を育成し、産業として魅力ある農業を構築

することで、農業者が誇りとやりがいをもてる環境をつくり、活力のあるすることで、農業者が誇りとやりがいをもてる環境をつくり、活力のあるすることで、農業者が誇りとやりがいをもてる環境をつくり、活力のあるすることで、農業者が誇りとやりがいをもてる環境をつくり、活力のある

地域づくりを推進します。また、有害鳥獣による農作物の被害軽減のため地域づくりを推進します。また、有害鳥獣による農作物の被害軽減のため地域づくりを推進します。また、有害鳥獣による農作物の被害軽減のため地域づくりを推進します。また、有害鳥獣による農作物の被害軽減のため

の防止策に取り組みます。 の防止策に取り組みます。 の防止策に取り組みます。 の防止策に取り組みます。 

    

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●約 15ha の耕作放棄地を再生し、地域農業の担い手により耕作を再開しました。 

●新たな集落営農法人が、９法人設立されました。 

●集落営農法人の規模拡大に伴い、小麦や大豆などの栽培を奨励し、経営の安定化を

図ったことで、新たに６人の若者が就農されました。 

●平成 26（2014）年 5 月に地産地消の拠点施設である、道の駅「ソレーネ周南」

がオープンし、中小規模農家の生産意欲の向上につながりました。 

●ほ場整備については、三丘地区の 13.5ha に事業着手し、長穂中央地区の事業実施

に向けて、約 90ha の測量・調査を行っています。 

●有害鳥獣対策では、捕獲隊の編成や被害発生予察に基づく捕獲活動を奨励するとと

もに、侵入防止柵の設置費用の補助により、農作物等の被害軽減に努めました。 

    

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「農林業の振興」に対する満足度  

区 分  満 足  まあ満足  
やや不

満  
不 満  どれでもない 無回答  

中山間地域(20) 1.8% 17.8% 17.0% 23.3% 28.3% 11.8% 

中山間地域(25) 1.5% 21.3% 28.7% 14.7% 19.9% 13.9% 

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●平成22（2010）年の農林業センサスでは、本市の中山間地域の農業就業人口は

632人で、平成12（2000）年調査と比較して約4割減少しており、さらに今後10

年間で、基幹的農業従事者の3分の2が70歳以上になると推計されています。 

●過疎・高齢化の進行により、中山間地域を中心に、今後、集落機能の維持が困難と

なる集落が増加し、農業についても従事者の高齢化や後継者不在による労働力不足

により、農地の耕作放棄が進むことが予測されます。 

●農産物の価格低迷による営農意欲の減退を防ぐため、地域農業の担い手（集落営農法

人・認定農業者）の育成を図り、生産性・収益性の向上を図る必要があります。 

●米価を維持するための生産調整は、平成 30 年（2018）年をめどに見直すことに

なりました。近年の米価低迷など、米への依存度の高い本市においては、従来型の

水稲単作の農業経営から複合経営への転換が迫られています。 

●生産基盤の整備や農業近代化施設の整備、農村環境の整備が求められています。 
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推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・新規就農者等の担い手の確保 ・新規就農者等の担い手の確保 ・新規就農者等の担い手の確保 ・新規就農者等の担い手の確保 

●若者を中心としたＵターン就農のほか、就農者等を支援し、新たな地域農業の担 

い手確保に努めます 

    

・農用地等の集積・集約化 ・農用地等の集積・集約化 ・農用地等の集積・集約化 ・農用地等の集積・集約化 

●農地中間管理機構を活用し、農用地等を貸したいという農家から、有効利用や農業

経営の効率化を進める担い手への利用集積・集約化に努めます。 

    

・多品目生産への誘導 ・多品目生産への誘導 ・多品目生産への誘導 ・多品目生産への誘導 

●米の生産調整と転作支援の見直しを受けて、農業振興の円滑な実施のため、経営所

得安定対策を活用しながら、主食用米から飼料用米・加工用米への生産転換を促し、

小麦・大豆などの戦略作物や需要の多い葉物野菜・根物野菜などの園芸作物等の作

付けを推進し、担い手を核とした産地作りを積極的に支援します。 

    

・地産地消の推進 ・地産地消の推進 ・地産地消の推進 ・地産地消の推進 

●道の駅「ソレーネ周南」をはじめ、市内直売所への出荷などによる地産地消を推進

するため、小規模農家も含め、生産・集荷・販売体制の整備に努めます。 

●消費者が求める農産物の安定出荷に向けて、栽培施設等の整備支援に努めます。 

    

・多面的機能の維持・発揮 ・多面的機能の維持・発揮 ・多面的機能の維持・発揮 ・多面的機能の維持・発揮 

●日本型直接支払制度の推進をはじめ、農業・農村振興を通じて、農地等がもつ多面

的機能の保全を図り、営農環境の整備と併せて、集落環境の保全に努めます。 

 

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

認定就農者累計数 
平成 25 年度 平成 31 年度 市が認定した新規就農

者数 10 人 15 人 

集落営農法人雇用者数 
平成 25 年度 平成 31 年度 集落営農法人が新たに

雇用した人数 6 人 12 人 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

利用権設定面積 

平成 25 年度 平成 31 年度 周南市農用地利用集積

計画により農用地の利

用権が設定された面積 
512ha 550ha 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

水田活用直接支払交付金

交付対象面積 

平成 25 年度 平成 31 年度 水田を活用した転作作

物に対する交付金交付

対象面積 
190ha 250ha 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

道の駅「ソレーネ周南」

出荷者登録数 

平成 26 年度 平成 31 年度 
出荷者登録数 

400 人 600 人 

主要１主要１主要１主要１ 
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・生産基盤の整備 ・生産基盤の整備 ・生産基盤の整備 ・生産基盤の整備 

●区画整理や水路・農道などの農業生産基盤や、集落道路などの生活環境基盤の整備

を一体的に行い、効率的かつ安定的な農業経営の確立に努めます。また、老朽化し

たため池等の農業用施設の改修を関係者と協議しながら計画的に進めます。 

●鳥獣被害対策として、侵入防止柵の設置や「山口型放牧」を利用した緩衝帯の整備

など、鳥獣の出没しにくい環境整備の支援に努めます。 

 

・有害鳥獣被害防止対策の推進 ・有害鳥獣被害防止対策の推進 ・有害鳥獣被害防止対策の推進 ・有害鳥獣被害防止対策の推進 

 ●侵入防止柵の設置補助や山口型放牧を利用した緩衝帯の整備を支援するととも

に、有害鳥獣捕獲隊による捕獲活動を奨励し、農作物等の被害軽減に取り組みます。 

●捕獲隊員の高齢化に歯止めをかけるため、狩猟免許の取得に係る費用補助に取り組

みます。 

●被害地域（人）と一体となった被害防止の対策を図るため、有害鳥獣の生態や被害

防止対策の啓発等に取り組みます。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・集落営農等支援事業  ・集落営農等支援事業  ・集落営農等支援事業  ・集落営農等支援事業 

●地域農業の担い手となる集落営農法人等が行う、機械や施設の整備を支援するとと

もに集落営農法人の設立に対する支援を行います。 

●集落営農法人が、新規就農者を雇用した場合、住宅確保に対する支援を行います。 

        

・新規就農支援事業 ・新規就農支援事業 ・新規就農支援事業 ・新規就農支援事業 

●青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前研修期間（2 年以内）や

経営が不安定な就農直後（最長 5 年間）の所得を確保する給付金を交付します。    

    

・農産物産地化・安定出荷支援事業 ・農産物産地化・安定出荷支援事業 ・農産物産地化・安定出荷支援事業 ・農産物産地化・安定出荷支援事業 

●特定品目の産地化を進め、市民などが幅広く利用する直売所等へ安心・安全な地元

農産物を安定的に供給し、中・小規模農家の収益向上や経営の安定化を図ります。 

    

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

中山間地域等直接支払協

定面積 

平成 25 年度 平成 31 年度 
集落・個別協定面積 

463ha 475ha 

多面的機能支払協定面積 
平成 25 年度 平成 31 年度 

集落協定面積 
516ha 580ha 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

ほ場整備済面積 
平成 25 年度 平成 31 年度 市内で区画整理された

農地の面積 804ha 817ha 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

被害防止施設 
平成 25 年度 平成 31 年度 市内で設置した単年度の

侵入防止柵の設置延長 27,095ｍ 28,000ｍ 

- 85 -



・中山間地域等直接支払交付金事業 ・中山間地域等直接支払交付金事業 ・中山間地域等直接支払交付金事業 ・中山間地域等直接支払交付金事業 

●中山間地域等における耕作放棄地の発生を抑止するとともに、多面的機能を確保す

る観点から、農地保全等を目的として集落協定を結んだ集落を支援します。 

    

・多面的機能支払交付金事業 ・多面的機能支払交付金事業 ・多面的機能支払交付金事業 ・多面的機能支払交付金事業 

●農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農活動に対して支援します。 

    

・耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業 ・耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業 ・耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業 ・耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業 

●耕作放棄地が発生している地区において、区画整理や用排水施設整備を実施すると

ともに、長期の活用を義務付けることで、耕作放棄地の解消や整備後の発生を抑制

します。（三丘地区：平成 25～27 年度）  

    

・経営体育成基盤整備事業 ・経営体育成基盤整備事業 ・経営体育成基盤整備事業 ・経営体育成基盤整備事業 

●ほ場整備により、農地の利用集積や農業の生産性を高め、担い手となる経営体を育

成することで、地域の農業振興を図ります。（長穂中央地区：平成 28～33 年度） 

 

 ・鳥獣被害防止対策事業  ・鳥獣被害防止対策事業  ・鳥獣被害防止対策事業  ・鳥獣被害防止対策事業 

  ●有害鳥獣の捕獲活動や侵入防止柵の設置などに対して支援します。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・周南市地産地消促進計画 ・周南市地産地消促進計画 ・周南市地産地消促進計画 ・周南市地産地消促進計画【計画年次：平成 25～27 年度】    

 ・周南地域野菜振興計画 ・周南地域野菜振興計画 ・周南地域野菜振興計画 ・周南地域野菜振興計画【計画年次：平成 25～27 年度】 

・周南市田園環境整備マスタープラン・周南市田園環境整備マスタープラン・周南市田園環境整備マスタープラン・周南市田園環境整備マスタープラン【計画年次：平成 16 年度～】 

・周南市農業振興地域整備計画・周南市農業振興地域整備計画・周南市農業振興地域整備計画・周南市農業振興地域整備計画【計画年次：平成 19 年度～】 

・周南市鳥獣被害防止計画・周南市鳥獣被害防止計画・周南市鳥獣被害防止計画・周南市鳥獣被害防止計画【計画年次：平成 26～28 年度】    
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７-２ 林業の振興７-２ 林業の振興７-２ 林業の振興７-２ 林業の振興    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

森林資源を保全し、有効活用するとともに林業生産基盤の整備を図り、森林資源を保全し、有効活用するとともに林業生産基盤の整備を図り、森林資源を保全し、有効活用するとともに林業生産基盤の整備を図り、森林資源を保全し、有効活用するとともに林業生産基盤の整備を図り、

森林の適正な管理を推進します。 森林の適正な管理を推進します。 森林の適正な管理を推進します。 森林の適正な管理を推進します。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●林道網の計画的な整備を進めることで、木材生産コストの低減や施業の効率化を図

り、林業経営の合理化を促進しました。 

●森林の所有者が行う森林の作業道の整備や保育施業を支援し、荒廃森林の抑制や多

面的機能の増進を図りました。 

●市有林の間伐や枝打ち・植栽等を実施するとともに、間伐材を素材やバイオマス燃

料として出荷するなど、森林資源の有効活用を図りました。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「農林業の振興」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

中山間地域 

(平成20年) 
1.8％ 17.8％ 17.0％  23.3％  28.3％  11.8％  

中山間地域 

(25年) 
1.5％  21.3％  28.7％  14.7％  19.9％  13.9％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●本市の森林面積は、総面積の 77％にあたる約 50,000ha で、そのうち市有林の面

積は約 5,000ha（10％）を占め、県内で 4 番目の規模となります。 

●木材価格の低迷や採算性の悪化により、林業従事者の経営意欲が減退しているとと

もに、高齢化や担い手不足・不在森林所有者の増加・森林の荒廃が進んでいます。 

●保有山林面積が小さい森林所有者が多数を占めることから、所有者による木材生産

のコスト低減が難しい状況にあります。 

●水源のかん養や国土の保全・地球温暖化の防止など、森林のもつ多面的機能の増進

を図るため、森林施業の重要性が増しています。 

●過去に植栽された人工林の成長により、木材として利用可能な樹種・樹齢・育成状

態がほぼ一様な森林が年々増加しています。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・林業生産基盤の整備 ・林業生産基盤の整備 ・林業生産基盤の整備 ・林業生産基盤の整備 

●新たな就業者を確保するため、県との連携により、山村の生活基盤の整備や林業事

業体の経営基盤の強化を図るとともに、林業の魅力の発信等の啓発に努めます。 

●複数の所有者の森林を面的に取りまとめて、作業道等の作設や間伐等を一体的に進

め、経営の合理化を図ります。 

●森林作業道等は、低コストで効率的な作業システムや高性能林業機械の導入を図る

上で重要な生産基盤であるため、林道・森林作業道の適切な維持管理に努めます。 
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・森林の適正管理 ・森林の適正管理 ・森林の適正管理 ・森林の適正管理 

●森林のもつ水源のかん養、国土の保全等の多面的機能の増進を図るため、適切な森

林施業を促進します。 

●多面的機能の低下を招く恐れのある竹林の拡大防止対策の調査・研究を行います。 

 

・森林資源の有効活用 ・森林資源の有効活用 ・森林資源の有効活用 ・森林資源の有効活用 

●これまで林内に切り捨てていた間伐材などの資源の有効活用を図るため、搬出間伐

を推進します。 

●市民と森林とのふれあいの場を提供するため、生活環境保全林などの自然公園の適

正な維持管理や植栽・下刈りなどを行う、森林整備ボランティア活動の推進に努め

ます。 

●公共建築物等の木造化や内装の木質化を促進し、利用者に木の温もりにふれあえる

場を提供するとともに、地域材の利用拡大を図ります。 

●特用林産物の生産や販路拡大に努め、新たな特産品の開発に取り組みます。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・森林整備地域活動支援事業  ・森林整備地域活動支援事業  ・森林整備地域活動支援事業  ・森林整備地域活動支援事業 

●森林の現状把握や作業道等の整備など、森林所有者等の日常的な活動を支援します。 

        

・県営林道開設事業 ・県営林道開設事業 ・県営林道開設事業 ・県営林道開設事業 

●広域的な山村の生活基盤となる、基幹林道の開設に対する助成をします。    

        

・一般造林等補助事業 ・一般造林等補助事業 ・一般造林等補助事業 ・一般造林等補助事業 

●個人が実施する山林の保育施業などへの助成を行います。 

        

・公有林保育事業 ・公有林保育事業 ・公有林保育事業 ・公有林保育事業 

  ●市有林の植栽木を健全に育成するため、下刈や間伐等を行います。 

        

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・周南市森林整備計画 ・周南市森林整備計画 ・周南市森林整備計画 ・周南市森林整備計画【計画年次：平成 24～33 年度】 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

林道延長 
平成 25 年度 平成 31 年度 

市が管理する林道の延長 
234,258ｍ 238,000ｍ 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

間伐面積 
平成 24 年度 平成 31 年度 市内で実施された間伐

の合計面積 537ha 900ha 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

素材生産量 
平成 24 年度 平成 31 年度 市内で生産された素材の

合計材積 46,732   55,000   
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７-３ 水産業の振興７-３ 水産業の振興７-３ 水産業の振興７-３ 水産業の振興    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

水産物の生産・消費の拡大による水産業の振興を図るとともに、漁村地水産物の生産・消費の拡大による水産業の振興を図るとともに、漁村地水産物の生産・消費の拡大による水産業の振興を図るとともに、漁村地水産物の生産・消費の拡大による水産業の振興を図るとともに、漁村地

域の生活環境の整備を図ります。 域の生活環境の整備を図ります。 域の生活環境の整備を図ります。 域の生活環境の整備を図ります。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●稚魚放流や魚礁設置により「獲る漁業」から「つくり育てる漁業」への対応を図り

ました。 

●ニューフィッシャー確保育成推進事業により、４人の新規漁業者が誕生しました。 

●計画に基づき、漁港・海岸保全施設・遊漁船係留施設などの整備を進めました。 

●「周南さかなまつり」の開催により、本市の水産業の PR につなげました。 

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●本市の水産業は、瀬戸内海沿岸の漁場を中心に、多種多様で新鮮な魚介類の水揚げ

がありますが、近年の漁獲量の減少や魚価の低迷に加え、高齢化による漁業従事者

の減少など、水産業を取り巻く環境は、年々厳しさを増しています。 

●水産業の振興を図り、新鮮な水産物を安定して供給していくためには、漁業経営の

近代化や後継者を育成し、資源回復を目指す資源管理型漁業に取り組むことで、生

産の拡大を図る必要があります。 

●水産物の消費の拡大を図るためには、地産地消等による魚食の普及や新たな流通経

路の開拓、消費者ニーズに対応した商品開発やブランド化が必要になります。 

●住みやすく安全で魅力のある漁村づくりのため、護岸や海岸保全施設の整備を行い、

生活環境の改善を図っていく必要があります。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・新規就漁者等の担い手の確保 ・新規就漁者等の担い手の確保 ・新規就漁者等の担い手の確保 ・新規就漁者等の担い手の確保 

●新規就業者の確保・育成や意欲ある漁業者の経営安定対策などにより、水産業を支

える担い手の拡充を図ります。 

 

・水産物の生産拡大 ・水産物の生産拡大 ・水産物の生産拡大 ・水産物の生産拡大 

●漁業近代化資金の活用、赤潮等漁業被害対策等の実施により、漁家や漁協等の漁業

経営基盤の強化を図ります。 

●高齢者に配慮した漁港施設や機能の整備充実、魚礁の設置、アサリ干潟や藻場の造

成、漁場の環境保全を推進し、生産基盤の整備を図ります。 

●資源管理型漁業の促進や稚魚の放流により、「獲る漁業」から「つくり育てる漁業」

へのさらなる推進を図ります。 

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

新規漁業就業者数 

平成 25 年度 平成 31 年度 新規漁業就業支援総合対

策事業を活用した新規漁

業就業者の累計 
4 人 10 人 
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・水産物の消費拡大 ・水産物の消費拡大 ・水産物の消費拡大 ・水産物の消費拡大 

●漁業者の収益の拡大が図れるよう、「道の駅ソレーネ周南」での直販など、新たな

流通体系の開拓と販路の拡大を促進します。 

●「周南さかなまつり」等を通じて地場水産物の新鮮さや味を PR し、地産地消の取

組みや魚食普及活動により消費の拡大を図ります。 

●地場水産物のブランド品である「フグ」「ハモ」「タコ」を積極的にアピールし、消

費の拡大を図ります。 

●水産物の安定供給に向けた水産物市場の効率的な運営を行うため、老朽化した施設

などの整備を進めます。 

    

・魅力ある漁村づくりと環境整備 ・魅力ある漁村づくりと環境整備 ・魅力ある漁村づくりと環境整備 ・魅力ある漁村づくりと環境整備 

●漁船とプレジャーボートの利用調整を図るためのフィッシャリーナ施設や長田海

浜公園海水浴場等の観光資源を活用した多様な利用を進め、開かれた魅力ある漁村

づくりを目指します。 

●漁港施設の改修や海岸保全施設の長寿命化計画を策定し、漁村地域の環境改善を図

ります。 

    

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・新規漁業就業支援総合対策事業  ・新規漁業就業支援総合対策事業  ・新規漁業就業支援総合対策事業  ・新規漁業就業支援総合対策事業 

  ●新たに漁業の従事を目指す人に対する、研修費の支援をします。 

     ●新規漁業就業者に対し、経営の自立化を支援します。 

    

・増養殖稚魚等放流事業 ・増養殖稚魚等放流事業 ・増養殖稚魚等放流事業 ・増養殖稚魚等放流事業 

  ●水産資源の回復を目的とする、キジハタ・トラフグ・マコガレイ等の種苗放流を行

います。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

周南市の漁獲量 

平成 24 年度 平成 31 年度 市内の漁業者が漁獲した

魚・貝・海草等の年間重

量（資料：海面漁業生産

統計調査） 
1,189 トン 1,200 トン 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

水産物市場のフグ・ハ

モ・タコの年間取扱量 

平成 25 年度 平成 31 年度 

 
91 トン 110 トン 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

水産物供給基盤機能保全

整備施設数 

平成 25 年度 平成 31 年度 
漁港施設機能保全工事

を実施した施設数 0 カ所 3 カ所 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

海岸保全施設における長

寿命化計画策定漁港数 

平成 25 年度 平成 31 年度 

 
0 カ所 3 カ所 
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・漁業生産基盤整備推進事業 ・漁業生産基盤整備推進事業 ・漁業生産基盤整備推進事業 ・漁業生産基盤整備推進事業 

  ●地場水産物のブランド品であるタコの産卵用タコツボを沈設し、資源量回復と漁獲

量増大を図ります。 

    

・粭・大島漁港あさり増養殖関連整備事業 ・粭・大島漁港あさり増養殖関連整備事業 ・粭・大島漁港あさり増養殖関連整備事業 ・粭・大島漁港あさり増養殖関連整備事業 

  ●大島人工干潟造成事業を活用し、アサリ育成場と地域活性化を図ります。 

    

・水産多面的機能発揮対策事業 ・水産多面的機能発揮対策事業 ・水産多面的機能発揮対策事業 ・水産多面的機能発揮対策事業 

  ●藻場・干潟の機能の維持・回復に資する、アサリ増殖を支援します。 

    

・水産物市場施設等整備事業 ・水産物市場施設等整備事業 ・水産物市場施設等整備事業 ・水産物市場施設等整備事業 

  ●水産物市場の、老朽化した設備等を整備します。 

    

・水産物供給基盤機能保全事業 ・水産物供給基盤機能保全事業 ・水産物供給基盤機能保全事業 ・水産物供給基盤機能保全事業 

  ●老朽化が進む漁港施設の維持管理費の軽減と平準化を図るため、長寿命化計画を策

定し、計画的に保全工事等を実施します。 

    

・海岸保全施設長寿命化事業【新】 ・海岸保全施設長寿命化事業【新】 ・海岸保全施設長寿命化事業【新】 ・海岸保全施設長寿命化事業【新】 

  ●老朽化が進む海岸施設の計画的な改修に向けて、長寿命化計画を策定します。 
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７-４ 地域ブランドの推進７-４ 地域ブランドの推進７-４ 地域ブランドの推進７-４ 地域ブランドの推進    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

農林水産物・加工食品・観光等のそれぞれの分野において、市内外で高農林水産物・加工食品・観光等のそれぞれの分野において、市内外で高農林水産物・加工食品・観光等のそれぞれの分野において、市内外で高農林水産物・加工食品・観光等のそれぞれの分野において、市内外で高

い知名度を獲得し、周南らしい付加価値の高い産品を創出するなど、ブラい知名度を獲得し、周南らしい付加価値の高い産品を創出するなど、ブラい知名度を獲得し、周南らしい付加価値の高い産品を創出するなど、ブラい知名度を獲得し、周南らしい付加価値の高い産品を創出するなど、ブラ

ンド力を高める取組みを推進します。 ンド力を高める取組みを推進します。 ンド力を高める取組みを推進します。 ンド力を高める取組みを推進します。 

    

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●官学連携による６次産業化と地産地消を推進するため、平成 26（2014）年度   

に、宇部フロンティア大学短期大学部との官学連携協定を締結しました。 

●市内企業の優れた技術・製品をＰＲするため（公財）周南地域地場産業振興センタ

ーの「周南ものづくりブランド認定事業」を支援し、4２製品が認定されました。 

●中小企業の新商品・新技術の開発や販路開拓等を支援するため、（公財）周南地域地

場産業振興センターの「周南サポート事業」により、平成 21（2009）年度から

平成 25（2013）年度までに、66 件の製品の開発等を行いました。 

●工場夜景の観光資源化を図るとともに、平成 25（2013）年に（一社）夜景観光

コンベンション・ビューローの日本夜景遺産の認定を受けた「周南冬のツリーまつ

り」のイルミネーションの充実に取り組むなど、夜型観光を推進しました。 

●鹿野地区特産の「わさび」の苗の馴致用ビニールハウスを改修し、苗の増産体制を

整備しました。 

●「徳山ふぐ」「周防はも」「周南たこ」を、本市の水産物ブランドとして確立し、Ｐ

Ｒに努めました。 

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●「周南コンビナート」や「八代のナベヅル」「徳山ふぐ」「徳山巨峰ワイン」などは、

ある程度の知名度を有しているものの、農林水産物においては、米やわさびなど優

れた産品が数多くありながら、認知度は総じて低い状況にあります。 

●中小企業の優れた技術や製品を、単独でＰＲすることが難しいため、販路拡大に結

び付く取組みが必要となっています。 

●農林漁業の生産と加工・販売の一体化や、地域資源を活用した新たな産業の創出な

ど、農山漁村の 6 次産業化の推進が求められています。 

●６次産業活性化は、個別の農林漁業者だけの取組みではなく、新たな販路の開発に

繋がる事業者や、原材料の安定調達に向けた、他の農林漁業者とのネットワーク構

築などが重要となります。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・地域ブランドの活用 ・地域ブランドの活用 ・地域ブランドの活用 ・地域ブランドの活用 

●「周南コンビナート」を観光資源と位置付け、観光ボランティアガイドを育成・活

用しながら、産業観光ツアーや工場夜景ツアーなどを重点的に推進します。 

●農山漁村の豊かな自然・食を積極的に PR し、観光・教育・健康分野に活用しなが

ら都市と農村の交流を推進します。 
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・地域産品のブランド化 ・地域産品のブランド化 ・地域産品のブランド化 ・地域産品のブランド化 

●地域産品のブランド化を推進し、産業振興や地域活性化など、魅力ある地域づくり

に繋げます。 

●道の駅「ソレーネ周南」を地域振興の拠点と位置付け、周南ブランドを市内外に情

報発信します。 

●ブランドの創出は、物語や取り組む人の熱意が重要です。本市の自然・歴史・風土・

生活・文化などの背景や産品に対する生産者の思い入れやこだわりを併せて伝え、

PR して行きます。 

    

・中小企業ものづくり事業の推進 ・中小企業ものづくり事業の推進 ・中小企業ものづくり事業の推進 ・中小企業ものづくり事業の推進 

●中小企業の優れた製品・技術の販路拡大等を図るため、（公財）周南地域地場産業

振興センターの「周南ものづくりブランド認定事業」により、市内中小企業の製品・

技術のＰＲや販路開拓などを支援します。 

●（公財）周南地域地場産業センターの「周南サポート事業」により、中小企業の新

商品・新技術の開発などを支援します。 

    

・６次産業化の推進 ・６次産業化の推進 ・６次産業化の推進 ・６次産業化の推進 

●農林水産物の付加価値を高めるため、農商工と連携した６次産業化を進めます。 

●農林漁業者が主体となって、地域資源を生かした加工品の開発や観光等により、新

たなビジネスモデルを創出します。 

●６次産業化・地産地消法や農商工等連携促進法に基づく補助事業や有利な資金の活

用など関係機関とともに支援します。 

●産学官連携による６次産業化と地産地消の推進に努めます。 

●生産者自身や地域産業と連携した新たな商品開発や販路開拓のほか、農家レストラ

ンや農家民宿の経営など、第 1 次産業から６次産業化に向けた取組みに対して支援

します。 

 

 

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

周南ブランド認定数 

平成 25 年度 平成 31 年度 
「周南市地産地消促進

計画」による認定 0 件 60 件 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

周南ものづくりブランド

認定製品件数 

平成 25 年度 平成 31 年度 
市内事業者の認定製品

の累計数 42 件 72 件 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

総合化事業計画認定件数 
平成 25 年度 平成 31 年度 国による、６次産業化・地

産地消法や農商工等連

携促進法に基づく認定 2 件 5 件 

主要５主要５主要５主要５ 主要６主要６主要６主要６ 

主要５主要５主要５主要５ 主要６主要６主要６主要６ 

主要５主要５主要５主要５ 
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主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・地場産業振興事業  ・地場産業振興事業  ・地場産業振興事業  ・地場産業振興事業 

●中小企業の優れた製品や技術の販路拡大等を図るため、周南ものづくりブランド認

定事業などの支援をします。 

●周南サポート事業により、中小企業の新商品・新技術の開発等を支援します。 

    

・道の駅「ソレーネ周南」管理運営事業 ・道の駅「ソレーネ周南」管理運営事業 ・道の駅「ソレーネ周南」管理運営事業 ・道の駅「ソレーネ周南」管理運営事業 

●道の駅「ソレーネ周南」を６次産業化の拠点施設と位置付け、周南ブランドを市内

外に幅広く情報発信します。 

    

・地産地消促進事業 ・地産地消促進事業 ・地産地消促進事業 ・地産地消促進事業 

●「周南市地産地消推進店」「周南ブランド」の認定を行い、市内外に広く PR するこ

とで、料飲店や加工所などでの市内産物の利用促進および市民へ地産地消の啓発に

つなげます。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・（策定中）周南市観光ビジョン ・（策定中）周南市観光ビジョン ・（策定中）周南市観光ビジョン ・（策定中）周南市観光ビジョン【計画年次：平成 27～31 年度】    

・周南市地産地消促進計画・周南市地産地消促進計画・周南市地産地消促進計画・周南市地産地消促進計画【計画年次：平成 25～27 年度】    
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７-５ 中心市街地の賑わいの創出７-５ 中心市街地の賑わいの創出７-５ 中心市街地の賑わいの創出７-５ 中心市街地の賑わいの創出    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

徳山駅周辺整備に取り組むとともに、賑わいの創出や回遊性の向上に努徳山駅周辺整備に取り組むとともに、賑わいの創出や回遊性の向上に努徳山駅周辺整備に取り組むとともに、賑わいの創出や回遊性の向上に努徳山駅周辺整備に取り組むとともに、賑わいの創出や回遊性の向上に努

めるなど、すべての人が利用しやすい中心市街地づくりを進めます。 めるなど、すべての人が利用しやすい中心市街地づくりを進めます。 めるなど、すべての人が利用しやすい中心市街地づくりを進めます。 めるなど、すべての人が利用しやすい中心市街地づくりを進めます。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●周南市中心市街地活性化基本計画を策定し、平成 25（2013）年 3 月に、内閣総

理大臣認定を受けました。 

●ＪＲ徳山駅の南北自由通路や橋上駅舎が完成しました。 

●新たな徳山駅ビル整備基本構想に基づき、設計を進めています。 

●銀座通りの歩行者優先道路化に向けた社会実験を行いました。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「徳山駅を中心とした中心市街地活性化」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
1.5% 5.9% 20.2% 52.7% 11.6% 8.1% 

全体 

(平成25年) 
1.6% 7.5% 20.1% 51.6% 10.6% 8.6% 

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●徳山駅周辺整備事業では、平成 21（2009）年度に「徳山駅北口駅前広場、南口駅

前広場及び南北自由通路基本計画」、平成 24（2012）年度に「中心市街地駐輪場整

備計画」と「新たな徳山駅ビル整備基本構想」を策定しました。今後、これらの事業

の早期実現と南北自由通路を活用した駅南北の交流の拡大が求められています。 

●「中心市街地活性化基本計画」では、中心市街地におけるまちづくりの理念を「まち

のストックを活かした、豊かな心を育む公園都市（パークタウン）周南」と定め、掲

載事業の実施について中心市街地活性化協議会や構成団体と連携し、官民協働で推進

しています。 

●テナントミックス推進事業等による、中心商店街への新規出店が進んでいます。今後、

商業機能に加え、多様な都市機能や充実した都市基盤、良好な都市景観を活用した新

たな付加価値を創造することにより、集客力と回遊性を高め、幅広い世代が行きたく

なる公共空間として再生する必要があります。また、活性化を推進する、民間事業の

掘り起しや育成が求められています。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・徳山駅周辺整備事業の推進 ・徳山駅周辺整備事業の推進 ・徳山駅周辺整備事業の推進 ・徳山駅周辺整備事業の推進 

●徳山駅周辺整備事業を推進し、（仮称）新徳山駅ビルは、民間活力導入図書館を核

としたにぎわい交流施設として整備します。 

●南北自由通路を活用し、駅南北の回遊性の強化を図ります。 

●各交通機関の連携強化など、公共交通の利便性向上を図ります。 

主要４主要４主要４主要４ 
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●「歩いて暮らせるまちづくり」の実現に向けて、ユニバーサルデザインやバリアフ

リーに配慮し、市民にとって快適で利便性の高い駅周辺施設を実現します。 

 

・魅力ある中心市街地の再生・充実 ・魅力ある中心市街地の再生・充実 ・魅力ある中心市街地の再生・充実 ・魅力ある中心市街地の再生・充実 

●「中心市街地活性化基本計画」に基づき、さまざまな機能が集積した魅力ある中心

市街地の再生に努めます。 

●商工会議所・まちづくり会社・商業者・民間事業者・市民団体・行政など、多様な

まちづくり関係者で構成する中心市街地活性化協議会と連携し、ソフト・ハードの

両面から中心市街地のまちづくりを総合的に進めます。 

●民間による事業の掘り起しを積極的に行い、その事業化を支援します。 

●商業の活性化をはじめ、再開発などの市街地整備改善・都市福利施設の整備・街な

か居住の推進・公共交通の利便性向上など、さまざまな面から中心市街地の充実を

図ります。 

※「周南市中心市街地活性化基本計画」では、平成 29 年度の目標値を、28,000 人とし

ています。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・徳山駅周辺整備事業  ・徳山駅周辺整備事業  ・徳山駅周辺整備事業  ・徳山駅周辺整備事業 

  ●（仮称）新徳山駅ビル、北口・南口駅前広場等を整備します。 

        

・民間事業に対する支援 ・民間事業に対する支援 ・民間事業に対する支援 ・民間事業に対する支援 

  ●民間で取り組む可能性のある事業の掘り起こしとその事業化を支援します。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・ ・ ・ ・徳山駅周辺整備構想徳山駅周辺整備構想徳山駅周辺整備構想徳山駅周辺整備構想【計画年次：平成 16 年度～】 

・・・・徳山駅北口駅前広場、南口駅前広場及び南北自由通路基本計画徳山駅北口駅前広場、南口駅前広場及び南北自由通路基本計画徳山駅北口駅前広場、南口駅前広場及び南北自由通路基本計画徳山駅北口駅前広場、南口駅前広場及び南北自由通路基本計画【計画年次：平成 21

年度～】    

 ・ ・ ・ ・中心市街地駐輪場整備計画中心市街地駐輪場整備計画中心市街地駐輪場整備計画中心市街地駐輪場整備計画【計画年次：平成 25 年度～】 

・・・・新たな徳山駅ビル整備基本構想新たな徳山駅ビル整備基本構想新たな徳山駅ビル整備基本構想新たな徳山駅ビル整備基本構想【計画年次：平成 25 年度～】 

・・・・中心市街地活性化基本計画中心市街地活性化基本計画中心市街地活性化基本計画中心市街地活性化基本計画【計画年次：平成 25～29 年度】    

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

街なかの歩行者等通

行量 

平成 25 年度 平成 31 年度 街なか 14 カ所の 1 日当た

りの通行人・自転車数 24,543 人 28,800 人 

主要４主要４主要４主要４ 

- 96 -



７-６ 商業の振興７-６ 商業の振興７-６ 商業の振興７-６ 商業の振興    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

地域に密着した商業活動・購買活動を促進するとともに、まちの賑わい地域に密着した商業活動・購買活動を促進するとともに、まちの賑わい地域に密着した商業活動・購買活動を促進するとともに、まちの賑わい地域に密着した商業活動・購買活動を促進するとともに、まちの賑わい

の創出に向け魅力ある商店街づくりを支援します。 の創出に向け魅力ある商店街づくりを支援します。 の創出に向け魅力ある商店街づくりを支援します。 の創出に向け魅力ある商店街づくりを支援します。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●市内での購買促進と消費需要の喚起のため、商工会議所・商工会が実施する市内共

通商品券事業やプレミアム付市内共通商品券事業を支援し、消費の拡大に取り組み

ました。 

●中心市街地の商業活性化のため、テナントミックス推進事業や交流拠点施設（ふれ

あいパーク「街あい」）運営事業への支援を行い、商店街への新規出店の強化など

を図りました。 

●中心市街地で各種団体が実施する、商店街やまちの賑わいにつながるイベント等の

取組みを支援し、来街者が増加しました。 

●商工会議所・商工会が行う中小企業者への経営指導事業を支援し、経営改善に取り

組みました。 

●中小企業者等の資金需要に対応するため、市制度融資を運用し、資金繰りの円滑化

を推進しました。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「商業の振興」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
1.3％ 15.3％ 22.9％  22.9％  25.7％  11.9％  

全体 

(25年) 
1.9％  19.0％  26.4％  22.9％  17.7％  12.1％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●中心市街地では、大型店の閉店に伴う集客力が低下しており、魅力ある商店街づく

りが求められています。 

●空き店舗対策事業としてのテナントミックス推進事業では、新規出店が飲食業中心

となっており、多業種によるバランスのとれた構成と戦略的な配置が求められてい

ます。 

●交通網の充実や消費行動の変化等により、インターネットでの購入や近隣市・県外

への買物流出が続いており、市内での消費需要の拡大が求められています。 

●地元購買促進に向けて、市内共通商品券発行事業などに取り組んでいますが、さら

なる普及のためのＰＲ活動や、加盟店の拡大が必要です。 

●後継者不足等の解消を図るため、商工会議所・商工会等が主体となった環境整備等、

商業者の育成に向けた取組みが求められています。 
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推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・商店街活性化の促進 ・商店街活性化の促進 ・商店街活性化の促進 ・商店街活性化の促進 

●国の認定を受けた「周南市中心市街地活性化基本計画」を踏まえ、中心市街地活性

化協議会の中核をなす商工会議所やまちづくり会社等の関係機関と連携しながら

商店街の活性化に向けた取組みを支援します。 

●さまざまな商品やサービスを提供する店舗があり、市民が行きたくなるような魅力

ある商店街の形成に向けて、空き店舗対策などの取組みを支援します。 

●商店街や各種団体が行う、商店街やまちの賑わいにつながる取組みを支援します。 

※「周南市中心市街地活性化基本計画」では、平成 20～24 年度の実績値を、100

店舗、平成 25～29 年度の目標値を 149 店舗としています。 

 

・活力ある商業の促進 ・活力ある商業の促進 ・活力ある商業の促進 ・活力ある商業の促進 

●市内での買物促進運動として、商工会議所・商工会が実施する市内共通商品券事業

を支援します。 

●商工会議所や商工会が行う、商業の活性化につながる取組みを支援します。 

●中小企業者の経営の安定化を図るため、商工会議所・商工会が行う経営指導事業を

支援します。 

●市制度融資の充実を図り、中小企業者等への資金繰りの円滑化を推進します。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・中心市街地商業活性化事業  ・中心市街地商業活性化事業  ・中心市街地商業活性化事業  ・中心市街地商業活性化事業 

  ●徳山駅周辺の中心商店街の活性化を図るため、空き店舗対策などを促進します。 

        

・商業活性化対策事業 ・商業活性化対策事業 ・商業活性化対策事業 ・商業活性化対策事業 

  ●市内の消費需要拡大を図るため、市内共通商品券事業などの支援を行います。 

    

・まちなかオフィス立地促進事業 ・まちなかオフィス立地促進事業 ・まちなかオフィス立地促進事業 ・まちなかオフィス立地促進事業 

●中心市街地の拠点機能を向上させ、地域経済の活性化と雇用の促進を図ります。 

    

・中小企業経営指導事業 ・中小企業経営指導事業 ・中小企業経営指導事業 ・中小企業経営指導事業 

  ●商工会議所・商工会との連携による、経営診断や指導事業を実施します。 

    

・中小企業金融対策事業 ・中小企業金融対策事業 ・中小企業金融対策事業 ・中小企業金融対策事業 

  ●市制度融資の充実や利用促進などに取り組みます。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・周南市中心市街地活性化基本計画 ・周南市中心市街地活性化基本計画 ・周南市中心市街地活性化基本計画 ・周南市中心市街地活性化基本計画【計画年次：平成 25～29 年度】    

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

中心商店街等の新規出店

数 

平成 25 年度 平成 31 年度 現状値は、平成２０～２５年

度の中心商店街（糀町・み

なみ銀座・銀座・中央街・

銀南街・ぴーえっち通り）の

新規出店累計数。 

目標値は、平成２６～３１年

度の新規出店累計数。 

133 店舗 162 店舗 

主要４主要４主要４主要４ 
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７-７ 工業・新産業の振興７-７ 工業・新産業の振興７-７ 工業・新産業の振興７-７ 工業・新産業の振興    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

起業を志す人が創業しやすい環境をつくるとともに、本市で培われた技起業を志す人が創業しやすい環境をつくるとともに、本市で培われた技起業を志す人が創業しやすい環境をつくるとともに、本市で培われた技起業を志す人が創業しやすい環境をつくるとともに、本市で培われた技

術や人的・物的資源を最大限に活用し、新たな産業の創出と市内の製造業術や人的・物的資源を最大限に活用し、新たな産業の創出と市内の製造業術や人的・物的資源を最大限に活用し、新たな産業の創出と市内の製造業術や人的・物的資源を最大限に活用し、新たな産業の創出と市内の製造業

の持続的発展を図ります。 の持続的発展を図ります。 の持続的発展を図ります。 の持続的発展を図ります。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●事業開始から自立するまでの支援を行うビジネスサポートコーナーを設置し、平成

15（2003）年度の事業開始から平成 25（2013）年度までに、15 人が独立開

業しました。 

●市 内 で の創 業 を 支 援す る た め、 商 工 会 議所 や 金 融機 関 等 と 連携 し て 、平 成 26

（2014）年度に、周南市創業支援協議会を立ち上げ、創業相談や創業講座等を実

施しました。 

●（公財）周南地域地場産業振興センターが行う新商品・新技術の開発や販路開拓に

向けた周南サポート事業により、平成 21（2009）年度から平成 25（2013）年

度までに 66 件の支援を行い、中小企業が抱えるさまざまな課題の解決に向けた取

り組みを進めました。 

●平成 21（2009）年度から平成 25（2013）年度までに、22 件（約 63 億 6 千

万円）の中小企業の設備投資に対して、奨励支援を行いました。 

●平成 26（2014）年に、将来の成長が見込まれ、市内企業の技術や地域資源が活

用できる事業（重点立地促進事業）として、製造業における研究開発事業・水素関

連事業・医療関連事業・環境エネルギー関連事業を定め、これらの事業を新たに実

施する事業者に対して重点的に支援する制度を創設しました。 

●市内で生産される水素の利活用を促進するため、平成 25（2013）年度に「周南

市水素利活用協議会」を立ち上げました。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「工業の振興」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
6.4％ 30.3％ 12.5％  6.5％  32.0％  12.3％  

全体 

(25年) 
4.7％  32.7％  21.4％  10.0％  19.5％  11.7％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●中小企業における事業所等立地奨励金の申請件数は増加傾向にあり、設備投資が活

発化しています。また、国内の需要が減少傾向にある中、今後は、付加価値の高い、

成長分野への進出に向けた投資が求められています。 

●本市で大量に発生する水素に関する分野をはじめ、医療や環境エネルギーといった

今後の需要拡大が見込める分野について、本市の地域特性を生かして技術や人材育

成を図り、新たな産業を創出していく必要があります。 
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推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・創業支援の推進 ・創業支援の推進 ・創業支援の推進 ・創業支援の推進 

●商工会議所や金融機関等と連携した創業相談・講座の実施、インキュベーション施

設での指導などを通じて、創業者を支援します。 

 

・地場産業の振興 ・地場産業の振興 ・地場産業の振興 ・地場産業の振興 

●（公財）周南地域地場産業振興センターが実施する、周南サポート事業や周南もの

づくりブランド認定事業等により、中小企業の新商品・新技術の開発や販路開拓な

どを支援します。 

●中小企業者の経営の安定化を図るため、商工会議所・商工会が行う経営指導事業を

支援します。 

●市の制度融資の充実を図り、中小企業者への資金繰りの円滑化を推進します。 

 

・新事業・新産業の創出 ・新事業・新産業の創出 ・新事業・新産業の創出 ・新事業・新産業の創出 

    ●医療や環境エネルギーの分野など、今後の成長が期待でき、本市の地域資源の活用

が見込める新産業の創出や新事業への展開を支援します。    

●水素の利活用の促進や技術の集積・人材育成を図り、新たなビジネスの創出につな

げていきます。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・企業立地促進事業  ・企業立地促進事業  ・企業立地促進事業  ・企業立地促進事業 

●市外からの企業進出や市内企業の新規事業進出・事業規模の拡大や新規雇用に対し

て奨励金を交付し、地域経済の活性化と雇用の拡大を図ります。    

    

・水素利活用推進事業 ・水素利活用推進事業 ・水素利活用推進事業 ・水素利活用推進事業 

  ●水素の利活用を促進するため、水素ステーションを核としたまちづくりの推進や水

素関連ビジネスの創出に向けた支援・水素エネルギーの普及啓発などを行います。 

    

・創業支援事業 ・創業支援事業 ・創業支援事業 ・創業支援事業 

  ●商工会議所や金融機関等と連携して、創業相談や創業講座の実施、インキュベーシ

ョン施設での指導などを通じて、起業を志す人を支援します。 

 

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

周南サポート事業の支援

件数 

平成 25 年度 平成 31 年度 平成２１年度からの支援

累計 66 件 144 件 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

事業所等設置奨励金の重点立

地促進事業の指定件数 

平成 25 年度 平成 31 年度 重点立地促進事業（製造

業における研究開発事

業・水素関連事業・医療

関連事業・環境エネルギ

ー関連事業） 

― １０件 

主要１主要１主要１主要１ 主要５主要５主要５主要５ 

主要５主要５主要５主要５ 

主要５主要５主要５主要５ 
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関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・周南市水素利活用構想 ・周南市水素利活用構想 ・周南市水素利活用構想 ・周南市水素利活用構想【計画年次：平成 26～42 年度】    

 ・（策定中）周南市水素利活用計画 ・（策定中）周南市水素利活用計画 ・（策定中）周南市水素利活用計画 ・（策定中）周南市水素利活用計画【計画年次：平成２7～31 年度】    

・周南市創業支援事業計画・周南市創業支援事業計画・周南市創業支援事業計画・周南市創業支援事業計画【計画年次：平成 26～28 年度】    
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７-８ 企業立地と就業支援の促進７-８ 企業立地と就業支援の促進７-８ 企業立地と就業支援の促進７-８ 企業立地と就業支援の促進    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

新たな企業進出と既存企業の設備投資を促進するとともに、若者や高齢者の就新たな企業進出と既存企業の設備投資を促進するとともに、若者や高齢者の就新たな企業進出と既存企業の設備投資を促進するとともに、若者や高齢者の就新たな企業進出と既存企業の設備投資を促進するとともに、若者や高齢者の就

労機会の確保に努めることにより、地域経済の活性化と雇用の拡大を図ります。 労機会の確保に努めることにより、地域経済の活性化と雇用の拡大を図ります。 労機会の確保に努めることにより、地域経済の活性化と雇用の拡大を図ります。 労機会の確保に努めることにより、地域経済の活性化と雇用の拡大を図ります。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●平成 21（2009）年度から平成 25（2013）年度までに本市へ進出し、営業を開

始した 8 社（新規雇用従業員 100 名）の企業に対して、奨励支援を行いました。 

●平成 26（2014）年度から、新たな設備投資や新規雇用に対する奨励支援制度に

ついて、既存の大企業も対象となるよう制度改正を行いました。 

●中心市街地へのオフィス進出に対する支援制度として、新たに地元雇用奨励制度を

創設しました。 

●中小企業勤労者に対する生活・住宅資金等の融資制度の利用促進により、生活の安

定化を図りました。 

●国・県と連携した雇用創出事業を活用し、求職者の就労支援に取り組みました。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「企業誘致の推進や起業家への支援」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
1.2％ 11.7％ 17.9％  12.6％  43.9％  12.7％  

全体 

(25年) 
1.3％  17.7％  24.3％  17.0％  26.9％  12.8％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●国内需要が縮小する中、海外へ製造拠点を移すなど、市内の企業においても事業再

構築の動きが見られるため、企業の積極的な設備投資を促すことが必要です。 

●本市には市有地としての企業用地が少ないことから、商工会議所や市内事業者と緊

密に連携して、新たな企業用地の情報収集に努めることが重要です。 

●有効求人倍率は上昇傾向にありますが、求人と求職のミスマッチが発生している状

況もあるため、ハローワークなどと連携を図る中で、就業機会の情報提供を行う必

要があります。 

●ニートや引きこもり状態にある人に対して、就労促進の支援や離職状態となった人

へのセーフティーネットの充実が必要です。 

●労働力人口を維持するため、女性や若者・高齢者等の活躍・社会進出を促す環境づ

くりが必要です。 

 

 

 

 

 

- 102 -



推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・企業立地の推進 ・企業立地の推進 ・企業立地の推進 ・企業立地の推進 

●市外からの企業進出や既存企業の事業拡大等を促進するため、優遇措置等による支

援を行います。 

 

就労支援の充実 就労支援の充実 就労支援の充実 就労支援の充実 

●ニートや引きこもり状態などにある人に対して、職業的自立に向けたセミナーやカ

ウンセリングなどを実施する「しゅうなん若者サポートステーション」の取組みを

支援します。 

●高齢者の雇用や生きがいの場を提供する「シルバー人材センター」の活動を支援し

ます。 

●事業所への雇用奨励支援制度により、雇用の拡大に努めます。 

●中小企業の勤労者が安心して就労に励めるよう、各種融資制度を充実させるととも

に、退職金制度や共済制度の普及に努めます。 

●国・県などの関係機関と連携し、雇用確保・雇用創出に取り組みます。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・企業立地促進事業 ・企業立地促進事業 ・企業立地促進事業 ・企業立地促進事業  

●市外からの企業進出や市内企業の新規事業進出・事業規模の拡大や新規雇用に対し

て奨励金を交付し、地域経済の活性化と雇用の拡大を図ります。    

    

・地域若者サポートステーション運営支援事業・地域若者サポートステーション運営支援事業・地域若者サポートステーション運営支援事業・地域若者サポートステーション運営支援事業  

●ニートや引きこもり状態などにある人に対して、セミナーやカウンセリングなどを

実施する「しゅうなん若者サポートステーション」の円滑な運営を支援します。 

  

・シルバー人材センター運営支援事業・シルバー人材センター運営支援事業・シルバー人材センター運営支援事業・シルバー人材センター運営支援事業  

●高齢者の雇用や生きがいの場を提供する「シルバー人材センター」の円滑な運営を

支援します。 

  

・勤労者金融対策事業・勤労者金融対策事業・勤労者金融対策事業・勤労者金融対策事業  

●離職者や中小企業勤労者向けの生活資金等を融資し勤労者福祉の充実を図ります。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

平成２７年度から５年度

間における企業誘致件数 

平成 25 年度 平成 31 年度 企業誘致（市外企業の新

たな進出・市内企業の雇

用増加を伴う設備の新増

設・進出協定書の締結） 

― １５件 

主要１主要１主要１主要１ 

主要５主要５主要５主要５ 
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７-９ 産業基盤の整備７-９ 産業基盤の整備７-９ 産業基盤の整備７-９ 産業基盤の整備    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

  周南コンビナートの国際競争力強化を図るため、徳山下松港や幹線道路な  周南コンビナートの国際競争力強化を図るため、徳山下松港や幹線道路な  周南コンビナートの国際競争力強化を図るため、徳山下松港や幹線道路な  周南コンビナートの国際競争力強化を図るため、徳山下松港や幹線道路な

どの物流基盤の充実と工業用水の確保に努めるなど、産業基盤のさらなる整どの物流基盤の充実と工業用水の確保に努めるなど、産業基盤のさらなる整どの物流基盤の充実と工業用水の確保に努めるなど、産業基盤のさらなる整どの物流基盤の充実と工業用水の確保に努めるなど、産業基盤のさらなる整

備を進めます。 備を進めます。 備を進めます。 備を進めます。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

【周南コンビナート】 

●周南コンビナートの国際競争力強化に向けて、市と企業との連携強化を図るため、

平成 24（2012）年に周南コンビナート企業主要 5 社と市による周南コンビナー

ト活性化推進懇談会を立ち上げました。 

【港湾整備】 

●徳山下松港は、平成 23（2011）年５月に、国際バルク戦略港湾（ 1）の選定を受け

ました。また、バルク貨物（ 2）船舶の更なる大型化などの利用者ニーズに応えるた

め、平成 26（2014）年３月に「徳山下松港港湾計画」の改訂が行われました。 

●輸入石炭の中継備蓄基地を運営する「周南バルクターミナル株式会社」が、平成

24（2012）年４月より本格操業を開始しました。 

●N７号埋立事業の護岸工事は、平成 17（2005）年度から着手され、平成 22（2010）

年度から一部が国の直轄事業として整備されたことから、事業期間の短縮が図られ、

平成 25（2013）年度に完了しました。 

●災害時の広域輸送拠点や、大規模地震発生時の緊急物資輸送拠点として、晴海５号

耐震強化岸壁の整備が、平成 25（2013）年度に完了しました。 

 【幹線道路網の整備】 

●国道 2 号の戸田拡幅事業が完了し、引き続き、防府に至る富海拡幅事業が着手され

ました。 

●市道櫛浜久米線が全線開通しました。また、久米地区の県道下松新南陽線の拡幅整

備事業が着手されました。 

【工業用水】 

●工業用水として、海水・工場排水・下水処理水を再利用する実証実験に取り組みま

した。 

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

【周南コンビナート】 

●本市の平成 24（2012）年度の製造品出荷額（経済産業省：工業統計調査）は、

約 1 兆 4986 億円で、県内では第１位、県内の約 25％を占めています。 

●周南コンビナートは、原塩の電気分解により苛性ソーダ（ 3）や塩素等を生産するソ

ーダ工業と、輸入ナフサ（ 4）からエチレン（ 5）等を生産する石油化学工業とが融合し

た生産体系に特徴があります。また、苛性ソーダと塩化ビニルモノマー（ 6）の生産

能力は、日本一であり、東アジアでもトップクラスです。 

●東アジアでは、安価な電力と大水深の港湾を備えた、周南コンビナート同様の生産

体系をもつ巨大なコンビナートが稼働しており、国際競争力の強化が大きな課題と

なっています。 
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【港湾整備】 

●徳山下松港は、周南コンビナートの原熱材料である石炭や原塩などの大量のバルク

貨物やコンテナ貨物（ 7）を取り扱う重要な物流拠点港となっています。しかし、東

アジアのライバルコンビナートと比較して、ケープサイズ（ 8）の大型貨物船舶に対

応できないなど、国際物流ターミナルとしての機能が不十分であることから、国際

水準を満たす港湾基盤の強化・整備が喫緊の課題となっています。 

●晴海地区は、公園や遊歩道等の整備が進められ、臨海部における市民の憩いの場と

なる親水空間・交流拠点の形成が求められています。 

 【幹線道路網の整備】 

●国道２号や県道下松新南陽線などの慢性的な渋滞解消をはじめ、物流交通や地域連

携の円滑化、代替性の確保など産業・経済の観点から、港や高速道路へのアクセス

など効率的な道路ネットワークの形成が求められています。 

 【工業用水の確保】 

●周南コンビナートの渇水期の水不足対策として、県は、中山川ダムの水利権転用に

より、平成 32（2020）年から本市へ給水する方針を示していますが、新たな企

業立地を促進するには、さらなる水量確保が必要となっています。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・港湾基盤強化の促進 ・港湾基盤強化の促進 ・港湾基盤強化の促進 ・港湾基盤強化の促進 

●バルク貨物船舶の更なる大型化に対応した物流拠点港として、泊地・航路や荷役機

械などの港湾基盤の整備を推進します。 

●臨海部については、事業用地・物流・埠頭用地等を確保するため、新南陽地区のＮ

７号埋立事業や徳山地区のＴ１０号埋立事業を推進します。 

●市民の憩いの場となる親水空間・交流拠点の形成に向けた整備を推進します。 

    

・幹線道路網の整備・充実・幹線道路網の整備・充実・幹線道路網の整備・充実・幹線道路網の整備・充実  

●広域道路ネットワークを強化するため、国道 2 号の拡幅や立体事業、県道下松新南

陽線の拡幅事業など、主要な幹線道路の早期完成に向けて取り組みます。 

●地域高規格道路「周南道路」（ 9）など、臨海部の東西交通基盤の確保に向けて取り組

みます。 

     

・工業用水の確保 ・工業用水の確保 ・工業用水の確保 ・工業用水の確保 

●コンビナート企業の継続操業と新たな企業誘致等に向けて、新たな水資源の確保も

含め、工業用水の安定供給の検討を進めます。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・産業等活性化推進事業  ・産業等活性化推進事業  ・産業等活性化推進事業  ・産業等活性化推進事業 

●周南コンビナートの国際競争力強化に向け、コンビナート活性化推進懇談会の開催

や工業用水の確保に向けた調整等を行います。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

徳山下松港航路整備 

平成 25 年度 平成 31 年度 南陽航路：水深 12ｍ（幅員

240ｍ）・徳山西航路：水深

14ｍ(幅員 240ｍ) 
0 航路 2 航路 

主要５主要５主要５主要５ 

主要５主要５主要５主要５ 

主要５主要５主要５主要５ 
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・国際物流ターミナル整備事業 ・国際物流ターミナル整備事業 ・国際物流ターミナル整備事業 ・国際物流ターミナル整備事業 

●国際競争力の強化を図るため、航路・泊地の浚渫や岸壁・埠頭などの整備の早期実

現に取り組みます。    

        

・Ｎ７号埋立事業 ・Ｎ７号埋立事業 ・Ｎ７号埋立事業 ・Ｎ７号埋立事業 

●新南陽地区では、港湾浚渫土砂や廃棄物を埋立用材とする土地造成や、臨海部用地

確保の早期実現を図ります。    

        

・Ｔ１０号埋立事業 ・Ｔ１０号埋立事業 ・Ｔ１０号埋立事業 ・Ｔ１０号埋立事業 

●徳山地区では、港湾浚渫土砂を埋立用材とする土地造成や、臨海部用地確保の早期

実現を図ります。 

    

・国道２号周南立体事業 ・国道２号周南立体事業 ・国道２号周南立体事業 ・国道２号周南立体事業 

●市内の慢性的な交通混雑の緩和・交通安全の確保・地域経済の発展などを目的とす

る、主要渋滞箇所三田川交差点をまたぐ交差点の立体化や隣接交差点改良の早期実

現に取り組みます。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・周南市都市計画マスタープラン ・周南市都市計画マスタープラン ・周南市都市計画マスタープラン ・周南市都市計画マスタープラン【計画年次：平成 20～40 年度】 

 

 

 

【用語説明】【用語説明】【用語説明】【用語説明】 
                                                   

（1）国際バルク戦略港湾： 

石炭等のバルク貨物を扱う港湾の国際競争力の強化を目指し、世界最大級の大型船舶が入

港でき、戦略的に整備する港として国が選定する。 

（2）バルク貨物： 

穀物・塩・石炭・鉱石などのように、粉粒体のまま包装せずに積み込まれる貨物。ばら積み貨物と

もいう。 

（3）苛性ソーダ： 

強アルカリ性の基礎素材で、薬品や石けんの原料となるほか、排水処理などの公害防止事業や

紙の生産工程等、さまざまな用途に使われる。 

（4）ナフサ： 

石油成分中のガソリンと灯油の中間の沸点にある粗製ガソリンで、熱分解することにより石油化

学製品の原料となる。 

（5）エチレン： 

ナフサを熱分解して生産される石油化学基礎製品。加工すると、プラスチックや化学繊維などの

原料となる。 

（6）塩化ビニルモノマー： 

エチレンと塩素を合成して生産。塩化ビニルモノマーから製造される塩化ビニル樹脂は、塩ビパ

イプやホース・靴底などの製品の原料となる。 

（7）コンテナ貨物： 

コンテナとは、内部に物を納めるための容器。このコンテナに積み込まれる貨物を、コンテナ貨物

という。 
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（8）ケープサイズ： 

南アフリカ東岸のリチャーズベイ港に入港可能な 15 万から 20 万 DWT（載貨重量トン数）クラスの

バルク輸送船舶をいう。 

  【バルク輸送船舶（石炭）の標準的な規格】 

バルク輸送船舶の呼称 全長 満載喫水 必要水深 

ケープサイズ（20 万 DWT 級） 300m 18.1m 20m 

ケープサイズ（15 万 DWT 級） 275m 16.3m 18m 

パナマックス（9 万 DWT 級） 235m 12.7m 14m 

パナマックス（6 万 DWT 級） 225m 10.9m 12m 

 
（9）地域高規格道路「周南道路」： 

周南市から光市までの臨海部を結び、山陽自動車道と連携して地域道路ネットワークの軸を形

成する道路。  
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７-１０ 観光・コンベンション等による交流の推進７-１０ 観光・コンベンション等による交流の推進７-１０ 観光・コンベンション等による交流の推進７-１０ 観光・コンベンション等による交流の推進    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

官民の一体的な連携により、地域資源を最大限に活用した観光やコンベン官民の一体的な連携により、地域資源を最大限に活用した観光やコンベン官民の一体的な連携により、地域資源を最大限に活用した観光やコンベン官民の一体的な連携により、地域資源を最大限に活用した観光やコンベン

ション等による交流を一層推進し、地域経済の活性化・にぎわいの創出や都ション等による交流を一層推進し、地域経済の活性化・にぎわいの創出や都ション等による交流を一層推進し、地域経済の活性化・にぎわいの創出や都ション等による交流を一層推進し、地域経済の活性化・にぎわいの創出や都

市イメージの向上のほか、地域への愛着や誇りの醸成を図るなど、本市の活市イメージの向上のほか、地域への愛着や誇りの醸成を図るなど、本市の活市イメージの向上のほか、地域への愛着や誇りの醸成を図るなど、本市の活市イメージの向上のほか、地域への愛着や誇りの醸成を図るなど、本市の活

力や価値を高めます。 力や価値を高めます。 力や価値を高めます。 力や価値を高めます。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●工場夜景の観光資源化を図るとともに、周南冬のツリーまつりのイルミネーション

の充実に取り組むなど、夜型観光を推進しました。 

●防府市との観光振興に関する協定に基づき、観光施設利用者増加を目的とした施策

や観光合同キャンペーンを行うなど、広域的な連携事業に取り組みました。 

●市の歴史や文化を紹介する観光ボランティアガイドの育成を行い、名所巡りなどの、

おもてなし観光を推進しました。また、産業観光ツアーや工場夜景ツアーの催行な

ど、市の強みや特性を踏まえたショートトリップのほか、観光ボランティアガイド

を活用したおもてなし観光を推進し、アフターコンベンションの充実を図りました。 

 ●さまざまな分野におけるコンベンション情報の収集を図り、それらの情報を活用し

た誘致活動を展開することで、全国規模のコンベンションを誘致しました。また、

コンベンションの開催支援メニューの充実を図るとともに、民間団体等と連携し、

情報の共有や主催者のニーズに応じたサービスを提供するなど、受入体制を強化し

ました。 

●徳山動物園では、県内の観光施設で協定を締結し、さまざまな連携を図るとともに、

「ズー夢アップ 21 事業」の一環として、エサやり体験や小動物ふれあいなどのイ

ベントを実施するなど、動物園の魅力アップによる入園者の増加に努めました。 

●徳山動物園では、平成 25（2013）年にスリランカ民主社会主義共和国からスリ

ランカゾウ雄雌 2 頭を受け入れ、入園者の増加が図られました。 

●老朽化した徳山動物園のリニューアルでは、北エリアの工事に着手し、魅力ある動

物園の創造を図っています。 

●中山間地域では、小学生を民泊により受け入れる農山漁村の体験活動を試行するな

ど体験型教育旅行の受入れの機運の醸成を図り、平成 25（2013）年度には、体

験交流施設や民泊家庭で構成する「周南学びの旅推進協議会」が設立され、関東・

関西圏における誘致活動や受入れのための研修会等を開催するなど、体験型教育旅

行の受入体制の充実強化を図りました。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「観光振興」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
1.5％ 17.9％ 23.9％  15.9％  28.6％  12.2％  

全体 

(平成25年) 
1.3％  20.7％  28.0％  17.5％  20.4％  12.1％  
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現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●交通アクセスは、ＪＲ山陽新幹線徳山駅や市内 4 カ所の高速道路インターチェンジ

など第一次交通は充実していますが、市内到着後の観光地までの第二次交通の整備

が課題となっています。 

●市内に集客力のある観光資源が乏しいことや代表的な特産品等がないため、他の観

光地と比べて、誘客に対する訴求力が相対的に弱い状況にあります。 

●防府市と観光連携事業を実施していますが、周南地域全体での観光連携が必要とな

っています。 

●国際ミーティング・エキスポへの出展等を通じて、首都圏における誘致活動を展開

することにより、全国規模のコンベンションを誘致するなど、取組みの成果が現れ

始めています。 

●本市のコンベンションの開催支援メニューは、他市と比較しても遜色のない内容で、

一定の競争力はありますが、コンベンションの主催者等に対するワンストップサー

ビスが構築できていないなど、受入体制の強化が求められています。 

●国では、観光庁の発足以来、ＭＩＣＥ（ 1）の推進をさまざまな成長戦略に取り入れ

るなど、ＭＩＣＥの観点から国富の増大を図る取組みを行っています。 

●徳山動物園は昭和 35（1960）年開園し、施設の老朽化が大きな課題であるほか、

スリランカゾウの繁殖計画に向けた施設の更新、飼育動物の高齢化に伴う新たな動

物の導入が必要となっています。 

●子供の自然体験の促進等の観点から、国では、農山漁村での子供の民泊をはじめと

した１週間程度の体験活動を推進するための法整備が検討されています。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・観光交流の促進 ・観光交流の促進 ・観光交流の促進 ・観光交流の促進 

●（一財）周南観光コンベンション協会をはじめとする民間団体や企業との連携を強

化し、広域的なエリアでの観光ルートの開発・観光キャンペーンなどの観光誘客宣

伝を展開します。 

●観光ボランティアガイドを育成し、観光客に本市の歴史・文化への認識を高めても

らい、認知度アップにつなげます。 

  ●下松市・光市との連携強化を図るとともに、防府市との観光連携を継続し、広域的

な観光事業を展開します。 

  ●山口県等と連携し、海外への情報発信の強化や訪日外国人誘客に取り組むなど、国

際観光を推進します。 

    

・コンベンションシティの推進・コンベンションシティの推進・コンベンションシティの推進・コンベンションシティの推進 

●市内の施設を活用した各種大会、企業・学会等の会議や研修会などの誘致により、交

流人口の増大を図り、市内消費を喚起することで地域経済の活性化を図ります。 

●本市の地域資源を活用しながら、誘致するコンベンションのターゲットを明確にし、

戦略的な誘致活動を積極的に展開するとともに、民間団体・企業・学校等と一層連

携し、コンベンションの受入体制の強化を図ります。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

年間観光客数 
平成 25 年度 平成 31 年度 観光客動態調査に基づく

数値 137 万人 180 万人 

主要４主要４主要４主要４ 

主要４主要４主要４主要４ 
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●おもてなし観光やショートトリップの開発・充実により、アフターコンベンション

の魅力向上を図り、市内で開催されるコンベンションの付加価値を高めます。 

    

・魅力ある動物園の推進 ・魅力ある動物園の推進 ・魅力ある動物園の推進 ・魅力ある動物園の推進 

●施設の老朽化が進む中で、市街地にある動物園として、観光や学習等の動物園のも

つ機能の強化を図るため、全面的なリニューアルを進めます。 

●ニーズにあった展示館の企画事業の展開や多彩なコンテンツを利用した新規サー

ビスの提供、情報発信等により、ソフト面からも魅力ある動物園づくりを進めます。 

 

・都市農山漁村交流の推進 ・都市農山漁村交流の推進 ・都市農山漁村交流の推進 ・都市農山漁村交流の推進 

●自然や歴史・農林水産業・暮らしなど、地域にあるものを生かした体験や滞在でき

る交流活動を推進します。 

●子供たちが農山漁村で行う宿泊体験活動や体験型の修学旅行などの受入れを「周南

学びの旅推進協議会」と連携して推進します。 

●農業体験をはじめとした体験交流活動や農産物等の加工活動、景観づくりなどに取

り組む地域を支援します。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・広域観光推進事業  ・広域観光推進事業  ・広域観光推進事業  ・広域観光推進事業 

  ●現在の観光ニーズを踏まえ、下松・光市を含めた周南地域や防府市を一体的な観光

地として位置付け、広域観光ルートの開発や合同観光キャンペーンなどを行います。 

        

・観光ボランティアガイド育成事業 ・観光ボランティアガイド育成事業 ・観光ボランティアガイド育成事業 ・観光ボランティアガイド育成事業 

  ●（一財）周南観光コンベンション協会と連携し、観光資源に関する歴史や文化を伝

える人材を育成することにより、観光客に本市の魅力を紹介します。 

    

・コンベンションシティ推進事業・コンベンションシティ推進事業・コンベンションシティ推進事業・コンベンションシティ推進事業 

  ●各種コンベンシ ョンの誘致に努めると ともに、コンベンショ ンの開催支援・お   

もてなし対応・受入体制の整備等を行います。 

 

 ・動物園リニューアル事業  ・動物園リニューアル事業  ・動物園リニューアル事業  ・動物園リニューアル事業 

  ●老朽化した徳山動物園のリニューアル工事を行います。 

    

 ・ズー夢アップ２１事業  ・ズー夢アップ２１事業  ・ズー夢アップ２１事業  ・ズー夢アップ２１事業 

  ●体験を中心とした、動物園の魅力向上のためのソフト事業を展開します。 

    

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

徳山動物園の年間入園者

数 

平成 25 年度 平成 31 年度 

 320,364 人 360,000 人 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

体験型教育旅行の受入件

数 

平成 25 年度 平成 31 年度 体験型教育旅行で本市を

訪れた学校等の数 ― 5 団体 

主要４主要４主要４主要４ 

主要４主要４主要４主要４ 
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・ふるさとスローツーリズム推進事業 ・ふるさとスローツーリズム推進事業 ・ふるさとスローツーリズム推進事業 ・ふるさとスローツーリズム推進事業 

●体験型教育旅行の受入れや都市農山漁村交流を推進する「周南学びの旅推進協議会」

の活動を支援します。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

・（策定中）周南市観光ビジョン・（策定中）周南市観光ビジョン・（策定中）周南市観光ビジョン・（策定中）周南市観光ビジョン【計画年次：平成 27～31 年度】 

・動物園リニューアル基本計画 ・動物園リニューアル基本計画 ・動物園リニューアル基本計画 ・動物園リニューアル基本計画 

    

    

    

【用語説明】 【用語説明】 【用語説明】 【用語説明】 
                                                   

（1）ＭＩＣＥ：  

企業等の会議（Meeting）、企業などの報奨・研修旅行（インセンティブ旅行：Incentive Travel）、

国 際 機 関 や 団 体 ・ 学 会 な ど の 国 際 会 議 （ Convention ） 、 展 示 会 ・ 見 本 市 ・ イ ベ ン ト

（Exhibition/Event）の頭文字で、多くの集客交流が見込まれる、ビジネスイベントなどの総称。 
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８-１ 新エネルギーの活用と低炭素社会の実現８-１ 新エネルギーの活用と低炭素社会の実現８-１ 新エネルギーの活用と低炭素社会の実現８-１ 新エネルギーの活用と低炭素社会の実現    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

地球温暖化防止のため、水素をはじめとした新たなエネルギーを活用し、地球温暖化防止のため、水素をはじめとした新たなエネルギーを活用し、地球温暖化防止のため、水素をはじめとした新たなエネルギーを活用し、地球温暖化防止のため、水素をはじめとした新たなエネルギーを活用し、

低炭素社会の実現を目指します。 低炭素社会の実現を目指します。 低炭素社会の実現を目指します。 低炭素社会の実現を目指します。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●本市で大量に生産される水素の利活用を図るため、平成 25（2013）年に「周南

市水素利活用推進協議会」を立ち上げ、「周南市水素利活用構想」を策定するとと

もに、中四国地方で初となる液化水素ステーションの誘致に取り組みました。 

●住宅用太陽光発電設備設置費を補助し、再生可能エネルギーの普及促進を図りまし

た（平成 22～25 年度：1,024 基）。 

●「エコチャレンジ（市民節電所）事業」を実施し、家庭での夏季の節電を啓発しま

した。（平成 17～25 年度：延べ 1,190 世帯） 

●市の公共施設に太陽光発電設備を導入しました。（平成 22～25 年：９施設） 

 ●市内一斉ノーマイカー運動を実施し、二酸化炭素排出量の削減を図るとともに、車

を使用しないエコライフの推進をしました。 

 ●身近な地球温暖化防止対策として、公共施設へみどりのカーテンを設置するととも

に、市民や事業所を対象にみどりのカーテン設置講習会を開催しました。 

（平成20～25年度：延べ延長距離2,418.1m） 

    

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「地球温暖化防止への取組み」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体  

(平成25年 ) 
0.8％  11.7％  13.7％  3.7％  54.1％  16.0％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●地球温暖化の進展などに伴い、化石燃料への依存体質の脱却が求められており、太陽

光をはじめとする再生可能エネルギーや水素などの新エネルギーの導入を図る必要

があります。 

●全国有数の水素発生都市という地域特性を生かし、水素の利活用による産業振興と低

炭素社会の実現に向けて、平成 27（2015）年度の液化水素ステーション開設に併

せ、水素を燃料とする燃料電池自動車やフォークリフト（ 1）・定置用燃料電池（エネ

ファーム）（ 2）などの普及促進を図る必要があります。 

●地球温暖化の原因物質でもある二酸化炭素排出量が全国的に増加傾向にあることか

ら、家庭や事業所において排出削減に向けて取り組む必要があります。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・水素エネルギーの利活用の推進 ・水素エネルギーの利活用の推進 ・水素エネルギーの利活用の推進 ・水素エネルギーの利活用の推進 

●本市では、液化水素と圧縮水素の製造工場が稼働し、水素が大量に生産されているこ

とから、次代を担うクリーンエネルギーである水素の利活用を促進することで、エネ

ルギーの地産地消と低炭素社会への取組みを進めます。 

主要５主要５主要５主要５ 
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●本市の地産である水素の利活用の促進に向けた環境の整備を図ります。 

●水素エネルギーの普及を進めていくために、水素に関する正しい知識の普及啓発を

進めます。 

    

・二酸化炭素排出量削減の推進・二酸化炭素排出量削減の推進・二酸化炭素排出量削減の推進・二酸化炭素排出量削減の推進 

●省エネルギーを推進し、太陽光発電・小水力発電・森林バイオマス発電などの再生

可能エネルギーを活用した設備・製品の普及促進を図ります。 

●公共施設への再生可能エネルギーの導入や、環境に負荷の少ない燃料を利用した公

用車の導入に努めるなど率先した取組みを行います。    

※ 二酸化炭素排出量を指標とした場合、排出係数により大きく変動するため、エネルギ

ー使用量（原油換算）とした。 

 

・啓発活動 ・啓発活動 ・啓発活動 ・啓発活動 

●市民一人ひとりが地球温暖化問題を自分のこととして意識し、実践できるようあら

ゆる機会を通じて啓発を行います。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・水素利活用推進事業  ・水素利活用推進事業  ・水素利活用推進事業  ・水素利活用推進事業 

●本市の地域産品でもある水素の利活用を促進するため、水素ステーションを核とし

たまちづくりの推進や、水素関連ビジネスの創出に向けた支援、水素エネルギーの

普及啓発等を図ります。 

・地球温暖化を防ぐまちづくり事業 ・地球温暖化を防ぐまちづくり事業 ・地球温暖化を防ぐまちづくり事業 ・地球温暖化を防ぐまちづくり事業 

●市民の省エネルギー意識の醸成を図るため、各家庭での電気使用量の削減に取組み

ます。 

●身近な地球温暖化防止対策として、市有施設へみどりのカーテンを設置し、市民や

事業所を対象に設置講習会を開催することで、市域全体への普及を促します。 

●しゅうなん出前トークなどを通じて、学校・事業所・自治会や地域のボランティア

団体等に対し、「エコすごろく」などを用いて楽しくわかりやすい環境学習事業を実

施します。 

●公共施設への省エネ・再エネ設備の導入や、ペーパレス化など、市の事務・事業に

おいて環境に負荷の少ない取組みを率先して行います。 

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

燃料電池自動車・水素自

動車（ 3）数 

平成 25 年度 平成 31 年度 燃料電池バス 1 台あたり

燃料電池自動車 70 台分

の水素需要として算出 
0 台 580 台 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

定置用燃料電池（エネフ

ァーム） 

平成 25 年度 平成 31 年度 市内ガス事業者のエネ

ファーム販売台数 120 台 1,100 台 

市役所のエネルギー使用

量（原油換算） 

平成 25 年度 平成 31 年度 市役所の事業活動で１

年間に使用するエネル

ギー量 
15,418kl 13,876kl 
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関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

・周南市水素利活用構想・周南市水素利活用構想・周南市水素利活用構想・周南市水素利活用構想【計画年次：平成 26～42 年度】 

・（策定中）周南市水素利活用計画・（策定中）周南市水素利活用計画・（策定中）周南市水素利活用計画・（策定中）周南市水素利活用計画【計画年次：平成 27～31 年度】    

 ・（策定中）周南市環境基本計画 ・（策定中）周南市環境基本計画 ・（策定中）周南市環境基本計画 ・（策定中）周南市環境基本計画【計画年次：平成 27～36 年度】 

 ・（策定中）周南市エコ・オフィス実践プラン ・（策定中）周南市エコ・オフィス実践プラン ・（策定中）周南市エコ・オフィス実践プラン ・（策定中）周南市エコ・オフィス実践プラン【計画年次：平成 27～36 年度】 

 

 

 

【用語説明】【用語説明】【用語説明】【用語説明】 
                                                   

（1）燃料電池自動車・フォークリフト： 

水素と空気中の酸素を化学的に反応させて発電する燃料電池を搭載し、その電気でモーター

を駆動し走行する自動車・フォークリフト。走行時には水しか排出しないため、究極のエコカーとい

われている。 

（2）定置用燃料電池（エネファーム）：  

都市ガスなどから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させて発電し、その際に発生する

熱で湯も作る、省エネ製品。 

（3）水素自動車：  

ガソリンの代わりに水素を燃料とする内燃エンジンによって走行する自動車。 
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８-２ 循環型社会の実現８-２ 循環型社会の実現８-２ 循環型社会の実現８-２ 循環型社会の実現    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

廃棄物処理法に則った一般廃棄物の適正な処理を実施するとともに、市廃棄物処理法に則った一般廃棄物の適正な処理を実施するとともに、市廃棄物処理法に則った一般廃棄物の適正な処理を実施するとともに、市廃棄物処理法に則った一般廃棄物の適正な処理を実施するとともに、市

民・事業者・行政が協働して、ごみの発生抑制・再利用・再資源化（３Ｒ）民・事業者・行政が協働して、ごみの発生抑制・再利用・再資源化（３Ｒ）民・事業者・行政が協働して、ごみの発生抑制・再利用・再資源化（３Ｒ）民・事業者・行政が協働して、ごみの発生抑制・再利用・再資源化（３Ｒ）

を推進することにより、循環型社会の形成を目指します。 を推進することにより、循環型社会の形成を目指します。 を推進することにより、循環型社会の形成を目指します。 を推進することにより、循環型社会の形成を目指します。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等実施した主要施策・事業等実施した主要施策・事業等実施した主要施策・事業等 

●平成 22（2010）年度に、旧２市２町で異なっていたごみの分別方法を統一しま

した。また、平成 23（2011）年度に、リサイクルプラザの供用を開始し、旧２

市２町で異なっていた資源物（古紙・衣類を除く）や燃やせないごみ等の処理シス

テムを統一しました。 

●ごみの分別方法の統一やリサイクルプラザの供用開始により、再資源化率の大幅な

向上を実現しました。（※ 再資源化率：H22 年度実績：30.2%→H25 年度速報値：42.0%） 

また、最終処分量（埋立量）の大幅な削減を実現しました。（※ 最終処分量：H22 年

度実績：13,326ｔ→H25 年度速報値：3,412ｔ） 

●最終処分場の埋立残余容量がひっ迫していたため、平成 26（2014）年 4 月に、

徳山下松港新南陽 N７地区に、新たな最終処分場の供用を開始しました。 

●リサイクルプラザ内の「環境館」では、エコフェスタなどのイベント開催や施設見

学者の受け入れなどを実施し、ごみの適正分別の必要性や３Ｒの取組みの重要性に

ついてＰＲを行ってきました。（※ 来館者数：H25 年実績：3,381 人） 

●現在、燃やせるごみの処理は、３施設で行っていますが、一部事務組合を構成する

関係各市と協議を行い、Ｈ27（2015）年度から新南陽・鹿野地域のごみを、平成

31（2019）年度から熊毛地域のごみを恋路クリーンセンターで処理することにな

りました。これにより、ごみ処理費の削減や燃やせるごみ指定袋の統一等を図るこ

ととなります。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「廃棄物処理対策や自然環境への取組み」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
5.8％ 31.5％ 26.9％  11.6％  13.2％  11.0％  

全体 

(平成25年) 
6.9％  43.0％  22.0％  7.5％  9.3％  11.3％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●私たちの暮らしは、大量生産・大量消費・大量廃棄の社会から循環型社会への転換

が求められています。 

●ごみのリサイクル率は、41.4％（平成 24 年度）で、県（28.1％）や国（20.4％）

の平均値を大きく上回っています。しかしながら、今後、燃やせるごみ処理施設の

統一により、ごみ燃料化施設の稼働を停止するため、リサイクル率の低下が懸念さ

れますが、それでも全国平均値を上回ることが予想されます。 
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●一人一日あたりごみ排出量は、718ｇ（平成 24 年度）で、年々減少しているもの

の、県（713ｇ）や国（684ｇ）の平均値を上回っています。 

●今後も引き続き、市民や事業者・行政が協働して、「ごみの発生抑制」「再使用」「再

資源化」（３Ｒ）を推進していく必要があります。 

●現在、処理困難物の処理は、周南市不燃物処分場や熊毛ストックヤード・鹿野一般

廃棄物最終処分場で、地域ごとに処理しています。 

●今後、ごみ収集・処理システムを完全に統一し、市全域のごみ処理の効率化を図る

必要があります。 

●現在、し尿や浄化槽汚泥の中間処理をしている、衛生センター・玖西汚泥再生処理

施設真水苑は、両施設とも老朽化しているため、市内全域の処理を徳山中央浄化セ

ンターで行うことを視野に、処理システムの再構築を行う必要があります。 

●不法投棄は、警察や保健所など関係機関等との連携、また不法投棄防止看板の設置

等により、平成 22 年度（100 件）以降、減少傾向にありましたが、平成 25 年度

は 98 件と増加しています。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・ごみの発生抑制・再利用・再資源化（３Ｒ）のさらなる推進 ・ごみの発生抑制・再利用・再資源化（３Ｒ）のさらなる推進 ・ごみの発生抑制・再利用・再資源化（３Ｒ）のさらなる推進 ・ごみの発生抑制・再利用・再資源化（３Ｒ）のさらなる推進 

●市民・事業者・行政が協働して、「ごみの発生抑制」「再利用」「再資源化」（３R）

に取り組みます。 

●リサイクルプラザの安心安全な運転、安定した運営を行い、市内全域の資源物（古

紙・衣類を除く）や燃やせないごみ等を効率的に処理し、再資源化・最終処分量の

削減を推進します。 

●生ごみ処理機（処理容器）購入補助、資源物回収報奨金制度等、補助制度活用の周

知徹底により、３Ｒのさらなる推進、ごみの減量化と再資源化の促進を図ります。 

    

・効率的な廃棄物処理システムの確立等 ・効率的な廃棄物処理システムの確立等 ・効率的な廃棄物処理システムの確立等 ・効率的な廃棄物処理システムの確立等 

●平成 31（2019）年度から、市内全域の燃やせるごみの収集・処理を統一し、恋

路クリーンセンターで処理することで、ごみ処理費の削減を図ります。 

●今後、処理困難物の収集・処理を一元化し、収集・処理システムの完全な統一を図

ります。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

市民一人 1 日当たりごみ

排出量 

平成 25 年度 平成 31 年度 「家庭ごみの排出量÷周南

市の人口÷365 日」 
708.9ｇ 検討中 

再資源化率 

平成 25 年度 平成 31 年度 「再資源化量÷ごみ排出量

（事業系も含む）×100」 

※H26 年度末のごみ燃料化施

設の停止により、再資源化量

が減少する。 

42.0％ 検討中 

最終処分量（埋立量） 

平成 25 年度 平成 31 年度 
不燃物処分場・鹿野一般廃棄

物最終処分場の埋立量 

※H26 年度以降は、徳山下松

港新南陽Ｎ７地区最終処分

場を含む。 

3,412ｔ 検討中 
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●市内全域のし尿や浄化槽汚泥は、徳山中央浄化センターで処理することを視野に、

処理システムの再構築に取り組みます。 

●保健所や警察等関係機関と連携し、不法投棄防止に取り組みます。 

 

・循環型社会づくりに向けた環境教育・啓発の推進 ・循環型社会づくりに向けた環境教育・啓発の推進 ・循環型社会づくりに向けた環境教育・啓発の推進 ・循環型社会づくりに向けた環境教育・啓発の推進 

●体験工房、再生品の展示など、見て・聞いて学習する場として、市民参加型の環境

イベント「エコフェスタ」を「環境館」にて開催し、ごみ問題を初めとする市民の

環境に対する意識啓発を進めます。 

●「環境館」を核として、市広報・ケーブルテレビ・出前トーク等あらゆる機会を通

して、啓発事業を実施します。 

●地域のごみ問題のリーダー「クリーンリーダー」と協力し、ごみ減量化・再資源化

の啓発に取り組みます。 

●周南市快適環境づくり推進協議会等の団体と協力して、自然環境の保全や快適で住

みよいまちづくりを推進するとともに、安心して暮らせる環境を次世代に引き継ぐ

ため、地球温暖化防止への取り組みや循環型社会形成に向けた活動を支援します。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

・リサイクルプラザ運転管理事業 ・リサイクルプラザ運転管理事業 ・リサイクルプラザ運転管理事業 ・リサイクルプラザ運転管理事業 

●一般廃棄物の再資源化を推進するため、リサイクルプラザの安心安全な運転、安定

した管理・運営を行います。 

・環境館運営管理事業 ・環境館運営管理事業 ・環境館運営管理事業 ・環境館運営管理事業 

●「環境館」をリサイクルや環境などの啓発活動の拠点として、事業展開を進めます。 

・家庭ごみコンポスト化事業 ・家庭ごみコンポスト化事業 ・家庭ごみコンポスト化事業 ・家庭ごみコンポスト化事業 

●家庭ごみ排出量の削減を図るため、家庭ごみコンポスト化事業を推進します。 

・資源物団体回収推進事業 ・資源物団体回収推進事業 ・資源物団体回収推進事業 ・資源物団体回収推進事業 

●一般廃棄物の再資源化を促進するため、自治会などによる資源物団体回収を奨励し

ます。 

・し尿処理施設整備事業 ・し尿処理施設整備事業 ・し尿処理施設整備事業 ・し尿処理施設整備事業 

●徳山中央浄化センター再構築事業に併せて、し尿や浄化槽汚泥を安定的に処理する

施設を整備します。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・（策定中）周南市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 ・（策定中）周南市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 ・（策定中）周南市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 ・（策定中）周南市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画【計画年次：平成 27～36 年度】 

 ・周南市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画・周南市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画・周南市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画・周南市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画【計画年次：平成 20～37 年度】    

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

環境館利用者数 
平成 25 年度 平成 31 年度 視察者・会議室利用者・一般

来館者 
3,381 人 検討中 

クリーンリーダー設置率 

平成 25 年度 平成 31 年度 
クリーンリーダー設置自治会

数÷市内自治会数 92.8％ 100％ 
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８-３ 環境保全の推進８-３ 環境保全の推進８-３ 環境保全の推進８-３ 環境保全の推進    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

地域の特性に応じた自然環境を保全・活用し、人と自然が共生する豊か地域の特性に応じた自然環境を保全・活用し、人と自然が共生する豊か地域の特性に応じた自然環境を保全・活用し、人と自然が共生する豊か地域の特性に応じた自然環境を保全・活用し、人と自然が共生する豊か

で安心して暮らせるまちづくりを進めます。また、市民一人ひとりの自覚で安心して暮らせるまちづくりを進めます。また、市民一人ひとりの自覚で安心して暮らせるまちづくりを進めます。また、市民一人ひとりの自覚で安心して暮らせるまちづくりを進めます。また、市民一人ひとりの自覚

のもとごみのないきれいなまちづくりを進めます。 のもとごみのないきれいなまちづくりを進めます。 のもとごみのないきれいなまちづくりを進めます。 のもとごみのないきれいなまちづくりを進めます。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●豊かな水環境を保全するため、公共下水道の整備や浄化槽の普及を図りました。 

●川の源流を探索することで水の大切さや生物多様性の実態を学ぶ「源流探検バスツ

アー」「水辺の教室」を開催し、環境保全への意識向上を図りました。 

●生態系との調和を踏まえた河川・藻場・干潟の整備などの、野生生物の生育・生息

環境の保全や再生を図りました。 

●市道などの環境美化活動を行う団体を登録し支援する、環境清掃里親制度を実施し

ました。（Ｈ25 年度：60 団体） 

●都市公園や普通公園で清掃活動される団体を登録・支援する公園愛護会を実施しま

した。（Ｈ25 年度：127 団体） 

●平成22（2010）年度から、犬適正飼育啓発事業による、犬の飼い方教室等を行い、

ペットの適正飼養の啓発、ペットのフンを放置しないなどのマナー向上を推進しま

した。 

●平成2３（201１）年度に、「空き缶等のポイ捨てその他の迷惑行為禁止条例」を改

正し、空き缶等のポイ捨て禁止・ペットのふんの放置禁止・路上喫煙禁止区域の指

定など、清潔で美しいまちづくりに取り組みました。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「廃棄物処理対策や自然環境への取組み」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体  

(平成20年 ) 
5.8％  31.5％  26.9％  11.6％  13.2％  11.0％  

全体  

(平成25年 ) 
6.9％  43.0％  22.0％  7.5％  9.3％  11.3％  

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●本市の恵み豊かな環境を次世代へ引き継いでいくため、市民や事業者・行政が連携

し、環境負荷の少ない循環型社会の構築に取り組み、人と自然の共生する社会の実

現を図ることが求められています。 

●市内の海や川などの公共用水域の水質は、一部環境基準に達しておらず、引き続き

生活排水等の対策を進める必要があります。 

●自然環境の保全に対する意識の高揚を図るために、動植物の生態系を学んだり、自

然と触れ合ったりする機会を創出する必要があります。 

●市民や事業者・行政が連携して、自然環境の保全・活用をしていく体制づくりが

求められています。 
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●自治会や事業所・団体等による自主的な清掃活動や、環境清掃里親制度・公園愛護

会制度等の取組みにより、近年、環境美化に対する意識は向上しています。一方「道

路沿いでポイ捨てされている」「ペットのフンが放置されている」などの声も寄せら

れており、今後、ごみのないきれいなまちづくりに向けた市民一人ひとりの意識の

醸成を図る必要があります。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・自然環境の保全と再生・自然環境の保全と再生・自然環境の保全と再生・自然環境の保全と再生    

●公共用水域の水質保全のため、公共下水道や浄化槽の整備など生活排水の浄化対策

を引き続き行います。 

●貴重な文化財としてのツル渡来地、またツル類の種の保存のため、ナベヅル保護や

人との共生を進めます。 

    

・人づくり・地域づくり・人づくり・地域づくり・人づくり・地域づくり・人づくり・地域づくり    

●市民や環境美化団体・行政が一体となり、地域の環境美化を推進します。 

●地域住民やボランティア団体等と連携して、里山や棚田・水辺などの保全と再生に

努めます。 

    

・ごみのないきれいなまちづくりの推進 ・ごみのないきれいなまちづくりの推進 ・ごみのないきれいなまちづくりの推進 ・ごみのないきれいなまちづくりの推進 

●庁内で実行委員会を組織し、これまで本市が行った施策を横断的かつ効率的に推進

し、市民と一体となって、ごみのないきれいなまちづくりに取り組みます。 

●モデル団体などの啓発活動により、ごみのないきれいなまちづくりへの取組みを市

全域に拡大します。 

●ペットのふんの放置を防止するため、飼い方マナー向上に取り組みます。 

●市内中心部で行われる大規模なイベントに合わせて清掃活動を行い、市民参加によ

るごみのないきれいなまちづくりの推進に取り組みます。 

 

 

 

 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

生活排水処理率 

平成 25 年度 平成 31 年度 （行政区域内人口－非水

洗化人口（計画収集人口

＋自家処理人口）－単独

処理浄化槽人口）÷行政

区域内人口 

89.7％ 93.8％ 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

きれいなまちづくり清掃

活動参加者数 

平成 25 年度 平成 31 年度 大規模なイベントに合わ

せた清掃活動への参加者

数 
－ 4,000 人 

犬の飼い方教室・講座の

受講者数 

平成 25 年度 平成 31 年度 
県職員・獣医師による教

室・講座の延べ受講者数 99 人 600 人 
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主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

・“もやい”で進めるきれいなまちづくり推進事業 ・“もやい”で進めるきれいなまちづくり推進事業 ・“もやい”で進めるきれいなまちづくり推進事業 ・“もやい”で進めるきれいなまちづくり推進事業 

●自発的に環境美化活動に取り組んでいる団体などへの支援や各種イベント等の啓発

活動を通し、市民、事業所、行政が一体となってきれいなまちづくりを推進します。 

    

・合併処理浄化槽整備推進事業 ・合併処理浄化槽整備推進事業 ・合併処理浄化槽整備推進事業 ・合併処理浄化槽整備推進事業 

●公共用水域の水質保全や公衆衛生の向上を図るため、浄化槽設置に対する支援を行

い、普及を促進します。 

        

・ナベヅルの保護対策事業 ・ナベヅルの保護対策事業 ・ナベヅルの保護対策事業 ・ナベヅルの保護対策事業 

●ナベヅルの生息環境の整備、保護ツルの移送・放鳥など保護対策を推進します。    

    

・犬適正飼育啓発推進事業 ・犬適正飼育啓発推進事業 ・犬適正飼育啓発推進事業 ・犬適正飼育啓発推進事業 

●「犬の飼い方教室」「ワンワン銀行」の開催等により適正飼育の啓発を推進します。 

     

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

・（策定中）周南市環境基本計画・（策定中）周南市環境基本計画・（策定中）周南市環境基本計画・（策定中）周南市環境基本計画【【【【計画年次：平成 27～36 年度】】】】    

・周南市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画・周南市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画・周南市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画・周南市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画【計画年次：平成 20～37 年度】    
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９-１ 市政に参画できる仕組みの充実９-１ 市政に参画できる仕組みの充実９-１ 市政に参画できる仕組みの充実９-１ 市政に参画できる仕組みの充実    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

市政に関するさまざまな情報を積極的に発信・収集し、透明性の高い行市政に関するさまざまな情報を積極的に発信・収集し、透明性の高い行市政に関するさまざまな情報を積極的に発信・収集し、透明性の高い行市政に関するさまざまな情報を積極的に発信・収集し、透明性の高い行

政運営を進めるとともに、市政に関するさまざまな情報提供に努め、より政運営を進めるとともに、市政に関するさまざまな情報提供に努め、より政運営を進めるとともに、市政に関するさまざまな情報提供に努め、より政運営を進めるとともに、市政に関するさまざまな情報提供に努め、より

一層市民が市政に参画できる環境づくりを進めます。 一層市民が市政に参画できる環境づくりを進めます。 一層市民が市政に参画できる環境づくりを進めます。 一層市民が市政に参画できる環境づくりを進めます。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

【広報・広聴】【広報・広聴】【広報・広聴】【広報・広聴】    

● 市ホームページでは、市政に関するさまざまな情報を発信しています。また「よ

うこそ市長室」のページでは、市長の毎日の動向や交際費の執行状況・定例記者

会見などの情報を公開し、より開かれた市政運営に努めています。 

● 市広報においては、民間活力を導入し、コストの削減と見やすい紙面づくりに努

めています。また、Facebook や Twitter の運用開始や市ホームページへの電子

書籍の掲載、暮らしのガイドブックの発行など、さまざまな広報媒体の活用を進

めています。 

● 「市長への政策提言箱」などの個別の広聴や「市長と語ろう！もやいミーティン

グ」などの集団的な広聴を通して、市民の意見や要望などを把握し、適切な対応

に努めてきました。 

【情報公開】【情報公開】【情報公開】【情報公開】    

● 市民の知る権利を尊重しながら、さまざまな行政活動について説明責任を果たし、

公正で開かれた行政を推進するため、情報公開の適切な運用に努めています。 

● 情報公開窓口では、市が作成した計画書や報告書、議会に関する資料の閲覧がで

きます。また、観光・イベント情報など、市政に関する積極的な情報提供に努め

ています。 

【市政への市民参画】【市政への市民参画】【市政への市民参画】【市政への市民参画】    

● 市の機関が行う施策に市民の意見や提案などを反映させるため、取組みの企画立

案から実施に至るまで、市民が主体的に参画するために必要な基本的事項を定め

た「市民参画条例」に基づき、パブリック・コメントや市民説明会等のさまざま

な市民参画の手法で意見などを伺いました。 

● 毎年度、市の各機関における市民参画の取組みをまとめた「市民参画実施状況年

次報告書」を作成し、第三者機関である「周南市市民参画推進審議会」の評価を

受け、広く市民に公表する「市民参画評価システム」を、適正かつ継続的に運用

しています。 

● 市民の市政への参画を推進するため、参画型会議の進行役を担うファシリテータ

ー（促進者）の養成講座を開催しました。また、市民の参画のきっかけづくりと

して、市の各機関の取組みをまとめた「市民参画スケジュール」を発行し、普及

啓発に努めました。 
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・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●「市政への参画や市民と行政の協働の推進」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
1.8% 17.8% 20.7% 9.6% 37.2% 12.9% 

全体 

(25年) 
1.6% 24.0% 24.1% 10.6% 26.8% 12.9% 

 

●市政への市民参画についてどう思われますか？ 

 
現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

● インターネットの人口普及率（総務省通信利用動向調査）は、本市誕生の平成 15

年（2003 年）末に 64.3％でしたが、平成 24（2012）年には 79.5％と年々

増加しています。しかしながら、高齢化が進む中、市政の情報提供媒体は、依然

として広報紙が主流であると考えられます。 

● パブリック・コメントや市民説明会などのさまざまな市民参画の手法を用いて、

積極的に情報提供し、説明責任を果たすことにより、市民ととともに課題・目標

を共有しながら、施策を進める必要があります。  

● 市民参画の機会を拡充するのみならず、市の取組みを分かりやすく説明するとと

もに、PR や開催日時の工夫など、さらに効果的な手法を研究し、市民が市政に参

画しやすい環境づくりを進める必要があります。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・市政情報の発信・個人情報の保護の推進 ・市政情報の発信・個人情報の保護の推進 ・市政情報の発信・個人情報の保護の推進 ・市政情報の発信・個人情報の保護の推進 

●分かりやすい表現で見やすい広報紙、統一感のあるホームページなど広報媒体を  

工夫し、さまざまな媒体の活用により、市民に情報提供・情報共有を図ります。    

●安全安心に関する情報共有体制、地域情報やイベント情報の共有によるコミュニケ

ーション機能や、動画による情報発信の取組みなど、効率的でスピード感のあるサ

ービスの提供に向けて、ＩＣＴの利活用を進めます。 

●市が保有する個人情報については、適正な取り扱いの確保に努めるとともに、市民

や事業者にも適切な取り扱いを広めます。    
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・広聴活動の拡充 ・広聴活動の拡充 ・広聴活動の拡充 ・広聴活動の拡充 

●幅広く市民の意見を聴取することにより、市民ニーズを把握し、広聴活動の充実を

図ります。 

●関係機関と連携し、多種多様な市民の相談に対応できるよう、市民相談業務の充実

を図ります。 

    

・市民参画機会の拡充 ・市民参画機会の拡充 ・市民参画機会の拡充 ・市民参画機会の拡充 

●市民一人ひとりが市政に参画することができる環境づくりに向けて、多様な市民参

画方法の設定や実施時期の工夫に努めます。 

    

・市民参画評価システムの充実 ・市民参画評価システムの充実 ・市民参画評価システムの充実 ・市民参画評価システムの充実 

●市民参画の推進を図るとともに、手続きの透明性を高めるため、毎年度の実施状況

について、第三者機関によって審議・評価を受け、結果を公表するシステムの充実

を図ります。 

    

・市民参画に係る人材養成 ・市民参画に係る人材養成 ・市民参画に係る人材養成 ・市民参画に係る人材養成 

●中立的な立場で市民から多様な意見を引き出し、円滑に会議の進行を行うことので

きるファシリテーターの人材養成を図ります。 

●市民参画の視点をもち、市民の意見・提言を市の取組みに展開できる職員の育成を

図ります。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・広報事業  ・広報事業  ・広報事業  ・広報事業 

●市民の市政に対する関心を高め、積極的な参画を推進するため、広報活動の充実を

図ります。 

    

 ・市民参画推進事業  ・市民参画推進事業  ・市民参画推進事業  ・市民参画推進事業 

●市民参画手続の透明性を高め、参画を推進するため、毎年度の市民参画実施状況の

報告書を作成し、市民参画推進審議会の評価と併せて公表します。 

●市民参画の手法を普及し、市民参画を担う人材を養成します。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

市民参画関連講座等の延

べ参加者数 

平成 25 年度 平成 31 年度 
市民参画関連講座等の

延べ参加者数 116 人 260 人 
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９-２ 将来を見据えた行政経営９-２ 将来を見据えた行政経営９-２ 将来を見据えた行政経営９-２ 将来を見据えた行政経営    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

組織力・職員力のさらなる向上に向けた取組みや、公民連携を着実に推組織力・職員力のさらなる向上に向けた取組みや、公民連携を着実に推組織力・職員力のさらなる向上に向けた取組みや、公民連携を着実に推組織力・職員力のさらなる向上に向けた取組みや、公民連携を着実に推

進し、最少の経費で最大の効果を得られるよう行財政改革を進め、持続可進し、最少の経費で最大の効果を得られるよう行財政改革を進め、持続可進し、最少の経費で最大の効果を得られるよう行財政改革を進め、持続可進し、最少の経費で最大の効果を得られるよう行財政改革を進め、持続可

能な市民サービスにつなげる行政運営を目指します。 能な市民サービスにつなげる行政運営を目指します。 能な市民サービスにつなげる行政運営を目指します。 能な市民サービスにつなげる行政運営を目指します。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●第 2 次行財政改革大綱に基づき、「選択と集中」による行財政改革の推進を図りま

した。また、効率的で効果的な行政運営を進めるため、平成 25（2013）年度に

「周南市版マネジメントシステム」を構築し、行政評価や予算査定、人事（組織）

の検証に反映される仕組みづくりを行いました。 

●職員数の適正化では、「第 1 次定員適正化計画」に基づき、合併時の職員数 1,720

人を計画終了時（平成 22（2010）年 4 月）に 1,470 人（▲14.5％）とする目

標に対し、1,441 人（▲16.2％）に削減し、引き続き「第２次定員適正化計画」

では、職員力・組織力を結集した少数精鋭の市役所を目指し、平成 27（2015）

年 4 月の職員数の目標を 1,350 人（▲21.5％）としました。 

●外郭団体の見直しにより、平成 24（2012）年 3 月に周南市土地開発公社、11

月に周南市都市開発事業団を解散しました。 

●専門的知識・経験等を有する、「市政アドバイザー制度」を活用し、トップマネジ

メントの強化に努めました。 

●地方分権に対応した受け皿となる基礎自治体としての体制づくりを進め、全ての建

築確認等に対応した特定行政庁への移行などのまちづくり分野の事務や、パスポー

ト発行などの市民に身近な事務など県から権限移譲を受け、行政機能の充実を図り、

市民サービスの向上に取り組みました。 

●ノンカスタマイズを基本としたコンピュータシステムの更新を行い、経費の縮減を

図るとともに、システムの有効利用による市民サービスの向上と行政事務の効率化

に取り組んでいます。 

●地図利用サービス「しゅうなんマップ」を民間の無料地図の活用に切り替えたほか、

電子申請サービスをホームページの電子申請機能に移行するなど、電子自治体を推

進しながら費用対効果を考慮した市民サービスの提供に努めました。 

●平成 25 年 11 月に、（株）丸久との「地域活性化包括連携協定」を締結し、地域の

活性化に向けて、幅広い分野での協働事業に取り組みました。 

 

・・・・市民の評価（市民アンケート）市民の評価（市民アンケート）市民の評価（市民アンケート）市民の評価（市民アンケート）     

●「行政改革の推進」に対する満足度 

区 分 満 足 まあ満足 やや不満 不 満 どれでもない 無回答 

全体 

(平成20年) 
1.6％ 13.4％ 21.8％  15.7％  33.8％  13.7％  

全体 

(25年) 
1.9％  21.9％  24.6％  15.4％  23.2％  13.0％ 
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●「行財政改革」について、今後、何に重点的に取り組むべきと思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●人口減少による歳入の減少や超高齢社会の進行による歳出の増加が見込まれ、さら

に、合併優遇措置の終了による地方交付税の縮減、公共施設の老朽化への対応など、

本市の行財政環境がさらに厳しさを増している中、将来にわたり持続可能なまちづ

くりを進めるためには、行政資源の有効活用を図り、「選択と集中」による行財政

改革を進めていく必要があります。 

●平成 27（2015）年４月の職員数を 1,350 人とする第 2 次定員適正化計画に取

り組んでおり、平成 26（2014）年 4 月現在で 1,383 人とおおむね計画どおり

の進捗となっていますが、今後の職員配置については、新たな行政需要と業務の継

続的な見直しを踏まえながら、適正化の取組みを進めていく必要があります。 

●行政が保有する個人情報やさまざまな情報資産を保護するため、情報セキュリティ

を確保することが重要です。 

●市民サービスの向上を図り、利便性を高める通信技術の活用やコンピュータシステ

ムの構築についても、常にＩＴ投資効果を検証し、システム導入や管理運用に関す

る最適化を図る必要があります。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・行財政改革の推進 ・行財政改革の推進 ・行財政改革の推進 ・行財政改革の推進 

●新たな指針となる「第 3 次行財政改革大綱」の基本目標である「自立したまちづく

り」に向けて、行財政改革のさらなる推進を図ります。また、執行体制や職員の最

適化を進めるとともに、事務事業の継続的な見直しにより、簡素で効率的な事務事

業の推進を図ります。 

 

 

主要７主要７主要７主要７ 
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●行政の多様化・高度化に対応していくため、個々の業務における専門的研修の充実

や人事評価の適切な運用により、職員資質・モチベーションの向上を図ります。 

●「周南市版マネジメントシステム」の柱となる「部・課の運営方針書」で各部署が

目標に向けて果たすべき役割を認識し、中長期的な達成目標を定め、常に点検・評

価しながら事業を進めるとともに、市民に対する説明責任の徹底を図ります。 

    

・他の自治体や多様な主体との連携 ・他の自治体や多様な主体との連携 ・他の自治体や多様な主体との連携 ・他の自治体や多様な主体との連携 

●広域的な連携による効率的な行政運営や防災、環境問題など本市単独では解決が難

しい課題に対応するため、他の自治体との広域的な連携について検討します。 

●自立的・主体的で個性豊かな地域づくりの展開、事務の簡素化やスピードアップな

ど、行政サービス向上につながる、県からの事務権限移譲の受け入れを進めます。 

●大学、工業高等専門学校、専門学校等の高等教育機関と連携し、各々の得意分野を

生かしながら、学生等の若い力を活用したまちづくりを進めます。 

●民間事業者等と連携し、地域活性化や災害対応など各々の分野と包括的な協働の取

組みを実施します。 

    

・情報セキュリティの確保 ・情報セキュリティの確保 ・情報セキュリティの確保 ・情報セキュリティの確保 

●行政情報の安全性を確保しながら、各種情報を整理・体系化し、分かりやすく市民

に提供することで、質の高い市民サービスを実現します。 

●情報セキュリティ対策を実施した上で、ＩＣＴの活用による市民サービスの向上を

図るとともに、インターネットなどを活用し、時間や場所に制約されない利便性の

高い市民サービスや市政への市民参画の機会の拡大を進めます。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・行政改革関係事業  ・行政改革関係事業  ・行政改革関係事業  ・行政改革関係事業 

  ●第３次行財政改革大綱の推進を図り、目標達成のための進行管理を行います。 

  ●市民との共創・共生、民間活力の活用を図り、サービスの向上や効率化を目指して、

業務の外部委託を推進します。 

  ●「周南市版マネジメントシステム」を機能的に活用し、施策や事務の着実な推進、

限られた資源の効果的・効率的な活用につなげます。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・（策定中）第３次行財政改革大綱 ・（策定中）第３次行財政改革大綱 ・（策定中）第３次行財政改革大綱 ・（策定中）第３次行財政改革大綱【計画年次：平成 27～31 年度】    

・（策定中）職員配置適正化方針・（策定中）職員配置適正化方針・（策定中）職員配置適正化方針・（策定中）職員配置適正化方針【計画年次：平成 27～31 年度】    

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

第３次行財政改革大綱

推進計画（平成２７～

３１年度）の実施状況 

平成 25 年度 平成 31 年度 「実施項目件数」÷「項

目件数」×100 ― 100％ 
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９-３ 持続可能な財政運営９-３ 持続可能な財政運営９-３ 持続可能な財政運営９-３ 持続可能な財政運営    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

将来にわたり必要な市民サービスを提供できるよう、第３次行財政改革将来にわたり必要な市民サービスを提供できるよう、第３次行財政改革将来にわたり必要な市民サービスを提供できるよう、第３次行財政改革将来にわたり必要な市民サービスを提供できるよう、第３次行財政改革

大綱に基づき、歳入・歳出全般の抜本的な見直しを行い、財源の確保と歳大綱に基づき、歳入・歳出全般の抜本的な見直しを行い、財源の確保と歳大綱に基づき、歳入・歳出全般の抜本的な見直しを行い、財源の確保と歳大綱に基づき、歳入・歳出全般の抜本的な見直しを行い、財源の確保と歳

出の抑制に取り組み、計画的で持続可能な財政運営に努めます。 出の抑制に取り組み、計画的で持続可能な財政運営に努めます。 出の抑制に取り組み、計画的で持続可能な財政運営に努めます。 出の抑制に取り組み、計画的で持続可能な財政運営に努めます。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●歳入に見合った歳出を基本方針とした「周南市健全財政推進計画」を策定し、自主

財源確保と歳出抑制に取り組み、健全な財政運営に努めました。 

●「納付ご案内センター」の活用や、口座振替の加入促進に取り組むとともに、県派

遣職員と協力して滞納整理を強化し、収納率向上に努めました。 

●市が所有する債権の取扱いについて、統一的な処理基準を定め、公正かつ公平な市

民負担の確保と債権管理の適正化に努めました。 

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●景気の低迷や人口減少などにより、市民税をはじめ自主財源が減少傾向にある一方

で、扶助費は増加傾向にあります。 

●多くの公共施設の老朽化が進んでいることから、施設の長寿命化と、維持管理コス

トの低減を図る必要があります。 

●普通交付税の合併算定替や、有利な合併特例債の発行など、国による合併支援措置

が平成 30（2018）年度で終了するため、自立したまちづくりに向けて、長期的

な視点に立った行財政基盤の確立が喫緊の課題です。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・積極的な財源の確保 ・積極的な財源の確保 ・積極的な財源の確保 ・積極的な財源の確保 

●自主財源の根幹である市税や使用料・手数料等は、負担の公平性確保と受益者負担

の原則の観点から、収納率向上に取り組みます。 

●市有財産を経営資源として捉え、適正な管理と有効活用を進めることにより、将来

に向けた財源の確保・拡充に取り組みます。 

●競艇事業については、より積極的で持続的な経営運営により、一般会計への安定・

継続的な繰出金の確保に努めます。 

    

・増加する歳出の抑制 ・増加する歳出の抑制 ・増加する歳出の抑制 ・増加する歳出の抑制 

●事務事業の見直しや職員の定員管理の適正化、民間活力の積極的な活用など、事務

の効率化と歳出の適正化に努め、経常的な経費の抑制に取り組みます。 

●老朽化が進む公共施設は、効率的で計画的な維持管理や修繕等に努め、管理経費の

低減に取り組みます。 

    

・適正な市債の発行・管理 ・適正な市債の発行・管理 ・適正な市債の発行・管理 ・適正な市債の発行・管理 

●財政負担の平準化と世代間負担の公平化を念頭に、長期的な視点から公債費の動向

を見据え、計画的かつ適正な市債の活用に努めます。 

 

主要７主要７主要７主要７ 
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・新地方公会計制度への対応と活用 ・新地方公会計制度への対応と活用 ・新地方公会計制度への対応と活用 ・新地方公会計制度への対応と活用 

●市民に対する説明責任を果たすとともに、財政の効率化・適正化を図ることを目的

として、資産や負債のストック情報や、減価償却費などの費用を適切に管理する、

固定資産台帳の整備などの新地方公会計制度を導入し、行財政マネジメントに活用

します。 

    

・財政運営の透明性の確保 ・財政運営の透明性の確保 ・財政運営の透明性の確保 ・財政運営の透明性の確保 

●市広報やホームページなどを活用して、分かりやすく財政情報を提供することによ

り、財政状況の透明性の確保に努め、市民との情報共有と共通認識を図ります。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・（策定中）第３次行財政改革大綱 ・（策定中）第３次行財政改革大綱 ・（策定中）第３次行財政改革大綱 ・（策定中）第３次行財政改革大綱【計画年次：平成 27～31 年度】    

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

第３次行財政改革大綱推

進計画の達成状況 

平成 25 年度 平成 31 年度 「実施項目達成件数」÷

「実施項目件数」×100 
― 100％ 
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９-４ 公共施設老朽化への対応９-４ 公共施設老朽化への対応９-４ 公共施設老朽化への対応９-４ 公共施設老朽化への対応    

基本方向 基本方向 基本方向 基本方向 

公共施設の老朽化への取組みを着実に推進し、身の丈に合った施設の保公共施設の老朽化への取組みを着実に推進し、身の丈に合った施設の保公共施設の老朽化への取組みを着実に推進し、身の丈に合った施設の保公共施設の老朽化への取組みを着実に推進し、身の丈に合った施設の保

有総量の最適化を実現させることで、将来にわたり持続可能な市民サービ有総量の最適化を実現させることで、将来にわたり持続可能な市民サービ有総量の最適化を実現させることで、将来にわたり持続可能な市民サービ有総量の最適化を実現させることで、将来にわたり持続可能な市民サービ

スの提供を目指します。 スの提供を目指します。 スの提供を目指します。 スの提供を目指します。 

 

これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 これまでの取組み・成果 

・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 ・実施した主要施策・事業等 

●公共施設の老朽化問題への取組みとして、「公共施設白書」「公共施設再配置の基本

方針」を策定しました。 

●施設白書や基本方針について市民と情報共有するため、市広報への掲載や市政情報

番組での特集、マンガの全戸配布など、わかりやすい情報発信に努めました。 

●「公共施設再配置の基本方針」に基づき、今後必要となる取組みや公共施設の中・

長期的な方向性等を示した「周南市公共施設再配置計画」を策定しています。 

 

・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） ・市民の評価（市民アンケート） 

●将来に向けて必要な行政サービスを維持するうえで、今後の本市の公共施設のあり

方について、あなたのお考えに近いのはどれですか？ 

 

現状と課題 現状と課題 現状と課題 現状と課題 

●本市の公共施設の約６割が建築後３０年を経過し、既に改修や建替えの時期を迎え

ています。このため、道路や橋りょう等のインフラを含めた施設の更新には、集中

的に多額の費用が必要と見込まれ、本市の財政に大きな影響を与えることが考えら

れます。 

●今後、人口減少による税収の減少や超高齢社会の進行による社会福祉関係費等の増

加が見込まれており、本市の財政はより厳しさを増している状況です。このような

中、現状のまま全ての施設を更新していくことは困難であることから、将来にわた

り持続可能な施設の適正配置・長寿命化等に向けた早急な対応が必要です。 
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●公共施設の再配置は、市民生活に関係が深い事業であることから市の財政状況や公

共施設老朽化の現状、今後の取り組みなどについて、引き続きわかりやすい情報発

信に心掛けていく必要があります。 

 

推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 推進施策の展開 

・公共施設老朽化への対応 ・公共施設老朽化への対応 ・公共施設老朽化への対応 ・公共施設老朽化への対応 

●公共施設再配置計画の着実な推進を図ることで、将来にわたり持続可能な市民サー

ビスの提供を目指します。 

 

主要事業 主要事業 主要事業 主要事業 

 ・行政改革関係事業  ・行政改革関係事業  ・行政改革関係事業  ・行政改革関係事業 

  ●公共施設再配置計画の着実な推進を図ります。 

 

関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 関連する主な個別計画 

 ・（策定中）周南市公共施設再配置計画 ・（策定中）周南市公共施設再配置計画 ・（策定中）周南市公共施設再配置計画 ・（策定中）周南市公共施設再配置計画【計画年次：平成 27～●●年度】 

 ・（策定中）第３次行財政改革大綱・（策定中）第３次行財政改革大綱・（策定中）第３次行財政改革大綱・（策定中）第３次行財政改革大綱【計画年次：平成 27～31 年度】 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

公共施設再配置計画の前

期５年間の達成状況 

平成 25 年度 平成 31 年度 「実施項目達成件数」÷

「実施項目件数」×100 
－ 100％ 

主要７主要７主要７主要７ 
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